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第１章 基本的な取扱い 

１ 支給決定基準について 

(1) 策定根拠 

平成19年３月23日付け障発第0323002号厚生労働省社会・援護局障害保

健福祉部長通知「介護給付費等の支給決定について」(別紙１)に基づき

「茨木市障害福祉サービス等支給決定基準」を策定する。 

 

(2) 策定意義 

障害福祉サービス及び地域生活支援事業(以下「障害福祉サービス等」

という。)の支給決定事務においては、障害のある方一人ひとりに対する

支援の必要性に着目し、公費で助成すべきサービスの内容や支給量を１

件ごとに判断し決定する必要がある。同時に、市町村は限りある予算を

公平かつ適正に執行することが求められており、支給決定基準を策定す

ることにより、支給決定の透明化・明確化を図り、利用者にとって過不

足の無いよう、支給決定事務を公平かつ適正に行うことを目的とする。 

ゆえに、支給決定基準は支給内容を決定する際の基準を定めるものであ

り、個々のサービス利用者に対する支給量の上限を定めるものではない。 

 

(3) 支給決定事務に関する取扱いについて 

ア 支給申請については原則事前申請となる。障害や生活環境等の急変

により急遽支援が必要な状態となり、障害福祉サービス等以外の代替

案が見つからない場合においては、その事由が生じた当日又は翌日(翌

日が土日祝の場合は翌開庁日)に速やかに障害福祉課に連絡すること。 

   イ 支給決定基準に特段の定めがない場合は、各種法令、通知及び事務

処理要領等に準ずる取扱いとする。 

 

(4) 支給決定基準の見直しについて 

    支給決定基準については、現段階での状況により策定しているため、

国の制度改正等又は障害福祉サービス等の運用状況等に合わせて適宜見

直しを行う。 
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(5) 支給決定までの流れについて 
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①  申請 

障害福祉サービス等の利用について、介護給付費(居宅介護、重度訪

問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、施設入所支援、

短期入所及び重度障害者等包括支援)、訓練等給付費(自立訓練(機能訓

練)、自立訓練(生活訓練)、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支

援Ａ型、就労継続支援Ｂ型、宿泊型自立訓練、共同生活援助、就労定

着支援及び自立生活援助)、地域相談支援給付費(地域移行支援及び地

域定着支援)及び地域生活支援事業(移動支援、地域活動支援センター

Ⅱ型、地域活動支援センターⅢ型、日帰りショートステイ、訪問入浴

サービス及び入院時コミュニケーション支援)の支給を希望する障害

者又は障害児の保護者(以下「障害者等」という。)は、市へ支給申請

を行う。 

申請に必要な書類は以下のとおり。 

ア 新規 

(ｱ) 介護給付費等支給申請書又は地域生活支援事業支給申請書 

(ｲ) 限度額適用認定証の写し(療養介護のみ) 

(ｳ) 収入申告書（添付書類：利用開始予定日の前年(利用開始予定日 

の属する月が１月～６月である場合は前々年)中の収入(障害年金

証書又は工賃証明書等)及び必要経費(固定資産税等の租税又は国

民健康保険料等)の額がわかる書類）（療養介護及び施設入所支援の

み） 

(ｴ) 家賃証明書等(共同生活援助のみ)※補足給付の必要書類。 

(ｵ) 雇用開始日が確認できる書類(雇用契約書の写し等)（就労定着支

援のみ） 

イ 更新又は利用者負担上限月額の見直し等 

(ｱ) 介護給付費等支給申請書又は地域生活支援事業支給申請書 

(ｲ) 限度額適用認定証の写し(療養介護のみ) 

(ｳ) 収入申告書（添付書類：利用開始予定日の前年(利用開始予定日 

の属する月が１月～６月である場合は前々年)中の収入(障害年金

証書又は工賃証明書等)及び必要経費(固定資産税等の租税又は国

民健康保険料等)の額がわかる書類）（療養介護及び施設入所支援の

み） 

(ｴ) 家賃証明書等(共同生活援助のみ)※補足給付の必要書類。 

(ｵ) 障害福祉サービス受給者証及び暫定支給決定期間の利用に係る

評価結果報告書(添付書類：アセスメント票、個別支援計画、個別

支援計画に基づく支援実績及びその評価結果報告書)（暫定支給決

定対象サービス(78ページ参照)における本支給決定時のみ） 

ウ 変更 

(ｱ) 介護給付費等支給変更申請書又は地域生活支援事業支給変更等

申請書 
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(ｲ) 障害福祉サービス受給者証又は地域生活支援事業受給者証 

    エ その他 

(ｱ) 共同生活援助について、退居後（外部サービス利用型）共同生活

援助サービス費の支給申請にあっては、一人暮らし等への移行に向

けた利用者の意向を反映した共同生活援助計画 

(ｲ) 就労移行支援又は就労継続支援について、通常の事業所に雇用さ

れた後に労働時間の延長の際に必要な知識及び能力の向上のための

支援を一時的に必要とするものとして支給申請を行う場合にあって

は、雇用先の企業等から就労系障害福祉サービス事業所への通所が

認められていること及び労働時間の延長を図ることが分かる書類 

(ｳ) 就労移行支援又は就労継続支援について、通常の事業所に雇用さ

れた後に休職からの復職の際に必要な知識及び能力の向上のための

支援を一時的に必要とするものとして支給申請を行う場合にあって

は、以下の書類 

ａ 雇用先企業からの資料 

当該企業による復職支援の実施が困難であり、休職中の障害者

が就労系障害福祉サービスによる復職支援を受けることにより

復職することが適当と判断していることを示す書類 

ｂ 休職に係る診断をした主治医からの資料 

当該主治医の属する医療機関による復職支援の実施が困難で

あり、休職中の障害者が就労系障害福祉サービスによる復職支援

を受けることにより復職することが適当と判断していることを

示す書類 

ｃ 相談支援事業所（申請者）からの資料 

地域における就労支援機関である障害者職業センター等による 

復職支援の利用が困難であることや、地域における医療機関によ

る復職支援が見込めないことを示す書類（ただし、セルフプラン

の場合には、申請者が作成する同様の書類。この場合、市は、地

域における就労支援機関及び医療機関による復職支援の実施状況

等を調査した上で、支給決定の可否を判断する。） 

   ② サービス等利用計画案の提出依頼 

     申請者に対して、サービス等利用計画案の提出を依頼する。 

   ③ 障害支援区分認定調査 

     障害支援区分の判定等のため、認定調査員が申請者等と面談し、概

況調査(本人の状況又は家族からの介護状況等)、アセスメント調査(同

行援護申請者のみ)及び認定調査を行う。なお、訓練等給付費であって

も、共同生活援助については障害支援区分の認定手続きが必要となる

場合がある(詳細は31ページ参照。）。 

      ④ 聞き取り調査 

     認定調査員が申請者等と面談し、概況調査(本人の状況又は家族から
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の介護状況等)及び認定調査項目の調査(38項目)を行う。 

   ⑤ 医師意見書の聴取 

     申請に係る障害者等の主治医に対し、障害内容又は心身の状況等に

ついて、医学的知見から意見(医師意見書)を求める。 

   ⑥ 一次判定（コンピュータ判定） 

     認定調査の結果(80項目)及び医師意見書の一部項目(24項目)を踏ま

え、一次判定用ソフトを活用した一次判定処理を行う。 

   ⑦ 二次判定（障害支援区分等認定審査会） 

     障害支援区分等認定審査会(以下「審査会」という。)において、一次

判定の結果を原案として、認定調査票の特記事項及び医師意見書(一次

判定で評価した項目を除く)の内容を総合的に勘案した審査判定を行い、

市へ通知する。 

   ⑧ 障害支援区分の認定 

     審査会の判定結果に基づいて障害支援区分を認定し、その結果を申

請者へ通知する。 

⑨ サービス利用意向等の聴取 

     支給決定を行うため、申請者等から次のア～カに掲げる項目につい

て聴取する(各項目の具体的な内容については50ページ参照。)。 

ア 障害支援区分又は障害の種類及び程度その他の心身の状況 

イ 介護を行う者の状況 

ウ 障害福祉サービス等及び保健医療サービス又は福祉サービス等の

利用状況 

エ 本人又は介護者の障害福祉サービス等の利用に関する意向 

オ 当該障害者等の置かれている環境 

カ 当該申請に係る障害福祉サービス等の提供体制の整備状況 

   ⑩ サービス等利用計画案の提出 

     市からサービス等利用計画案の提出を求められた申請者は、指定特

定相談支援事業所が作成したサービス等利用計画案及び計画相談支援

給付費支給申請書を提出する。なお、身近な地域に対応できる指定特

定相談支援事業所がない場合又は指定特定相談支援事業所以外の者が

作成するサービス等利用計画案の提出を希望する場合は、当該事業所

以外の者が作成するサービス等利用計画案を提出することができる。 

⑪ 支給決定案の作成 

     サービス等利用計画案、サービス利用意向等の聴取内容、本市にお

ける財政状況及び障害者相互における公平性を勘案し、支給決定案を

作成する。 

⑫ 「茨木市障害福祉サービス等支給決定基準」による支給決定に係る

審査 

     支給決定案の内容について、支給決定基準により審査し、定型(※１)

又は非定型(※２)の判定を行う。 
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    ※１ 支給決定基準にて定められている運用方法かつ支給量が標準支

給量以内の場合 

    ※２ 支給決定基準に定められていない運用方法又は支給量が標準支

給量を超えている場合 

   ⑬ 障害福祉サービス等支給決定案検討会議 

     支給決定案の内容が非定型の場合、疑義がある場合又はその他福祉

事務所長が必要と認める場合は、本人の心身の状況、支援者の有無、

居住等の状況、本人や家族の意向等の個別の状況を勘案したうえで、

障害福祉サービス等支給決定案検討会議(構成員：福祉事務所長(議長)、

障害福祉課長、障害福祉課長代理、障害福祉課認定給付グループ長及

び担当員その他福祉事務所長が認める職員)にてその妥当性について

協議を行う。 

   ⑭ 審査会の意見聴取 

     支給決定案の内容が支給決定基準と大きく乖離し、障害福祉サービ

ス等支給決定案検討会議にて審査会の意見を聴く必要があると判断し

た場合は、その妥当性について審査会に意見を求める。 

   ⑮ 支給(却下)決定 

     ⑫、⑬及び⑭の内容に留意したうえで支給(却下)決定を行い、申請

者に通知を行う。 

 

(6) 標準利用期間が設定されているサービスの取扱いについて 

ア 自立訓練、就労移行支援 

(ｱ) 延長 

標準利用期間では十分な成果が得られず、引き続きサービスを利用

することによる効果が具体的に見込まれると市が認めた場合は、最大

１年間の更新が可能である。具体的な手続きの流れは次のａ～ｃのと

おり。 

ａ サービス提供事業所は、「標準利用期間を超える支給決定にかかる

意見書(延長)」、「アセスメント」、「標準利用期間中に作成した個別

支援計画」、「延長期間中の目標及び支援内容を具体的に記載した個

別支援計画(案)」、その他市が必要と認める書類を障害福祉課に提出

する。 

ｂ 本人及びサービス提供事業所従業者が障害福祉課へ来庁し、障害

福祉課職員と面談を行う。 

ｃ 障害福祉サービス等支給決定案検討会議にてその妥当性について

協議し、審査会に意見を聴いたうえで支給の要否を判断する。 

※ただし、自立訓練（宿泊型自立訓練を除く。）において、複数の障害

を有する障害者が、それぞれの障害特性に応じた異なるプログラム

による支援を受けることによる効果改善が具体的に見込まれる場合

であって、かつ、上記ア（ｱ）ａ～ｃの手続きを経て必要性が認めら
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れた場合には、上記最大１年間の更新に加え、さらに最大１年間（１

回）の更新を可能とする。 

(ｲ) 再利用 

生活環境や障害の状況の変化等により、再度サービスを利用するこ

とによる効果が具体的に見込まれると市が認めた場合は、再利用が可

能である。具体的な手続きの流れは次のａ～ｃのとおり。 

ａ 本人が障害福祉課へ来庁し、障害福祉課職員と面談を行う。（原則、

別途認定調査を要する。） 

ｂ 市は必要に応じて、サービス提供事業所に対し、「標準利用期間を

超える支給決定にかかる意見書(再利用)」（同じ事業所を再度利用す

る場合のみ）、「アセスメント」、「標準利用期間中（前回）に作成した

個別支援計画」「再利用期間中の目標及び支援内容を具体的に記載し

た個別支援計画(案)」、その他市が必要と認める書類の提出を求める。 

ｃ 障害福祉サービス等支給決定案検討会議にてその妥当性について

協議し、必要に応じて審査会に意見を聴いたうえで支給の要否を判

断する。 
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２ 介護保険サービスとの適用関係について 

 (1) 介護保険サービス優先の原則 

    介護保険の被保険者である65歳以上の者(第１号被保険者)又は医療保

険に加入している40歳以上65歳未満で(※)特定疾病がある者(第２号被

保険者)が要介護認定等の申請の結果、介護保険サービスにより必要な支

援を受けることができる場合は、介護保険サービスの利用が優先される。 

※介護保険第２号被保険者特定疾病の範囲 

ア がん 

（医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがな 

い状態に至ったと判断したものに限る。） 

イ 関節リウマチ 

ウ 筋萎縮性側索硬化症 

エ 後縦靱帯骨化症 

オ 骨折を伴う骨粗鬆症 

カ 初老期における認知症 

キ 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病 

ク 脊髄小脳変性症 

ケ 脊柱管狭窄症 

コ 早老症 

サ 多系統萎縮症 

シ 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 

ス 脳血管疾患 

セ 閉塞性動脈硬化症 

ソ 慢性閉塞性肺疾患 

タ 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 

 

(2) 障害福祉サービス等と介護保険サービスの併給利用に係る運用につい

て 

ア 次の(ｱ)～(ｴ)の場合において、障害福祉サービス等による支援が必

要と認められる場合は、障害福祉サービス等の支給決定を受けること

ができる。 

(ｱ) 要介護認定等の申請の結果、非該当と判定された場合。 

(ｲ) 利用可能な介護保険サービスに係る事業所が身近にない又は利用

定員に空きがない等により、障害福祉サービス等に相当する介護保

険サービスを利用することができない場合。 

(ｳ) 介護保険サービスの区分支給限度額内では必要な支援を受けるこ

とができない場合。 

(ｴ) 本人に必要とされる支援が介護保険サービスには相当するものが

ないと認められる場合。 

イ 要介護認定の申請手続き又は認定結果通知等に要する時間を考慮し、
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障害福祉サービスに相当する介護保険サービスへの移行が完了するま

での期間については、生活の質が落ちないよう継続して障害福祉サー

ビスを支給決定する。 

ウ 本人の心身の状況等に変化があり、支給量の変更等を希望される場

合は、まずは介護保険の区分変更申請を行い、介護保険サービスでの

対応を検討すること。それでもなお区分支給限度額内では必要な支援

を受けることができないと認められる場合は、障害福祉サービス等の

支給量の変更等を行う。 

エ 介護保険の区分更新等で要介護状態区分が下がった場合は、本人の

心身の状態等が改善され、介護保険サービスにてその状態に相当する

支援が必要と考えられる。しかし、個別の状況を勘案し、介護保険の

区分支給限度額内では必要な支援を受けることができないと認められ

る場合は、介護保険の区分変更申請を行うことを前提に、それまでの

期間において障害福祉サービス等での支給量の変更等を行う。 

オ 介護保険サービスにて利用する訪問介護等の時間数と、障害福祉サ

ービス等の時間数を合計した時間数が、支給決定基準との比較対象と

なる。 

カ 介護保険サービスの対象者となった場合は、居宅介護支援計画又は

予防介護支援計画(ケアプラン)の作成対象者となり、介護支援専門員

(ケアマネジャー)が障害福祉サービス等他の社会資源を含めた計画を

作成することとなるが、障害福祉サービス固有のサービスがあり計画

の作成が難しい場合等、別途サービス等利用計画案を作成する必要が

あると認められる場合は、計画相談支援を利用することができる。 

(3) 障害福祉サービス利用者が介護保険サービス対象者となった場合にお

ける併給の可否について 

サービス内容 

併給の可否 

40歳以上65歳未満 

（第２号被保険者） 

65歳以上 

（第１号被保険者） 

居宅介護 △ (※１) △(※１) 

重度訪問介護 △(※１) △(※１) 

同行援護 ○(※２) ○(※２) 

行動援護 ○(※２) ○(※２) 

移動支援 ○ ○ 

生活介護 △(※３) △(※３) 

自立訓練（機能訓練） △ △ 

自立訓練（生活訓練） ○ ○ 

就労選択支援 △ △ 

就労移行支援 ○ △(※５) 

就労継続支援Ａ型 ○ △(※５) 
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就労継続支援Ｂ型 ○ △(※４) 

地域活動支援センターⅡ型 △ △ 

地域活動支援センターⅢ型 △(※３) △(※３) 

療養介護 ○ ○ 

施設入所支援 ○ ○ 

宿泊型自立訓練 ○ ○ 

共同生活援助 ○ ○ 

短期入所 △(※１) △(※１) 

日帰りショートステイ △ △ 

重度障害者等包括支援 △(※３) △(※３) 

就労定着支援 ○ ○ 

自立生活援助 △ △ 

訪問入浴サービス △(※１) △(※１) 

入院時コミュニケーション支援 ○ ○ 

地域移行支援 ○ ○ 

地域定着支援 △ △ 

※１ 介護保険の区分支給限度額内において、介護保険サービス対象者

となる以前と同様の支援を受けることができない場合は、不足する

時間数を障害福祉サービスにて支給決定する。 

※２ 介護保険サービスにて通院に係る支援を受けることができる場合

は、介護保険サービスの利用が優先される。ただし、介護保険の区

分支給限度額内では、介護保険サービス対象者となる以前と同様の

支援を受けることができない場合は、不足する時間数を障害福祉サ

ービスにて支給決定する。 

※３ 障害特性やサービスを必要とする理由等により、介護保険サービ

スでは適切又は必要な支援を受けることができず、当該障害福祉サ

ービス等により適切又は必要な支援を受けることができると認めら

れる場合は、継続して利用することができる。 

※４ 単なる日中の居場所としての利用目的ではなく、就労に対するニ

ーズがあり、70歳までの就業機会の確保（高年齢者就業確保措置）

が高齢者雇用安定法で努力義務とされていることを踏まえ、利用の

必要性が認められる場合は継続して利用することができる。 

※５ 65歳に達する前５年間(入院その他やむを得ない事由により障害

福祉サービスに係る支給決定を受けていなかった期間を除く)引き

続き障害福祉サービスに係る支給決定を受けており、65歳に達する

前日に当該障害福祉サービスの支給決定を受けていた場合において、

単なる日中の居場所としての利用目的ではなく、就労に対するニー

ズがあり、70歳までの就業機会の確保（高年齢者就業確保措置）が

高齢者雇用安定法で努力義務とされていることを踏まえ、利用の必
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要性が認められる場合は継続して利用することができる。 

(4) 介護保険サービスの対象者が新規で障害福祉サービスを利用する場合

における併給の可否について 

サービス内容 

併給の可否 

40歳以上65歳未満 

（第２号被保険者） 

65歳以上 

（第１号被保険者） 

身体介護 △(※１) △(※１) 

家事援助 △(※１) △(※１) 

通院等介助・通院等乗降介助 △(※２) △(※２) 

重度訪問介護 △(※１) △(※１) 

同行援護 〇(※２) ○(※２) 

行動援護 〇(※２) ○(※２) 

移動支援 ○ ○ 

生活介護 △(※３) △(※３) 

自立訓練（機能訓練） △ △ 

自立訓練（生活訓練） ○ ○ 

就労選択支援 △ △ 

就労移行支援 ○ × 

就労継続支援Ａ型 ○ × 

就労継続支援Ｂ型 ○ △(※４) 

地域活動支援センターⅡ型 △ △ 

地域活動支援センターⅢ型 △(※３) △(※３) 

療養介護 △ △ 

施設入所支援 △ △ 

宿泊型自立訓練 ○ ○ 

共同生活援助 △ △ 

短期入所 △ △ 

日帰りショートステイ △ △ 

重度障害者等包括支援 △(※３) △(※３) 

就労定着支援 △ △ 

自立生活援助 △ △ 

訪問入浴サービス △ △ 

入院時コミュニケーション支援 ○ ○ 

地域移行支援 ○ ○ 

地域定着支援 △ △ 

※１ 次のア及びイの障害福祉サービスについては、以下の要件を満た

しており、介護保険の区分支給限度額内では必要な支援を受けるこ

とができないと認められる場合は、不足する支給量を障害福祉サー

ビスにて支給決定する。 
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ア 身体介護及び重度訪問介護 

「要介護５」、かつ、「身体障害者手帳の等級が１、２級の全身

性障害を有する者(上下肢に障害が認められる者)。」 

イ 家事援助 

視覚障害者 

※２  介護保険サービスにて通院に係る支援を受けることができる場合

は、介護保険サービスの利用が優先される。ただし、介護保険の区分

支給限度額内では必要な支援を受けることができない場合は、不足す

る時間数を障害福祉サービスにて支給決定する。 

※３ 障害特性やサービスを必要とする理由等により、介護保険サービス

では適切又は必要な支援を受けることができず、当該障害福祉サービ

ス等により適切又は必要な支援を受けることができると認められる

場合は利用することができる。 

※４ 単なる日中の居場所としての利用目的ではなく、就労に対するニー

ズがあり、70歳までの就業機会の確保（高年齢者就業確保措置）が高

齢者雇用安定法で努力義務とされていることを踏まえ、利用の必要性

が認められる場合は利用することができる。 
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第２章 訪問系サービス 

１ 訪問系サービスにおける共通事項 

(1) 支給決定時間数について、１週間で必要な時間数を１ヶ月分に換算す

る場合は、4.5週分として計算する。ただし、月により不足が生じること

が多い場合は５週分として計算することも可能とする。 

(2) １日に身体介護、家事援助又は同行援護を複数回算定する場合は、２

時間以上の間隔を空けなければならず、サービス提供の間隔が２時間未

満の場合は、前後を１回分として算定することとなる。ただし、別のサ

ービス類型を利用する場合、身体の状況等により短時間の間隔で短時間

の滞在により複数回の訪問を行わなければならない場合又は別の事業者

が提供する支援との間隔が２時間未満である場合はこの限りではない。 

(3) 訪問系サービスを利用しての移動については、公共交通機関の利用を 

原則とする。ただし、利用者の心身の状態、公共交通機関の利用が困難

な地域等やむを得ない場合は車両の使用も可能であるが、事業所やヘル

パーが所有する車両を使用する場合は、道路運送法上の許可等が必要に

なることに留意すること。また、利用者又は家族の車両を使用する場合

は、事故発生時の対応についてあらかじめ協議しておくこと。なお、ヘ

ルパー自身が運転する場合は、運転中に直接的な支援を行っていないこ

とから報酬の算定はできない。 

(4) 施設入所支援又は共同生活援助の利用者が一時帰宅する場合は、通常

受け入れ体制が確保されていることが想定されるが、個別の状況を勘案

し、帰宅時に訪問系サービスを利用する必要性がある者については、訪

問系サービスを利用することができる。 

(5) 障害福祉サービスと訪問看護の時間を重複させての利用は原則できな

い。ただし、個別の状況を勘案し、本人と事業所の時間調整がどうして

も難しい場合等、同時間における支援の必要性がある者については重複

して利用することができる。 

(6) 訪問系サービスを利用して外出する場合は自宅発着が原則であるが、

個別の状況を勘案し、必要性がある者については自宅以外を始点・終点

として利用することができる。 

(7) 選挙の投票に行く場合は通院等介助・通院等乗降介助、重度訪問介護、

同行援護又は行動援護(以下「通院等介助等」という。)を利用すること

となるが、外出に係るサービスの支給決定が身体介護又は移動支援のみ

である場合は、これらのサービスでも利用可能とする。なお、投票用紙

の代筆については、受付にて申し出ることで市の職員が行うこととなり、

ヘルパーが代筆することはできない。 

(8) 本人の心身の状態が急変し、急遽通院が必要となった場合は通院等介

助等を利用することとなるが、外出に係るサービスの支給決定が移動支

援のみである場合は、移動支援でも代用可能とする。ただし、その事由

が生じた当日又は翌日(翌日が土日祝の場合は翌開庁日)に速やかに障害
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福祉課に連絡すること。 

(9) 薬局で薬を受け取る場合は、通院等介助等で本人と一緒に行く必要が

ある。ただし、本人の体調不良等で外出できない理由がある場合は、薬

局の承諾を得たうえで、家事援助で代行することも可能とする。 

(10) 入院中の利用者について、一時外泊中で医師の許可がある場合は訪問

系サービスを利用することができる。 

(11) 通院等介助等については、入退院時及び転院時についても利用するこ

とができる。 

(12) 重度訪問介護、同行援護、行動援護又は移動支援において、宿泊を伴

う旅行で利用する場合については、サービス提供事業所が作成した旅行

支援計画書を障害福祉課へ事前に提出する必要がある。 

(13) 日用品の買い物については、身体介護、家事援助、重度訪問介護、同

行援護又は行動援護の利用を優先し、その他嗜好品等の買い物について

は移動支援の利用を優先すること。 

(14) 日中活動系サービス事業所の送迎ルートのバス停までの介助について

は、基本的には家族の支援によるものと考える。ただし、家族の障害や

疾病等により支援が得られない場合は、日中活動系サービス事業所が支

援方法を検討することとなるが、日中活動系サービス事業所においても

支援ができない場合は、身体介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護

又は移動支援での利用が考えられる。 

(15) 育児に困難を抱える利用者(親)への育児支援として、家事援助又は重

度訪問介護を利用することができる。ただし、利用者(親)が本来家庭内

で行うべき養育を代替するものであるため、次のア～ウのいずれにも該

当する場合にのみ、個々の利用者(親)、子ども又は家族等の状況を勘案

し、必要に応じて家事援助又は重度訪問介護の支援内容に含めるものと

する。 

ア 利用者(親)が障害によって家事や付き添いが困難な場合 

イ 利用者(親)の子どもが一人では対応できない場合 

ウ 他の家族等による支援が受けられない場合 

(16) 二人介護について 

ア 対象となるサービス 

居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護及び移動支援 

イ 要件 

二人のヘルパーにより居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援

護及び移動支援を行うことについて利用者の同意を得ている場合であ

って、次の(ｱ)～(ｳ)のいずれかに該当する場合とする。 

(ｱ) 障害者または障害児(以下「障害者等」という。)の身体的理由に

より、一人のヘルパーによる介護が困難と認められる場合。 

(ｲ) 行動障害があり、一人のヘルパーによる介護が困難と認められる

場合。 
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(ｳ) その他障害者等の状況等から判断して、(ｱ)又は(ｲ)に準ずると認

められる場合。 

ウ 異なる事業所が同時にサービス提供を行う場合 

二人介護でのサービス提供については、ヘルパー同士が連携した支援

を行い、責任の所在が明確となるよう同一事業所のサービス提供が望ま

しい。ただし、事業所の人員体制上等により異なる事業所を利用する場

合は、責任の所在を明確にするため、それぞれサービス提供を行う事業

所が作成する個別支援計画に分担作業部分と共同作業部分を記載し、三

者で確認を行うこと。 

(17) 重度訪問介護については１日３時間以上の支給決定を基本としている

が、短時間集中的な居宅介護のみが１日に複数回行われた場合に、これ

らの提供時間を通算して３時間以上あるような支援を想定しているもの

ではなく、１日に提供されたサービス全体でみた場合に、比較的長時間

にわたり総合的かつ断続的に提供されているほか、１回あたりのサービ

スについても、基本的には見守り等を含む比較的長時間にわたるような

支援を想定しているため、１日あたりの提供時間が長時間となる場合は、

支援内容、支援時間及び本人の意向等を総合的に勘案したうえで、重度

訪問介護又は居宅介護を支給決定する。 

(18) 共同生活援助事業所へ入居中の利用者が、身体介護、家事援助又は重

度訪問介護の利用を希望する場合においては、次のア～ウのいずれにも

該当し、必要性が認められる場合は利用することができる。なお、身体

介護についてはアに該当しない場合であっても利用することができる。

ア 重度訪問介護、同行援護又は行動援護の対象者である。 

イ 障害支援区分４以上に該当している。 

ウ 共同生活援助の個別支援計画に居宅介護の利用が位置付けられてい

る。 

  (19) 身体介護及び重度訪問介護での入浴支援については、日中活動系サー

ビス事業所等別の社会資源で入浴の支援を受けている場合、それらの回

数も含め原則週に３回までとする。ただし、個別の状況を勘案し、必要

性が認められる場合は週に４回以上の入浴も可能とする。 

 

２ 居宅介護 

(1) サービス内容 

障害者等につき、居宅において入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、

洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活

全般にわたる援助を行う。 

サービス類型は、次のア～エのとおり。 

ア 居宅における身体介護が中心である場合(以下「身体介護」という。) 

イ 家事援助が中心である場合(以下「家事援助」という。) 

ウ 通院等介助(身体介護を伴う場合又は身体介護を伴わない場合)が中
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心である場合(以下「通院等介助」という。) 

エ 通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合(以下「通院等

乗降介助」という。) 

(2) 対象者 

障害支援区分１以上(障害児にあってはこれに相当する支援の度合)で

ある者。ただし、通院等介助(身体介護を伴う場合)を算定する場合にあ

っては、次のア及びイのいずれにも該当する者。 

ア 障害支援区分２以上に該当していること。 

イ 障害支援区分の認定調査項目のうち、それぞれ(ｱ)から(ｵ)までに掲

げる状態のいずれか一つ以上に該当していること。 

(ｱ) 歩行 

「全面的な支援が必要」 

(ｲ) 移乗 

「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的

な支援が必要」 

(ｳ) 移動 

「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的

な支援が必要」 

(ｴ) 排尿 

「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」 

(ｵ) 排便 

「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」 

(3) 標準支給量について 

ア 標準支給量 

サービスの種類 
障害支援 
区分 

標準支給量 サービスの種類 
障害支援 
区分 

標準支給量 

身体介護 

区分１ 10 時間 

家事援助 

区分１ ５時間 

区分２ 15 時間 区分２ 14 時間 

区分３ 18 時間 区分３ 18 時間 

区分４ 21 時間 区分４ 21 時間 

区分５ 45 時間 区分５ 30 時間 

区分６ 60 時間 区分６ 35 時間 

イ 通院等介助・通院等乗降介助については、通院頻度や通院先の医療

機関までの時間又は官公署等での手続き等が制約されるべきではない

と考えるため、標準支給量は設定しないものとする。 

(4) 身体介護について 

ア サービス内容 

身体介護は、利用者の身体に直接接触して行う支援サービス、利用

者の日常生活動作能力(ADL)や意欲向上のために利用者と共に行う自
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立生活のためのサービス、その他専門的知識・技術をもって行う利用

者の日常生活上、社会生活上のためのサービスをいう。また、それら

のために必要となる準備、後片付け等の一連の行為を含む。 

イ 具体的な内容 

排泄介助、食事介助、身体の清拭、入浴介助、身体整容、起床・就

寝介助、体位変換、移動・移乗介助又は服薬介助、自立生活のため利

用者と共に行う家事(掃除、洗濯、調理又は買い物)等 

ウ 対象とならない内容 

見守り、医療行為(医療行為の範囲については、平成17年７月26日付

け医政発第0726005号「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助

産師看護師法第31条の解釈について（通知）」(別紙２)に留意するこ

と。) 

(5) 家事援助について 

ア サービス内容 

家事援助は、掃除、洗濯又は調理等の日常生活において直接利用者

の援助(そのために必要な一連の行為を含む)となる支援であり、利用

者が単身又は家族が障害や疾病等のため、利用者や家族が家事を行う

ことが困難な場合に行われるものをいう。 

イ 具体的な内容 

買物、調理、洗濯、掃除、郵便物の投函・受取又はゴミ出し等 

   ウ 対象とならない内容 

(ｱ) 「利用者の援助」に該当しない行為 

ａ 対象者以外(家族等)のものに関する洗濯、調理、買物等 

ｂ 対象者以外(家族等)が使用する家族の部屋や共用部分の掃除 

ｃ 来客の応接(お茶、食事の手配等) 

ｄ 本人が不在の状態でのサービス提供 

ｅ 自家用車の洗車、掃除 

(ｲ) 日常生活の営みに支障がないもの 

ａ 草むしり 

ｂ 花木の水やり 

ｃ ペットの世話、散歩等 

(ｳ) 日常的な家事の範囲を超えるもの 

ａ 家具、電気器具等の移動、修繕、模様替え 

ｂ 大掃除、窓のガラス磨き、床のワックスがけ 

ｃ 室内外家屋の修理、ペンキ塗り 

ｄ 植木の剪定(せんてい)等の園芸 

ｅ 正月や節句等のための特別な手間をかけて行う調理 

エ 家事援助の運用について 

     共有部分の掃除については、家事援助を利用することができない。

ただし、障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯については利用する
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ことができる。 

(6) 通院等介助・通院等乗降介助について 

ア サービス内容 

病院等へ通院するための移動介助、官公署での公的手続又は障害者

総合支援法に基づくサービスを受けるための相談に係る移動介助。 

イ 具体的な内容 

「通院等」の範囲は、次の(ｱ)～(ｳ)のとおり。 

(ｱ) 病院等に通院する場合。 

(ｲ) 官公署（国、都道府県及び市町村の機関(裁判所、府庁、市役所、

警察署又は投票所等)、外国公館(外国の大使館、公使館、領事館そ

の他これに準ずる施設をいう。)又は相談支援事業所等）に公的手続

または障害福祉サービスの利用に係る相談のために訪れる場合。 

(ｳ) 相談支援事業所における相談の結果、見学のために紹介された障

害福祉サービス事業所を訪れる場合。 

ウ 通院等介助と通院等乗降介助との適用関係について 

(ｱ) 通院等乗降介助を算定する場合は、ヘルパーが「自らの運転する車

両への乗車又は降車の介助」に加えて、「乗車前若しくは降車後の屋

内外における移動等の介助」を行うか、又は「通院先での受診等の手

続き又は移動等の介助」を行う場合に算定対象となるものであり、こ

れらの移動等の介助又は受診等の手続きを行わない場合には算定対

象とならない。 

(ｲ) 「自らの運転する車両への乗車又は降車の介助」、「乗車前若し

くは降車後の屋内外における移動等の介助」及び「通院先での受診

等の手続き又は移動等の介助」については、それぞれ具体的に介助

する行為を要することとする(利用者の日常生活動作能力などの向

上のため、移動時に転倒しないよう側について歩き、介護は必要時

だけで、事故がないよう常に見守る場合は算定対象となるが、乗降

時に車両内から見守るのみでは算定対象とならない。)。 

(ｳ) ヘルパーが「自らの運転する車両への乗車又は降車の介助を」行

う場合に通院等介助(身体介護を伴う場合)を算定する場合は、通院

等のための乗車・降車の介助を行うことの前後に連続して相当の所

要時間(20分～30分程度以上)を要し、かつ、手間のかかる身体介護

を行う場合には、通算して「通院等介助(身体介護を伴う場合)」を

算定する。 

(ｴ) ヘルパーが「自らの運転する車両への乗車又は降車の介助」を行

う場合で「身体介護」を算定する場合は、「通院等介助(身体介護を

伴う場合)」の前後において、居宅における外出に直接関連しない身

体介護(入浴介助又は食事介助等)に30分～１時間以上を要し、かつ、

当該身体介護が中心である場合には、通算して「身体介護」を算定

する。 
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エ 通院等介助・通院等乗降介助の運用について 

(ｱ) 院内の介助については病院側が対応すべきであるが、次のａ及び

ｂのいずれにも該当する場合は、通院等介助・通院等乗降介助の算

定が可能である。 

ａ 病院側の諸事情により、院内介助がつかない。 

ｂ 本人が院内でも支援を必要とする心身の状態であること。 

※ 事業所が作成する個別支援計画にａ及びｂの理由を記録するこ 

と。 

(ｲ) 共同生活援助の利用において、通院については日常生活上の支援

の一環として世話人等が対応することとなるが、慢性の疾病等を有

する障害者であって、医師の指示により定期的な通院が必要であり、

世話人等が個別に対応することが難しい場合は、通院等介助・通院

等乗降介助を利用することができる。 

 

３ 重度訪問介護 

(1) サービス内容 

重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動

上著しい困難を有する障害者であって、常時介護を要する者につき、居

宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当

該障害者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、入浴、

排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に

関する相談及び助言その他の日常生活に生じる様々な介護の事態に対応

するための見守りを含む生活全般にわたる援助並びに外出時における移

動中の介護を総合的に行う。 

また、病院、診療所、助産所、介護老人保健施設又は介護医療院(以下

「病院等」という。)に入院又は入所している障害者に対して、意思疎通

の支援又は病院等の職員へ適切な支援方法を伝える等の支援を行う。 

(2) 対象者 

障害支援区分４以上であって、次のア又はイのいずれかに該当する者。 

ア 次の(ｱ)及び(ｲ)のいずれにも該当していること。 

(ｱ) 二肢以上に麻痺等がある。 

(ｲ) 障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」、「移乗」、「排尿」

及び「排便」のいずれも「支援が不要」以外と認定されている。 

イ 障害支援区分認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点

数が10点以上である者。 

(3) 標準支給量について 

ア 標準支給量 

  540時間/月 

イ 移動介護加算 

48時間/月（通院等(具体的な範囲については18ページ参照)のため外
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出する場合は、別途必要な時間数を支給決定する。） 

(4) 重度訪問介護の運用について 

ア 障害児への支給決定については、15歳以上で、児童福祉法第63条の

３の規定により児童相談所長が重度訪問介護を利用することが適当で

あると認め、市町村長に通知した場合に障害者とみなし、障害者の手

続に沿って支給の要否を判断する。 

イ 重度訪問介護は身体介護及び家事援助等の援助が断続的に行われる

ことを総合的に評価しているため、同一事業所がこれに加えて身体介

護及び家事援助等の居宅介護サービス費を算定することはできない。

ただし、サービスを提供している事業所が利用者の希望する時間帯に

サービスを提供することが難しく、他の事業所が身体介護等を提供す

る場合はこの限りではない。 

ウ 区分６の利用者について、重度訪問介護事業所が新規に採用したヘ

ルパー(利用者への支援が１年未満となることが見込まれる者及び採

用からおよそ６ヶ月を経過した従業者は除く)であるために、意思疎通

や適切な体位交換などの必要なサービス提供が十分に受けられないこ

とがないよう、利用者への支援に熟練したヘルパーが同行してサービ

ス提供を受けることができる。当該支援に係る考え方は次の(ｱ)～(ｴ)

のとおり。 

(ｱ) 区分６の利用者への重度訪問介護を提供する新任従業者ごとに

120時間までとし、原則として１人の区分６の利用者につき、年間で

３人の従業者について算定できるものとする。ただし、地域の重度訪

問介護従業者の従事状況等の事情により、市が認めた場合には３人を

超えて算定できる。 

(ｲ) 熟練従業者が複数の新任従業者に同行した場合の時間に制限はな

い。 

(ｳ) 熟練従業者が同行して支援を行うことの必要性や当該期間につい

ては、利用者の状態像や新任従業者の経験等を踏まえて判断されるも

のである。 

(ｴ) 新任従業者が複数の区分６の利用者に支援を行う場合、当該利用

者に行う同行支援の合計時間が120時間を超えることは認められない。 

エ 重度障害者等包括支援の対象となる支援の度合にある者について、

重度訪問介護事業所のヘルパー（利用者の支援に１年未満となること

が見込まれる者を除く）が初めて従事し支援を行った場合において、

意思疎通や適切な体位交換などの必要なサービス提供が十分に受けら

れないことがないよう、利用者への支援に熟練したヘルパーが同行し

てサービス提供を受けることができる。当該支援に係る考え方は次の

(ｱ)～(ｴ)のとおり。 

(ｱ) 重度障害者等包括支援の対象となる支援の度合にある者への重度

訪問介護を提供する従業者ごとに120時間までとし、原則として１人
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の利用者につき、年間で３人の従業者について算定できるものとする。

ただし、地域の重度訪問介護従業者の従事状況等の事情により、市が

認めた場合には３人を超えて算定できる。 

(ｲ) 熟練従業者が複数の従業者に同行した場合の時間に制限はない。 

(ｳ) 熟練従業者が同行して支援を行うことの必要性や当該期間につい

ては、利用者の状態像や従業者の経験等を踏まえて判断されるもので

ある。 

(ｴ) 重度訪問介護事業所の従業者が複数の重度障害者等包括支援の対

象となる支援の度合にある者に支援を行う場合、当該利用者に行う同

行支援の合計時間が120時間を超えることは認められない。 

 

４ 同行援護 

(1) サービス内容 

視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等につき、外出時

において、当該障害者等に同行し、移動に必要な情報を提供するととも

に、移動の援護その他の当該障害者等が外出する際の必要な援助を行う。 

(2) 対象者 

同行援護アセスメント調査票による調査項目中、「視力障害」、「視

野障害」及び「夜盲」のいずれかが１点以上であり、かつ、「移動障害」

の点数が１点以上の者。 

(3) 標準支給量 

  48時間/月（通院等(具体的な範囲については18ページ参照)のため外出

する場合は、別途必要な時間数を支給決定する。） 

 

５ 行動援護 

(1) サービス内容 

知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者等であ

って常時介護を要する者につき、当該障害者等が行動する際に生じ得る

危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せ

つ及び食事等の介護その他の当該障害者等が行動する際の必要な援助を

行う。 

(2) 対象者 

障害支援区分３以上であって、障害支援区分の認定調査項目のうち行

動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上（障害児にあってはこれに相

当する支援の度合）である者。 

(3) 標準支給量 

       48時間/月（通院等(具体的な範囲については18ページ参照)のため外出

する場合は、別途必要な時間数を支給決定する。） 

(4) 行動援護の運用について 

行動援護については、１日に１回しか算定できない。 
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６ 移動支援 

  (1) サービス内容 

   障害者等の自立生活及び社会生活を促進するために、屋外での移動が困

難な障害者等に対し、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会

参加のための外出の際の移動を支援する。 

(2) 具体的な内容   

   外出時の移動の介助や外出先での排泄・食事等の支援、外出時やその前

後における代筆・代読等のコミュニケーション支援及び外出に伴い必要と

考えられるその前後の身の回りの世話や整理等。 

(3) 対象とならない内容 

   通勤や営業活動などの社会経済活動となる外出、通学、通所、通院、

官公署への公的手続に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念

上適当でない外出等は原則対象とはならない。 

(4) 対象者 

ア 身体障害者 

次の(ｱ)及び(ｲ)のいずれにも該当する者 

(ｱ) 常時(電動)車椅子を利用し、移動時に支援が必要と認められる者。 

(ｲ) 次の要件のうち、ａ～ｂ及びｃ～ｅを含む３つ以上に該当する者。 

 ａ 右上肢の機能の障害を有する 

  ｂ 左上肢の機能の障害を有する 

 ｃ 右下肢の機能の障害を有する 

 ｄ 左下肢の機能の障害を有する 

 ｅ 体幹機能の障害を有する 

 ｆ 肢体不自由の障害等級が１級に該当 

イ 知的障害者 

     ウ 精神障害者 

    エ 難病等対象者 

    オ 障害児(小学校１年生以上) 

   (5) 標準支給量(２人介護時は標準支給量を２倍とする) 

ア 障害者 

48時間/月 

イ 障害児 

12時間/月(長期休暇時は24時間/月) 

  (6) 移動支援の単価区分について 

   ア 身体介護を伴う 

次の(ｱ)又は(ｲ)のいずれかに該当する者。 

    (ｱ) 認定調査票の「移動や動作等に関連する項目」のうち、「食事」、「排

泄」、「入浴」、「移動」及び「移乗」において、４項目以上「全面的

な支援が必要」に該当している。 

     ※ 「排泄」については「排尿」及び「排便」、「移動」については
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「移動」及び「歩行」のいずれか支援の必要性が高い項目で判断

する。 

    (ｲ) 認定調査票の「行動障害に関連する項目」のうち、「昼夜逆転」、「不

潔行為」、「こだわり」、「多動・行動停止」、「不安定な行動」、「自ら

を傷つける行為」、「他人を傷つける行為」、「過食・反すう等」、「そ

ううつ状態」、「反復的な行動」、「対人面の不安緊張」及び「意欲が

乏しい」において、１項目以上「ほぼ毎日(週に５日以上の)支援が

必要」に該当している。 

   イ 身体介護を伴わない 

     「身体介護を伴う」に該当していない場合。 

 (7) 移動支援の運用について 

ア プールや銭湯等を利用する際の遊泳中や入浴中について、安全確保

のために支援を受ける必要がある場合は、移動支援として利用できる。 

イ 居酒屋やギャンブル(競馬又はパチンコ等)に移動支援を利用できる

が、ヘルパーの飲酒や換金行為はできない。 

ウ 利用者が利用している施設や学校等の行事については、施設や学校 

側に監督責任があるため移動支援は利用できない。 

エ 人間ドックのような健康診断のために医療機関を受診する場合は、通

院とは異なるため移動支援での利用となる。 

オ 施設入所支援又は共同生活援助利用者についても、帰省を含め余暇外

出等を目的とした移動支援を利用できる。 
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第３章 日中活動系サービス 

 １ 日中活動系サービスにおける共通事項について 

  (1) 市が日中活動系サービスの併給の必要性を認めた場合の標準支給量は、

併せて「当該月における日数から８日を控除した日数」とする。 

  (2) 事業運営上の理由から、「当該月における日数から８日を控除した日

数」を超える支援が必要となる場合については、指定権者に届け出るこ

とにより、当該事業所が特定する３ヶ月以上１年以内の期間において、

利用日数の合計が「当該月における日数から８日を控除した日数」の総

和の範囲内であれば利用することができる(就労選択支援、地域活動支援

センター(Ⅱ型、Ⅲ型)は除く。）。 

(3) 日中活動系サービスに係る報酬は１日単位で算定されることから、同

一日に複数の日中活動系サービスを利用することはできない。 

     (4) 日中活動系サービスの利用者が一般就労に移行した場合、その後は日

中活動系サービスを利用しないことが想定されているが、一般就労を行

わない日又は時間に日中活動系サービスを利用する必要がある場合は、

一般就労先の企業において、本人が日中活動系サービスを利用すること

が認められており、利用の必要性があると認められる場合は、一般就労

する日と併せて「当該月における日数から８日を控除した日数」の範囲

内で利用することができる。 

(5) 暫定支給決定の取り扱いについては、平成26年11月26日付け茨障第

3997号「訓練等給付に係る暫定支給決定の取り扱いについて」(別紙３)

に留意すること。 

(6) 就労移行支援、就労継続支援Ａ型、Ｂ型における一般就労中の一時的

な利用については令和６年３月29日付け障障発第0329第７号「就労移行

支援事業、就労継続支援事業（Ａ型、Ｂ型）における留意事項について」

（別紙４）に留意すること。 

 

２ 生活介護 

   (1) サービス内容 

障害者支援施設その他以下に掲げる便宜を適切に供与することができ

る施設において、入浴、排せつ及び食事等の介護、創作的活動または生

産活動の機会の提供その他必要な援助を要する障害者であって、常時介

護を要するものにつき、主として昼間において、入浴、排せつ及び食事

等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び

助言その他必要な日常生活上の支援、創作的活動又は生産活動の機会の

提供その他の身体機能または生活能力の向上のために必要な援助を行う。 

(2) 対象者 

地域や入所施設において安定した生活を営むため、常時介護等の支援

が必要な者として次のア～ウのいずれかに該当する者。 

ア 障害支援区分３(障害者支援施設に入所する場合は区分４)以上であ
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る者。 

イ 年齢が50歳以上の場合は、障害支援区分２(障害者支援施設に入所す

る場合は障害支援区分３)以上である者。 

ウ 障害者支援施設に入所する者であって障害支援区分４(50歳以上の

場合は障害支援区分３)より低い者のうち、指定特定相談支援事業者に

よるサービス等利用計画案の作成の手続を経た上で、市が利用の組合

せの必要性を認めた者。 

(3) 標準支給量 

当該月における日数から８日を控除した日数 

   

３ 自立訓練(機能訓練) 

(1) サービス内容 

障害者支援施設若しくは障害福祉サービス事業所へ通所又は当該障害

者の居宅を訪問して行う理学療法、作業療法その他必要なリハビリテー

ション、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を行う。 

(2) 対象者 

地域生活を営む上で、身体機能・生活能力の維持・向上等のため、一

定の支援が必要な障害者。具体的には次のような例が挙げられる。 

ア 入所施設・病院を退所・退院した者であって、地域生活への移行等を

図る上で、身体的リハビリテーションの継続や身体機能の維持・回復な

どの支援が必要な者。 

イ 特別支援学校を卒業した者であって、地域生活を営む上で、身体機能

の維持・回復などの支援が必要な者等。 

(3) 標準支給量 

当該月における日数から８日を控除した日数 

  (4) 標準利用期間 

１年６ヶ月間(頸髄損傷による四肢の麻痺その他これに類する状態に

ある場合は３年間) 

 

４ 自立訓練(生活訓練) 

(1) サービス内容 

障害者支援施設若しくは障害福祉サービス事業所へ通所又は当該障害

者の居宅を訪問し、入浴、排せつ及び食事等に関する自立した日常生活を

営むために必要な訓練、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援

を行う。 

(2) 対象者 

地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が

必要な障害者。具体的には次のような例が挙げられる。 

ア 入所施設・病院を退所・退院した者であって、地域生活への移行を

図る上で、生活能力の維持・向上などの支援が必要な者。 
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イ 特別支援学校を卒業した者、継続した通院により症状が安定してい

る者等であって、地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上などの

支援が必要な者等。 

 (3) 標準支給量 

当該月における日数から８日を控除した日数 

(4) 標準利用期間 

２年間(長期間入院していた又はこれに類する事由がある場合は３年

間) 

 

５ 就労選択支援  

(1) サービス内容 

就労を希望する障害者又は就労の継続を希望する障害者が、就労先・働

き方について適切な選択ができるよう、短期間の生産活動その他の活動の

機会の提供を通じて、就労に関する適性、知識及び能力の評価並びに就労

に関する意向及び就労するために必要な配慮その他の事項の整理を行い、

又はこれに併せて、当該評価及び当該整理の結果に基づき、適切な支援の

提供のために必要な障害福祉サービス事業を行う者等との連絡調整その

他の必要な支援を行う。 

(2) 対象者  

就労移行支援又は就労継続支援を利用する意向を有する者及び現に就労 

移行支援又は就労継続支援を利用している者 

  (3) 標準支給量 

当該月における日数から８日を控除した日数 

(4) 支給決定期間 

原則１か月とする。ただし、以下に該当する場合は最長２か月の支給 

決定を行うことができる。 

ア 自分自身に対して過小評価、過大評価を有していたり、自分自身の

特性に対する知識等の不足等、進路に関する自己理解に大きな課題が

あり、自己理解等の改善に向け、１か月以上の時間をかけた継続的な

作業体験を行う必要がある場合 

イ 作業に対する集中力や体力の持続、意欲・作業態度の持続に加え、

体調や精神面の安定等に課題があり、進路を確定するに当たり、１か

月以上の時間をかけた観察が必要な場合 

(5) 就労選択支援の取り扱いについては、令和７年11月28日付け茨障第 

3348号「就労選択支援について」（別紙５）に留意すること。 

 

６ 就労移行支援 

(1) サービス内容 

通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる者等につき、生産

活動、職場体験その他活動の機会の提供、就労に必要な知識及び能力の
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向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援、適性に応じた職場の

開拓、就職後における職場への定着のために必要な相談及びその他の必

要な支援を行う。 

(2) 対象者 

ア 就労を希望する者であって、単独で就労することが困難であるため、

就労に必要な知識及び技術の習得若しくは就労先の紹介その他の支援

が必要な者。 

イ あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を取得

することにより就労を希望する者。 

※ 65歳以上の者の利用については、65歳に達する前５年間(入院その他

やむを得ない事由により障害福祉サービスに係る支給決定を受けてい

なかった期間を除く)引き続き障害福祉サービスに係る支給決定を受

けていた者であって、65歳に達する前日において就労移行支援に係る

支給決定を受けていた者及び(2)ウの対象者に限る。 

(3) 標準支給量 

当該月における日数から８日を控除した日数 

(4) 標準利用期間（(2)ア及びイの対象者に限る。） 

２年間(あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の資格取得を目

的とする養成施設を利用する場合は３年間又は５年間) 

(5) 就労移行支援の運用について 

ア  大学在学中の者については、以下の(ｱ)～(ｳ)のいずれにも該当する

場合は就労移行支援を利用することができる。 

 (ｱ) 大学や地域における就労支援機関等（例：大阪障害者職業センタ

ー等）による就職支援の実施が見込めない場合又は困難である場合。 

(ｲ) 大学卒業年度であって、卒業に必要な単位取得が見込まれており、

就労移行支援の利用に支障がない者。 

(ｳ) 市が聞き取り等を行ったうえで、就労移行支援を利用することに

より就職につながると判断した場合。 

 

７  就労継続支援Ａ型 

(1) サービス内容 

通常の事業所に雇用されることが困難な障害者のうち、適切な支援に

より雇用契約等に基づいて就労する者等につき、生産活動その他活動の機

会の提供、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練及びその

他の必要な支援を行う。 

(2) 対象者 

企業等に就労することが困難な者であって、雇用契約に基づき継続的

に就労することが可能な65歳未満の者又は65歳以上の者(65歳に達する

前５年間(入院その他やむを得ない事由により障害福祉サービスに係る

支給決定を受けていなかった期間を除く。)引き続き障害福祉サービスに
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係る支給決定を受けていた者であって、65歳に達する前日において就労

継続支援Ａ型に係る支給決定を受けていた者及び(2)エの対象者に限

る。)等。具体的には次のような例が挙げられる。 

ア 就労移行支援事業所を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかっ

た者。 

イ 特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結び

つかなかった者。 

ウ 企業等を離職した者等就労経験のある者で、現に雇用関係がない者。 

エ 通常の事業所に雇用されている者であっても、通常の事業所に新た

に雇用された後の労働時間の延長若しくは休職からの復職の際に就労

に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とすると市

が認めたもの。（６ケ月までの範囲内で市が定める期間に限る。） 

(3) 標準支給量 

当該月における日数から８日を控除した日数 

   

８ 就労継続支援Ｂ型 

(1) サービス内容 

通常の事業所に雇用されることが困難な障害者のうち、通常の事業所

に雇用されていた障害者等であって、年齢、心身の状態その他事情によ

り引き続き当該事業所に雇用されることが困難となった者又は就労移行

支援によっても通常の事業所に雇用されるに至らなかった者等につき、

生産活動その他活動の機会の提供、就労に必要な知識及び能力の向上の

ために必要な訓練その他の必要な支援を行う。 

(2) 対象者 

就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない者

又は一定年齢に達している者などであって、福祉的就労の機会等を通じ、

生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される者等。具体的

には次のような例が挙げられる。  

ア 就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用され

ることが困難となった者。 

イ 50歳に達している者又は障害基礎年金１級受給者。 

ウ ア又はイに該当しない者であって、就労選択支援事業者によるアセ

スメントにより、就労面に係る課題等の把握が行われている本事業の

利用希望者(就労選択支援事業所がない地域においては、就労移行支援

事業者等によるアセスメントにより、就労面に係る課題等の把握が行

われている本事業の利用希望者) 

エ 特別支援学校卒業予定者については、事前に就労選択支援事業者に

よるアセスメントを受け、就労継続支援Ｂ型の利用が適当であるとの

評価を得た者。 

オ 障害者支援施設に入所する者については、指定特定相談支援事業者
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によるサービス等利用計画の作成の手続きを経た上で、市が利用の組

み合わせの必要性を認めた者。 

カ 通常の事業所に雇用されている者であっても、通常の事業所に新た

に雇用された後の労働時間の延長若しくは休職からの復職の際に就労

に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とすると市

が認めたもの。（６ケ月までの範囲内で市が定める期間に限る。） 

(3) 標準支給量 

当該月における日数から８日を控除した日数 

 

９ 地域活動支援センター(Ⅱ型、Ⅲ型) 

 (1) サービス内容 

ア 地域活動支援センターⅡ型 

機能訓練、社会適応訓練、文化的活動及び入浴サービス。 

イ 地域活動支援センターⅢ型 

創作的活動または生産活動の機会の提供及び社会との交流の促進等

の便宜供与。 

(2) 対象者 

ア 身体障害者 

イ 知的障害者 

ウ 精神障害者 

エ 難病等対象者 

(3) 標準支給量 

当該月における日数から８日を控除した日数 

(4) 地域活動支援センター(Ⅱ型、Ⅲ型)の運用について  

ア Ⅱ型の利用日数については、４時間以下で0.5日、４時間超６時間以

下で0.75日、６時間超で１日とする。 

イ  Ⅲ型の支給決定時において、認定調査項目の(ｱ)食事、(ｲ)排泄、(ｳ)

入浴、(ｴ)移動及び(ｵ)行動障害に関連する項目から、以下のとおり単

価区分を判断する。 

ａ 区分３ 

(ｱ)～(ｴ)の項目のうち「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援

が必要」が１項目以上 。 

ｂ 区分２ 

(ｱ)～(ｴ)の項目のうち「全面的な支援が必要」若しくは「部分的

な支援が必要」が３項目以上又は(ｵ)の項目のうち「週に１回以上支

援が必要」が１項目以上。 

ｃ 区分１ 

(ｱ)～(ｴ)の項目のうち「全面的な支援が必要」が３項目以上又は

(ｵ)の項目のうち「ほぼ毎日(週に５日以上の)支援が必要」が１項目

以上。 
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※ 「排泄」については「排尿」及び「排便」のいずれか支援の必要

性が高い項目で判断する。 

※ 「行動障害に関連する項目」とは、「昼夜逆転」、「不潔行為」、

「こだわり」、「多動・行動停止」、「不安定な行動」、「自らを

傷つける行為」、「他人を傷つける行為」、「過食・反すう等」、

「そううつ状態」、「反復的な行動」、「対人面の不安緊張」及び

「意欲が乏しい」のことをいう。 
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第４章 居住系サービス 

１ 療養介護 

(1) サービス内容 

病院において機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下におけ

る介護、日常生活上の世話その他必要な医療を要する障害者であって常

時介護を要する者につき、主として昼間において、病院において行われ

る機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日

常生活上の世話を行う。また、療養介護のうち医療に係るものを療養介

護医療として提供する。 

(2) 対象者 

病院等への長期の入院による医療的ケアに加え、常時の介護を必要と

する障害者として次のア～オのいずれかに該当する者。 

ア  筋萎縮性側索硬化症(ALS)患者等気管切開を伴う人工呼吸器による呼

吸管理を行っている者であって、障害支援区分６の者。 

イ  筋ジストロフィー患者又は重症心身障害者であって、障害支援区分

５以上の者。 

ウ 障害支援区分５以上に該当し、新判定スコア16点以上の者。 

エ 障害支援区分５以上に該当し、強度行動障害(行動援護点数10点以

上)があり新判定スコア８点以上の者。 

オ 障害支援区分５以上に該当し、遷延性意識障害があり新判定スコア

８点以上の者。 

  ※新判定スコア 

医療的ケア判定スコア 
基本 

スコア 

見守りスコア 

高 中 低 

① 人工呼吸器（NPPV、ﾈｲｻﾞﾙﾊｲﾌﾛｰ、ﾊﾟｰｶｯｼｮ

ﾝﾍﾞﾝﾁﾚｰﾀｰ、排痰補助装置、高頻度胸壁振

動装置を含む） 

10 2 1 0 

② 気管切開 8 2 0 

③ 鼻咽頭エアウェイ 5 1 0 

④ 酸素療法 8 1 0 

⑤ 吸引 口鼻腔・気管内吸引 8 1 0 

⑥ 利用時間中のネブライザー使用・薬液吸

入 
3 0 

⑦ 経管栄養 経鼻腸管、経胃瘻腸管、

腸瘻、食道瘻 
8 2 0 

経鼻胃官、胃瘻 8 2 0 

持続経管注入ポンプ使用 3 1 0 

⑧ 中心静脈カテ

ーテル 

中心静脈栄養、肺高血圧

症治療薬、麻薬など 
8 2 0 
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⑨ その他の注射

管理 

皮下注射（ｲﾝｽﾘﾝ、麻薬な

ど） 
5 1 0 

持続皮下注射ポンプ使用 3 1 0 

⑩ 血糖管理 利用時間中の観血的血糖

測定器 
3 0 

埋め込み式血糖測定器に

よる血糖測定 
3 1 0 

⑪ 継続する透析（血液透析、腹膜透析を含

む） 
8 2 

0 

 

⑫ 排尿管理 利用時間中の間欠的導尿 5 0 

持続的導尿（尿道留置カ

テーテル、膀胱瘻、腎瘻、

尿路ストーマ） 

3 1 0 

⑬ 排便管理 消化管ストーマ 5 1 0 

利用時間中の摘便、洗腸 5 0 

利用時間中の浣腸 3 0 

⑭ 痙攣時の管理 坐剤挿入、吸引、酸素投

与、迷走神経刺激装置の

作動など 

3 2 0 

(3) 標準支給量 

当該月における日数 

 

２ 施設入所支援 

  (1) サービス内容 

施設に入所する障害者につき、主として夜間において、入浴、排せつ

及び食事等の介護、生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生

活上の支援を行う。 

(2) 対象者 

ア 生活介護を受けている者であって、障害支援区分４(50歳以上の者に

あっては障害支援区分３)以上である者。 

イ 自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)又は就労移行支援(以下こ

のイにおいて「訓練等」という。)を受けている者であって、入所しな

がら訓練等を実施することが必要かつ効果的であると認められる者又

は地域における障害福祉サービスの提供体制の状況その他やむを得な

い事情により、通所によって訓練等を受けることが困難な者。 

ウ 生活介護を受けている者であって、障害支援区分４(50歳以上の場合

は障害支援区分３)より低い者のうち、指定特定相談支援事業者による

サービス等利用計画案の作成の手続を経た上で、市が利用の組合せの

必要性を認めた者。 
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エ 就労継続支援Ｂ型を利用している者のうち、指定特定相談支援事業

者によるサービス等利用計画案の作成の手続を経た上で、市が利用の

組合せの必要性を認めた者。 

(3) 標準支給量 

当該月における日数 

 

３ 宿泊型自立訓練 

(1) サービス内容 

居室その他の設備を利用し、家事等の日常生活能力を向上させるため

の支援、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を行う。 

(2) 対象者 

地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が

必要な障害者のうち、日中一般就労や障害福祉サービスを利用している

者等であって、地域移行に向けて一定期間、居住の場を提供して帰宅後

における生活能力等の維持・向上のための訓練その他の支援が必要な者。 

(3) 標準支給量 

当該月における日数 

(4) 標準利用期間 

２年間（長期間入院していた又はこれに類する事由がある場合は３年

間） 

 

４ 共同生活援助 

 (1) サービス内容 

障害者につき、主として夜間において、共同生活を営むべき住居にお

いて相談、入浴、排せつ若しくは食事の介護その他の日常生活上の援助を

行い、又はこれに併せて、居宅における自立した日常生活への移行を希望

する入居者につき、当該日常生活への移行及び移行後の定着に関する相談

その他の援助を行う。 

 (2) 対象者 

障害者(身体障害者にあっては、65歳未満の者または65歳に達する日の

前日までに障害福祉サービス若しくはこれに準ずるものを利用したこと

がある者に限る。) 

(3) 標準支給量 

当該月における日数(体験利用の場合は当該月における日数を１回あ

たりの上限とし、年50日以内とする。) 

(4) 共同生活援助の運用について 

ア 共同生活援助の利用に際しては、必ずしも障害支援区分の認定手続

きを受ける必要はないが、次の(ｱ)及び(ｲ)の場合においては、障害支

援区分の認定手続きを要するものとする。なお、認定結果のみによっ

てサービス利用の可否が判断されるものではない。 
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(ｱ) 指定共同生活援助事業所を利用する場合において、入浴、排泄又

は食事等の支援を受ける必要があると市が判断した場合。 

(ｲ) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所を利用する場合。 

イ 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所を利用する場合におい

て、受託居宅介護サービスを利用する場合の取扱いについては、次の

(ｱ)及び(ｲ)のとおりである。  

(ｱ) 対象者 

      障害支援区分２以上に該当する者。 

(ｲ) 標準支給量  

【区分２】 150分/月  

【区分３】 600分/月  

【区分４】 900分/月  

【区分５】 1,300分/月  

【区分６】 1,900分/月  

    ※なお、共同生活援助における退居後（外部サービス利用型）共同生

活援助サービス費は、退居後の支援として、本人への相談支援や新し

い住居における在宅の支援チームへの引継ぎ等を行うことを目的とし

て共同生活住居を退居した日の属する月から原則として３月の間に限

り算定を可能としている。ただし、利用期間の満了時に引継ぎを行う

べき障害福祉サービス事業者等と引き続き調整が必要な場合等は、審

査会の意見を聞いたうえで、３月を超えて引き続き支援が必要と市が

判断した場合に限り、支給決定の更新（１回）が可能である。 

ウ サテライト型住居については、地域において単身等で生活したいと

いう明確な目的意識を持った障害者の利用期間の長期化を回避する観

点から、原則として３年の間に一般住宅等へ移行できるよう計画的な

支援を行うものとしている。そのため、利用開始から３年を超えての

利用を希望する場合は、審査会に意見を聴いたうえで、引き続き利用

することにより単身生活への移行が見込まれると市が判断した場合は、

継続して利用することができる。 
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第５章 その他サービス 

１ 短期入所 

(1) サービス内容 

居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、障害者支

援施設、児童福祉施設その他の以下に掲げる便宜を適切に行うことがで

きる施設への短期間の入所を必要とする障害者等につき、当該施設に短

期間入所し、入浴、排せつ及び食事の介護その他の必要な支援を行う。 

(2) 対象者 

  ア 福祉型短期入所 

(ｱ) 障害支援区分が１以上に該当する障害者。 

(ｲ) 障害児に必要とされる支援の度合いに応じて定められる単価区分

における区分１以上に該当する障害児。 

イ 医療型短期入所 

(療養介護) 

(ｱ) 障害支援区分６に該当し、気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸

管理を行っている者。 

(ｲ) 障害支援区分５以上に該当し、進行性筋萎縮症に罹患している者。 

(ｳ) 障害支援区分５以上に該当する重症心身障害者。 

(ｴ) 障害支援区分５以上に該当し、新判定スコア16点以上の者。 

(ｵ) 障害支援区分５以上に該当し、強度行動障害(行動援護点数10点以

上)があり新判定スコア８点以上の者。 

(ｶ) 障害支援区分５以上に該当し、遷延性意識障害があり新判定スコ

ア８点以上の者。 

(ｷ) (ｱ)から(ｶ)に掲げる者に準じる状態と市町村が認めた療養介護の

対象者 

（重症心身障害児） 

(ｸ) 重症心身障害児。 

(ｹ) 障害児に必要とされる支援の度合いに応じて定められる単価区分

における区分１以上に該当し、新判定スコア16点以上の障害児。 

（その他） 

(ｺ) 障害支援区分１以上に該当する遷延性意識障害者等。 

(ｻ) 障害支援区分１から４に該当する重症心身障害者。 

(ｼ) 障害支援区分１以上に該当する難病等対象者であって常時医学的

管理を必要とする者。 

(ｽ) 医師により筋萎縮性側索硬化症等の運動ニューロン疾患の分類に

属すると診断された者。 

   ※ 新判定スコアについては30ページ参照 

(3) 標準支給量 

７日/月(日帰りショートステイの支給量と合わせて７日/月まで) 

(4) 短期入所の運用について 
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ア  障害児に支給決定する場合は、認定調査項目の(ｱ)食事、(ｲ)排泄、

(ｳ)入浴、(ｴ)移動及び(ｵ)行動障害に関連する項目から、以下のとおり

単価区分を判断する。 

ａ 区分１ 

(ｱ)～(ｴ)の項目のうち「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援

が必要」が１項目以上 。 

ｂ 区分２ 

(ｱ)～(ｴ)の項目のうち「全面的な支援が必要」若しくは「部分的な

支援が必要」が３項目以上又は(ｵ)の項目のうち「週に１回以上支援

が必要」が１項目以上。 

ｃ 区分３ 

(ｱ)～(ｴ)の項目のうち「全面的な支援が必要」が３項目以上又は(ｵ)

の項目のうち「ほぼ毎日(週に５日以上の)支援が必要」が１項目以上。 

※ 「排泄」については「排尿」及び「排便」のいずれか支援の必要

性が高い項目で判断する。 

※ 「行動障害に関連する項目」とは、「昼夜逆転」、「不潔行為」、「こ

だわり」、「多動・行動停止」、「不安定な行動」、「自らを傷つける行

為」、「他人を傷つける行為」、「過食・反すう等」、「そううつ状態」、

「反復的な行動」、「対人面の不安緊張」及び「意欲が乏しい」のこ

とをいう。 

イ  施設入所者または共同生活援助を行う住居に入所(入居)する者は、

入所(入居)中は原則として短期入所を利用することはできない。ただ

し、入所(入居)者が一時帰宅中において、短期入所が必要な事情が生

じた場合には、通常、入所施設または共同生活援助を行う住居に戻っ

て必要な支援を受けることが想定されるが、帰宅先における介護者の

一時的な事情により必要な介護を受けることが困難で、かつ、帰宅先

と入所施設または共同生活援助を行う住居とが遠隔地であるため、直

ちに入所施設または共同生活援助を行う住居に戻ることも困難である

場合等、支援の必要性が認められる場合は短期入所を利用することが

できる。 

 

２ 日帰りショートステイ 

  (1) サービス内容 

障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族の

一時的な休息を目的として、障害者等の日中における活動の場所を提供

し、見守り及び日常生活における必要な支援を行う。 

(2) 対象者 

ア 身体障害者 

イ 知的障害者 

ウ 精神障害者 
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エ 難病等対象者 

オ 障害児 

(3) 標準支給量 

７日/月(短期入所の支給量と合わせて７日/月まで) 

(4) 日帰りショートステイの運用について 

利用日数については、４時間以下で0.25日、４時間超８時間以下で0.5

日、８時間超で0.75日とする。 

 

３ 重度障害者等包括支援 

(1) サービス内容 

常時介護を要する障害者等であって、意思疎通を図ることに著しい支

障がある者のうち、四肢の麻痺及び寝たきりの状態にあるもの並びに知

的障害または精神障害により行動上著しい困難を有する者につき、居宅

介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所、自立

訓練、就労移行支援、就労継続支援及び共同生活援助を包括的に提供す

る。 

(2) 対象者 

障害支援区分６(障害児にあっては障害支援区分６に相当する支援の

度合)に該当する者のうち、意思疎通に著しい困難を有する者であって、

次のア～ウのいずれかに該当する者。 

ア Ⅰ類型 

(ｱ) 区分６の重度訪問介護の対象者。 

(ｲ) 医師意見書の「２．身体の状態に関する意見」中の「(3)麻痺」に

おける「左上肢」、「右上肢」、「左下肢」及び「右下肢」におい

て、いずれも「ある」と認定(「軽」、「中」又は「重」のいずれか

にチェックされていること。)。なお、医師意見書の「２．身体の状

態に関する意見」中の「(2)四肢欠損」、「(4)筋力の低下」及び「(5)

関節の拘縮」は「麻痺」に準ずる取扱いとする。 

(ｳ) 認定調査項目「寝返り」、「起き上がり」または「座位保持」に

おいて「全面的な支援が必要」と認定。 

(ｴ) 認定調査項目「レスピレーター」において「ある」と認定。 

(ｵ) 認定調査項目「コミュニケーション」において「日常生活に支障

がない」以外に認定。 

イ Ⅱ類型 

(ｱ) 療育手帳Ａの所持者。 

(ｲ) 区分６の重度訪問介護の対象者。 

(ｳ) 医師意見書の「２．身体の状態に関する意見」中の「(3)麻痺」に

おける「左上肢」、「右上肢」、「左下肢」及び「右下肢」におい

て、いずれも「ある」と認定(「軽」、「中」又は重のいずれかにチ

ェックされていること。)。なお、医師意見書の「２．身体の状態に
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関する意見」中の「(2)四肢欠損」、「(4)筋力の低下」及び「(5)関

節の拘縮」は「麻痺」に準ずる取扱いとする。 

(ｴ) 認定調査項目「寝返り」、「起き上がり」または「座位保持」に

おいて「全面的な支援が必要」と認定。 

(ｵ) 認定調査項目「コミュニケーション」において「日常生活に支障

がない」以外に認定。 

ウ Ⅲ類型 

(ｱ) 障害支援区分６の行動援護対象者。 

(ｲ) 認定調査項目「コミュニケーション」において「日常生活に支障

がない」以外に認定。 

(ｳ) 認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以

上(障害児にあってはこれに相当する支援の度合)である者。 

 (3) 重度障害者等包括支援の運用について 

重度障害者等包括支援は障害福祉サービスを包括的に提供するもの

であるため、他の障害福祉サービスとの併給はできない。 

 

４ 就労定着支援 

(1) サービス内容 

生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、

就労継続支援(Ａ型)及び就労継続支援(Ｂ型)(以下「就労移行支援等」と

いう。)を利用して、通常の事業所に新たに雇用された障害者の就労の継

続を図るため、企業、障害福祉サービス事業者、医療機関等との連絡調

整を行うとともに、雇用に伴い生じる日常生活又は社会生活を営む上で

の各般の問題に関する相談、指導及び助言等の必要な支援を行う。 

(2) 対象者 

就労移行支援等を利用した後、通常の事業所に新たに雇用された障害

者であって、就労を継続している期間が６ヶ月以上42ヶ月未満の障害者

(病気や障害により通常の事業所を休職し、就労移行支援等を利用した後

に復職した障害者であって、就労を継続している期間が６ヶ月を経過し

た障害者も含む。ただし、労働時間の延長又は休職からの復職の際に就

労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とするもの

として就労移行支援等を受けた障害者については、当該就労移行支援等

を受けた後、就労を継続している期間が６ケ月に達したものが対象とな

る。)。 

(3) 就労定着支援の運用について 

ア 就労定着支援を支給決定するにあたっては、就労を継続している期 

間が６ヶ月以上であること等を確認する必要があるため、雇用契約書

の写しまたは健康保険証の写し等をもって、雇用開始日を確認するこ

ととする。 

イ  就労定着支援は自立生活援助の支援内容を包含するため、自立生活
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援助との併給はできない。 

ウ 就労定着支援を利用する障害者は、一般企業に６ヶ月以上就労が継

続している障害者であり、新たに生活に関する訓練を行うことは想定

されないため、自立訓練(生活訓練)との併給はできない。 

エ 利用期間については、42ヶ月から就労を継続している期間を除いた

期間とし、その期間を超えて更新することはできない。 

オ 就労移行支援等を利用後に就職し、離職後１ヶ月以内に他の通常の

事業所に雇用された者については、１回に限り就労が継続しているも

のとする。 

 

５ 自立生活援助 

(1) サービス内容 

居宅における自立した日常生活を営む上での各般の問題につき、定期

的な巡回または随時通報を受けて行う訪問、相談対応等により、障害者

の状況を把握し、必要な情報の提供及び助言並びに相談、関係機関との

連絡調整等の自立した日常生活を営むための環境整備に必要な援助を行

う。 

(2) 対象者 

居宅において単身であるため又はその家族と同居している場合であっ

ても、家族の障害・疾病や当該障害者の生活環境の大きな変化その他の

事情により居宅における自立した日常生活を営む上での各般の問題に対

する支援が見込めない状況にある障害者。具体的には次のような例が挙

げられる。 

ア 障害者支援施設、のぞみの園、指定宿泊型自立訓練を行う自立訓練

(生活訓練)事業所、児童福祉施設又は療養介護を行う病院に入所して

いた障害者。 

※ 児童福祉施設に入所していた18歳以上の者、障害者支援施設等に

入所していた15歳以上の障害者みなしの者も対象。 

イ 共同生活援助を行う住居又は福祉ホームに入居していた障害者。 

ウ 精神科病院に入院していた精神障害者。 

エ 救護施設又は更生施設に入所していた障害者。 

オ 刑事施設(刑務所、少年刑務所及び拘置所)、少年院に収容されてい

た障害者。 

カ 更生保護施設に入所していた障害者又は自立更生促進センター、就

業支援センター若しくは自立準備ホームに宿泊していた障害者。 

キ 現に地域において一人暮らしをしている障害者又は同居する家族が

障害、疾病等により当該家族による支援が見込めないため実質的に一

人暮らしと同等の状況にある障害者であって、当該障害者を取り巻く

人間関係、生活環境または心身の状態等の変化により、自立した地域

生活を継続することが困難と認められる者。 



 
 

- 41 - 

 

ク 同居する家族に障害、疾病のない場合であっても、地域移行支援を

利用して退院・退所した者、精神科病院の入退院を繰り返している者、

強度行動障害や高次脳機能障害等の状態にある者等、地域生活を営む

ための支援を必要としている者。 

  (3) 標準支給量 

    当該月における日数 

(4) 標準利用期間 

１年間 

  (5) 自立生活援助の運用について 

自立生活援助は、障害者が自立した地域生活を営む上での各般の問題

に対し、居宅への訪問や随時の相談対応等により当該障害者の状況を把

握し、必要な情報提供や助言、連絡調整等の支援を行うものであり、地

域定着支援の支援内容を包含するため、地域定着支援との併給はできな

い。 

 

６ 訪問入浴サービス 

  (1) サービス内容 

利用者宅を訪問し、浴槽を提供して入浴の介護を行うこと。 

  (2) 対象者 

身体障害者又は難病等対象者であって、自宅にて自力又は家族等の介

護による入浴又は他の社会資源を利用しての入浴が困難な者。 

  (3) 標準支給量 

２回/週 

 

７ 入院時コミュニケーション支援 

 (1) サービス内容 

意思疎通に支援が必要な障害者等の障害や生活状況について理解して

いるヘルパー等を医療機関に派遣し、医療機関と本人のコミュニケーシ

ョンの支援又は医療機関の職員に適切な支援方法を伝える。 

(2) 具体的な内容 

次のア～クのような場合に行う意思疎通支援。 

ア 入院時に行う説明又は聞き取り。 

イ 病院スタッフによる治療計画及び入院計画の説明。 

ウ 診察、処置、検査及び療養の説明及び実施。 

エ 手術の前後の説明及び処置。 

オ リハビリテーションの説明及び実施。 

カ 退院後の治療及び療養の説明。 

キ 医療費制度及び福祉保健制度の説明及び相談。 

ク 医療機関の職員に体位変換の方法等適切な支援方法を伝える。 

(3) 対象者 
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次のア～オのいずれにも該当する者。 

ア 身体障害者、知的障害者、精神障害者又は難病等対象者。 

イ 意思疎通を円滑に図ることが難しい者。 

ウ 施設入所支援又は療養介護を利用していない者。 

エ 障害福祉サービス又は地域生活支援事業等を利用している者。 

オ 入院先の医療機関の了解を得られる者。 

(4) 標準支給量 

20時間/月(１回の入院につき、入院日から30日を経過するまで。） 

(5) 入院時コミュニケーション支援の運用について 

ア 診療報酬の対象となるサポート(体位変換又は排泄介助等)又は買い

物の代行等は算定に含まれない。 

イ コミュニケーションに支援が必要な者で入院する可能性がある場合

は、事前に申請していただくこととなるが、緊急入院時は同時申請も

可能である。 

 

８ 地域移行支援 

(1) サービス内容 

障害者支援施設等に入所している障害者又は精神科病院に入院してい

る精神障害者その他地域における生活に移行するために重点的な支援を

必要とする者につき、住居の確保その他の地域における生活に移行する

ための活動に関する相談その他の必要な支援を行う。 

(2) 対象者 

次のア～オの者のうち、地域生活への移行のための支援が必要と認め

られる者。  

ア 障害者支援施設、のぞみの園、児童福祉施設又は療養介護を行う病

院に入所している障害者。 

※ 児童福祉施設に入所する18歳以上の者又は障害者支援施設等に入

所する15歳以上の障害者みなしの者も対象。  

イ 精神科病院に入院している精神障害者。 

※ 精神科病院に入院している精神障害者の場合については、長期に

入院していることから地域移行に向けた支援の必要性が相対的に高

いと見込まれる、直近の入院期間が１年以上の者を中心に対象とす

ることとするが、直近の入院期間が１年未満である者であっても、

措置入院者や医療保護入院者で住居の確保などの支援を必要とする

者や、地域移行支援を行わなければ入院の長期化が見込まれる者に

ついても対象とする。 

※ 医療観察法の対象となる者に係る支援に当たっては、保護観察所

と連携すること。 

ウ 救護施設又は更生施設に入所している障害者。 

エ 刑事施設(刑務所、少年刑務所及び拘置所)又は少年院に収容されて
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いる障害者。 

※ 保護観察所又は地域生活定着支援センターが行う支援との重複を

避け、役割分担を明確にする観点等から、特別調整の対象となった

障害者のうち、矯正施設から退所するまでの間に障害福祉サービス

の体験利用や体験宿泊など矯正施設在所中に当該施設外で行う支援

の提供が可能であると見込まれるなど、指定一般相談支援事業者に

よる効果的な支援が期待される障害者を対象とする。  

オ 更生保護施設に入所している障害者又は自立更生促進センター、就

業支援センター若しくは自立準備ホームに宿泊している障害者。 

(3) 地域移行支援の運用について 

地域移行支援は長期にわたり漫然と支援を継続するのではなく、一定

の期間の中で目標を立てた上で効果的に支援を行うことが望ましいサー

ビスであるため、支給決定期間を６ヶ月間までとしている。ただし、こ

の期間では十分な成果が得られず、引き続き地域移行支援を提供するこ

とによる地域生活への移行が具体的に見込まれる場合には、６ヶ月間の

範囲内で決定期間の更新が可能である。なお、更なる更新については、

障害福祉サービス等支給決定案検討会議にてその妥当性について協議し、

必要に応じて審査会の意見を聴いたうえで支給の要否を判断する。 

 

９ 地域定着支援 

(1) サービス内容 

居宅において単身等で生活する障害者又はその家族と同居している場

合であっても家族等の障害・疾病等や当該障害者の生活環境の大きな変

化その他の事情により、居宅における自立した日常生活を営む上での各

般の問題に対する支援が見込めない状況にある障害者につき、常時の連

絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に相談その

他の必要な支援を行う。 

(2) 対象者 

ア 居宅において単身であるため緊急時の支援が見込めない状況にある

者。 

イ 居宅において家族と同居している障害者であっても、当該家族等が

障害、疾病等若しくは当該障害者の生活環境の大きな変化その他の事

情により、緊急時の支援が見込めない状況にある者。なお、障害者支

援施設等や精神科病院から退所・退院した者の他、家族との同居から

一人暮らしに移行した者や地域生活が不安定な者等も含む。  

ウ 居宅において家族と同居している障害者で、同居する家族に障害、

疾病のない場合であっても、地域移行支援を利用して退院・退所した

者、精神科病院の入退院を繰り返している者、強度行動障害や高次脳

機能障害等の状態にある者等、地域生活を営むため緊急時に手厚い支

援を必要としている者 
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※ 上記ア又はイの者のうち医療観察法の対象となる者に係る支援に当

たっては、保護観察所と連携すること。 

(3) 地域定着支援の運用について 

地域定着支援は、決定期間を1年間までとしており、対象者や同居する

家族等の心身の状況や生活状況、緊急時支援の実績等を踏まえ、引き続

き地域生活を継続していくための緊急時の支援体制が必要と見込まれる

場合には、１年間の範囲内で給付決定期間の更新が可能である。なお、

更なる更新については、障害福祉サービス等支給決定案検討会議にてそ

の妥当性について協議し、必要に応じて審査会の意見を聴いたうえで支

給の要否を判断する。 

 

10 計画相談支援 

(1) サービス内容 

ア サービス利用支援 

次の(ｱ)及び(ｲ)の支援をいずれも行う。 

(ｱ) 障害福祉サービスの申請若しくは変更の申請に係る障害者若しく

は障害児の保護者又は地域相談支援の申請に係る障害者の心身の状

況、その置かれている環境、サービスの利用に関する意向その他の

事情を勘案し、利用する障害福祉サービス又は地域相談支援の種類

及び内容その他の厚生労働省令で定める事項を記載したサービス等

利用計画案を作成する。 

(ｲ) 支給決定若しくは支給決定の変更の決定又は地域相談支援給付決

定後に、指定障害福祉サービス事業者、指定一般相談支援事業者等

との連絡調整等の便宜を供与するとともに、支給決定又は地域相談

支援給付決定に係るサービスの種類及び内容、担当者その他の厚生

労働省令で定める事項を記載したサービス等利用計画を作成する。 

イ 継続サービス利用支援 

     支給決定障害者等又は地域相談支援給付決定障害者が、支給決定ま

たは地域相談支援給付決定の有効期間内において、当該者に係るサー

ビス等利用計画が適切であるかどうかにつき、モニタリング期間ごと

に、障害福祉サービス又は地域相談支援の利用状況を検証し、その結

果及び心身の状況、その置かれている環境、サービスの利用に関する

意向その他の事情を勘案し、サービス等利用計画の見直しを行い、そ

の結果に基づき、次の(ｱ)又は(ｲ)のいずれかを行う。 

(ｱ) サービス等利用計画を変更するとともに、関係者との連絡調整等

を行う。 

(ｲ) 新たな支給決定若しくは支給決定の変更の決定又は地域相談支援

給付決定が必要と認められる場合において、当該支給決定障害者等

または地域相談支援給付決定障害者に対し、当該申請の勧奨を行う。 

(2) 対象者 
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障害福祉サービスの申請若しくは変更の申請に係る障害者若しくは障

害児の保護者又は地域相談支援の申請に係る障害者。 

(3) 計画相談支援の運用について 

ア モニタリング期間については相談支援事業者の意見を踏まえて、次

の(ｱ)及び(ｲ)を勘案して個別の対象者ごとに定めることとする。 

(ｱ) 勘案事項  

ａ 障害者等の心身の状況 

ｂ 障害者等の置かれている環境 

ｃ 総合的な援助の方針(援助の全体目標) 

ｄ 生活全般の解決すべき課題  

ｅ 提供されるサービスの目標及び達成時期 

ｆ 提供されるサービスの種類、内容及び量 

ｇ サービスを提供する上での留意事項 

(ｲ) 期間                

ａ 支給決定又は支給決定の変更によりサービスの種類、内容又は

量に著しく変動があった者。 

→ １月(毎月)ごと(ただし、当該支給決定又は支給決定の変   

更に係る障害福祉サービスの利用開始日から起算して３月間に

限る。） 

ｂ 療養介護、重度障害者等包括支援及び施設入所支援を除く障害 

福祉サービスを利用する者または地域定着支援を利用する者(いず

れもａに掲げる者を除く)のうち次に掲げる者。  

(a) 障害者支援施設からの退所等に伴い、一定期間集中的に支  

援を行うことが必要である者。 

(b) 単身の世帯に属するため又はその同居している家族等の障害、

疾病等のため、自ら指定障害福祉サービス事業者等との連絡調整

を行うことが困難である者。 

(c) 重度障害者等包括支援に係る支給決定を受けることができ 

る者。 

→ １月(毎月)ごと 

ｃ 療養介護、重度障害者等包括支援及び施設入所支援を除く障害 

福祉サービスを利用する者(ａ及びｂに掲げる者を除く)のうち次

に掲げる者。 

(a) 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、短期入所、就

労移行支援、自立訓練、就労定着支援、自立生活援助又は共同生

活援助(日中サービス支援型)を利用する者。 

(b) 65歳以上の者で介護保険におけるケアマネジメントを受け 

ていない者((a)に掲げる者を除く。)。 

→ ３月ごと 

ｄ 療養介護、重度障害者等包括支援若しくは施設入所支援を利用
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する者(ａに掲げる者及び地域移行支援を利用する者を除く)、療

養介護、重度障害者等包括支援及び施設入所支援を除く障害福祉

サービスを利用する者若しくは地域定着支援(いずれもａからｃ

に掲げる者を除く)又は地域移行支援を利用する者（ａに掲げる者

を除く。）  

→ ６月ごと 

※ 特定の月にサービス等利用計画の進捗確認や見直しを行う等、

その間隔が２月であったり３月の場合が想定される場合には「２、

３月ごと」を設定する。 

※ 当該期間はあくまで利用するサービス等に応じて設定した標準

期間であるため、一律に標準期間に沿って設定するのではなく、ア

セスメントにより勘案事項を把握したうえで、個々の状況に応じて

必要な期間で設定すること。 
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 附 則 

この基準は、平成31年４月１日から施行する。 

 附 則 

この基準は、令和２年４月１日から施行する。 

 附 則 

この基準は、令和３年４月１日から施行する。 

  附 則 

この基準は、令和４年10月１日から施行する。 

 附 則 

この基準は、令和６年４月１日から施行する。 

附 則 

この基準は、令和８年１月１日から施行する。 

附 則 

この基準は、令和８年４月１日から施行する。 
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都道府県知事   

各 指定都市市長 殿    

中核市市長  

  



 

 

 

 

 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長  

 

介護給付費等の支給決定等について  

  

標記については、障害者自立支援法（平成 17 年法律第 123 号。平成 25 年４月から障

害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律。以下「法」という。）及びこれ

に基づく関係法令等によって規定しているところであるが、この実施に伴う取扱いを下記の

とおり定め、平成 18 年 10 月１日より適用することとしたので、御了知の上、貴管内市町

村、関係機関等に周知徹底を図るとともに、その運用に遺憾のないようにされたい。  

また、平成 15 年３月 28 日付け障発第 0328020 号当職通知「支援費支給決定につい

て」、平成 15 年 6 月 6 日付け障発第 0606001 号当職通知「児童デイサービスに係る居

宅生活支援費の支給等の対象となる児童について」及び平成 15 年 6 月 6 日付け障発第 

0606002 号当職通知「児童福祉法第 21 条の 25 第 1 項に規定するやむを得ない事由によ

る措置により児童デイサービスを提供する場合の留意事項について」は平成 18 年９月 30 

日限り廃止する。  

なお、本通知は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 245 条の４第１ 

項の規定に基づく技術的な助言であることを申し添える。  

  

記  

  

第一 支給決定及び地域相談支援給付決定の基本的取扱い  

障害福祉サービスの利用について介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費若しくは

特例訓練等給付費（以下「介護給付費等」という。）の支給を受けようとする障害者又は障

害児の保護者（以下「障害者等」という。）又は地域相談支援給付費若しくは特例地域相談

支援給付費（以下「地域相談支援給付費等」という。）の支給を受けようとする障害者は、

障害福祉サービス又は地域相談支援の種類ごとに市町村に対して支給申請を行う。市町村

は、障害福祉サービスの支給決定（以下「支給決定」という。）又は地域相談支援の給付決

定（以下「地域相談支援給付決定」という。）を行うに当たって、指定特定相談支援事業者

が作成するサービス等利用計画案の提出を求める。  

市町村は、申請を行った障害者等の障害支援区分又は障害の種類及び程度、当該障害者

等の介護を行う者の状況、置かれている環境、当該障害者等の介護給付費等の受給の状況

その他の厚生労働省令で定める事項及びサービス等利用計画案を勘案して、支給の要否を



 

 

 

 

決定し、支給決定又は地域相談支援給付決定を行う場合には、支給決定又は地域相談支援

給付決定の有効期間及び障害福祉サービス又は地域相談支援の種類ごとに月を単位として

厚生労働省令で定める期間において介護給付費等を支給する障害福祉サービスの量（以下

「支給量」という。）又は地域相談支援給付費等を支給する地域相談支援の量（以下「地域

相談支援給付量」という。）を定めることとなる。  

第二 障害支援区分の認定  

障害支援区分は、障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な

支援の度合を総合的に示す指標であり、その認定の具体的な方法等については、平成 26

年３月３日付け障発 0303 第１号当職通知「障害支援区分認定の実施について」等で既にお

示ししているところであるが、対象となるサービスの種類、認定の有効期間、認定 

を受けた者の転出入時の具体的な取扱い等については次のとおりとする。  

 １ 対象となるサービスの種類  

市町村は、障害者（児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）第 63 条の２及び第 

63 条の３の規定に基づき 15 歳以上 18 歳未満の児童が障害者のみを対象とするサー

ビスを利用する場合及び精神保健福祉センター等の意見に基づき精神障害者である児

童が障害者のみを対象とするサービスを利用する場合を含む。以下同じ。）から介護給

付費（特例介護給付費を含む。以下同じ。）又は訓練等給付費（特例訓練等給付費を含

み、共同生活援助に係るものに限る。）の支給対象となるサービスに係る支給申請（同

行援護に係る支給申請のうち「身体介護を伴わない場合」及び共同生活援助に係る支

給申請のうち、入浴、排せつ又は食事等の介護を伴わない場合を除く。以下「障害支

援区分の認定を要する支給申請」という。）があったときに、障害支援区分の認定を行

う。  

２ 認定の有効期間  

障害支援区分の認定の有効期間については、３年を基本とし、障害者の心身の状況か

ら状態が変動しやすいと考えられる場合等においては、市町村審査会の意見に基づいて

３か月以上３年未満の範囲で有効期間を短縮できるものとする。  

３ 認定の有効期間の開始日及び終了日  

⑴ 有効期間の開始日  

障害支援区分の認定の有効期間の開始日は、原則として認定日とするが、支給決定

の有効期間の開始日と合わせることも可能とする。  

なお、障害支援区分を認定した結果、支給決定は却下となる場合においても、障害

支援区分の認定自体は有効である。  

⑵ 有効期間の算定方法  



 

 

 

 

月を単位とする有効期間が月の末日で満了するよう、次のとおり有効期間を算定す

るものとする。  

① 有効期間の開始日が月の初日の場合  

当該月から起算して１か月単位で定める期間とする。  

② 有効期間の開始日が月の途中の場合  

有効期間の開始日が属する月の末日までの期間と１か月単位で定める期間を合算

して得た期間とする。  

２ 転出入時における障害支援区分認定の取扱い  

障害支援区分認定を受けた者（以下「障害支援区分認定者」という。）が、他の市町村

に転出した場合、転入先の市町村で新たに障害支援区分認定に係る調査（以下「認定調

査」という。）を受けることなく、転出元市町村で認定を受けた障害支援区分及び有効期

間を引き続き有効にできることを基本とする。  

⑴ 事務手続  

① 障害支援区分認定者が転出する際、障害支援区分認定者は、転出元市町村に転出

届を提出し、当該転出元市町村は、当該転出予定者の障害支援区分、認定の有効期

間その他障害支援区分の認定に必要な事項を記載した証明書（以下「障害支援区分

認定証明書」という。）を障害支援区分認定者に交付する。  

② 障害支援区分認定者は、転入先市町村に転入してから 14 日以内に、障害支援区

分認定証明書を添えて支給申請を行う。  

③ 転入先市町村は、改めて認定調査及び市町村審査会における審査判定の手続を経

ることなく、証明書の内容をもって障害支援区分を認定する。  

⑵ 認定の有効期間  

転出元市町村で認定された有効期間の満了日まで有効とする。  

５ 支給申請後認定前に申請者が転出した場合の取扱い  

⑴ 認定調査前に転出した場合  

転出元市町村は、申請を却下し、又は申請者に申請の取下げを指導するとともに、

サービス利用希望者に対し、転入先市町村で改めて支給申請を行うよう指導する。  

ただし、障害支援区分の認定を要する支給申請を行った障害者が、申請後に緊急そ

の他やむを得ない理由により申請に係るサービスを利用している場合で、転出元市町

村が特例介護給付費又は特例訓練等給付費を支給しようとする場合は、申請者に対し、

転入先市町村による障害支援区分認定後に障害支援区分認定証明書の交付を受けて提

出するよう指導し、当該認定結果に基づき障害支援区分を認定することができるもの

とする。  



 

 

 

 

⑵ 障害支援区分認定調査後に転出した場合  

①  転出元市町村は、支給申請を受け、認定調査済みであることを付記した障害支援

区分認定証明書を申請者に交付する。この場合、備考欄に「○月○日 認定調査済み」

と記す。  

②  サービス利用希望者は、転入先市町村に転入してから 14 日以内に、障害支援区

分認定証明書を添えて支給申請を行う。  

③  その後転出元市町村は、市町村審査会における判定まで手続を行い、改めて、判

定結果を記入した障害支援区分認定証明書を申請者に交付する。  

④  転入先市町村は、申請者から判定結果を記入した障害支援区分認定証明書の提出

を受けて、当該判定結果に基づき障害支援区分を認定する。  

第三 障害児に係る支給決定の方法  

障害児については、発達途上にあり時間の経過と共に障害の状態が変化すること、乳児

期については通常必要となる育児上のケアとの区別が必要なこと等検討課題が多く、現段

階では直ちに使用可能な指標が存在しないことから、障害支援区分は設けないこととし、

障害児の支給決定は、従前の取扱いを基本にしつつ、平成 18 年 10 月からの取扱いは次の

とおりとする。  

①  居宅介護又は短期入所の申請があった場合、障害の種類や程度の把握のために、５

領域 11 項目の調査（別表）を行った上で支給の要否及び支給量を決定する。居宅介

護のうち障害児に係る通院等介助（身体介護を伴う場合）の対象者については、５領

域 11 項目の調査を行った上で、障害者に係る通院等介助（身体介護を伴う場合）の

判断基準に準じ、日常生活において身体介護が必要な障害児であって、かつ、通院等

介助のサービス提供時において、「歩行」「移乗」「移動」「排尿」「排便」について介助

が必要と想定されるか否かによって、それぞれの実施主体が判断する。  

なお、短期入所については、障害児に係る厚生労働大臣が定める区分（平成 18 年厚

生労働省告示第 572 号）による障害児支援区分に基づき支給の要否を決定することと

しているが、具体的な適用方法は次のとおりとする。  

※障害児支援区分  

【区分３】 別表①～④の項目のうち「全介助」が３項目以上又は別表⑤の項目のうち

「ほぼ毎日（週５日以上の）支援や配慮等が必要」が１項目以上  

【区分２】 別表①～④の項目のうち「全介助」若しくは「一部介助」が３項目以上又

は別表⑤の項目のうち「週に１回以上の支援や配慮等が必要」が１項目以上  

【区分１】 区分３又は区分２に該当しない児童で、別表①～④の項目のうち「一部介

助」又は「全介助」が１項目以上  



 

 

 

 

② 行動援護の申請があった場合、障害者と同様、厚生労働大臣が定める基準（平成 

18 年厚生労働省告示第 543 号。以下「基準告示」という。）に定める別表に掲げる 12 

項目の調査等を行い、合計点数が 10 点以上の者を対象とする（てんかん発作につい

ては、必ずしも医師意見書の提出を求める必要はなく、家族等からの申出のみでも可

とする。）。  

③ 重度障害者等包括支援の申請があった場合、認定調査の調査項目と同様の 80 項目

の調査を行い、市町村審査会に重度障害者等包括支援の対象とすることが適当であるか

否かの意見を聴取した上で支給の要否を決定する。  

※ なお、対象児童に該当するか否かの判断に当たっては、必ずしも身体障害者手帳及び

療育手帳の交付を受けている必要はない。  

④  同行援護の申請があった場合、障害者と同様、基準告示に定める別表第２に掲げる

調査項目の項の各欄の区分に応じ、それぞれの調査項目に係る利用者の状況をそれぞ

れ同表の０点の項から２点の項までに当てはめて算出した点数のうち、移動障害の欄

に係る点数が１点以上であり、かつ、移動障害以外の欄に係る点数のいずれかが１点

以上であること。  

別表 障害児の調査項目（５領域１１項目）  

  項 目  区 分  判断基準  

①  食事   ・全介助   

・一部介助   

全面的に介助を要する。   

おかずを刻んでもらうなど一部介助

を要する。   

②  排せつ   ・全介助   

・一部介助   

全面的に介助を要する。   

便器に座らせてもらうなど一部介助

を要する。   

③  入浴   ・全介助   

・一部介助   

全面的に介助を要する。   

身体を洗ってもらうなど一部介助を

要する。   

④  移動   ・全介助   

・一部介助   

全面的に介助を要する。   

手を貸してもらうなど一部介助を要

する。   



 

 

 

 

⑤  行動障

害およ

び精神

症状   

・ほぼ毎日（週５

日以上の）支援 

や配慮等が必要  

・週に１回以上の

支援や配慮等が

必要  

  

  

調査日前の１週間に週５日以上現

れている場合又は調査日前の１か

月間に５日以上現れている週が２

週以上ある場合。  

調査日前の１か月間に毎週１回以

上現れている場合又は調査日前の

１か月間に２回以上現れている週

が２週以上ある場合。  

(1)強いこだわり、多動、パニック

等の不安定な行動や、危険の認識

に欠ける行動。   

(2)睡眠障害や食事・排せつに係る

不適応行動（多飲水や過飲水を含

む。）。   

(3) 自分を叩いたり傷つけたり

他人を叩いたり蹴ったり、器物を

壊したりする行為。  

(4) 気分が憂鬱で悲観的になっ

たり、時には思考力が低下する。  

(5) 再三の手洗いや繰り返しの

確 

   認のため日常動作に時間がかかる。  

(6)他者と交流することの不安や緊

張、感覚の過敏さ等のため外出や集

団参加ができない。また、自室に閉

じこもって何もしないでいる。   

(7)学習障害のため、読み書きが困難  

※通常の発達において必要とされる介助等は除く。  

第四 支給決定及び地域相談支援給付決定の際勘案すべき事項その他の基本事項  

１ 支給決定及び地域相談支援給付決定の際に勘案すべき事項を定める趣旨  



 

 

 

 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則（平成 18 年

２月 28 日厚生労働省令第 19 号。以下「規則」という。）第 12 条に規定する支給決定

の際に勘案すべき事項及び規則第 34 条の 35 に規定する地域相談支援給付決定の際に勘

案すべき事項（以下「勘案事項」という。）を定める趣旨は、次のとおりである。  

⑴ 障害福祉サービス  

① 障害支援区分又は障害の種類及び程度その他の心身の状況  

障害支援区分の認定を要する支給申請を行う障害者に対し、介護給付費又は訓練

等給付費（特例訓練等給付費を含む。以下同じ。）の支給要否決定を行うに当たって

は、申請者の障害支援区分が当該サービスの利用要件に該当しているか否かをまず

確認する必要がある。また、障害支援区分が利用要件に該当しており、支給決定を

行おうとする場合には、障害支援区分が障害の多様な特性その他の心身の状態に応

じて必要とされる標準的な支援の度合を段階的に区分していることにかんがみ、特

に居宅介護等の訪問系サービスについては、その区分を勘案して支給量を定めるこ

とが適当である。  

また、訓練等給付費の支給対象となる障害福祉サービスに係る支給申請（共同生

活援助に係る支給申請のうち、日中サービス支援型指定共同生活援助の利用を希望

する場合又は入浴、排せつ若しくは食事等の介護を伴う場合を除く。以下「障害支

援区分の認定を要しない支給申請」という。）を行う障害者については、障害支援区

分の認定は要さず、障害の種類及び程度を勘案する。その際、当該障害者等の身体

障害者手帳や療育手帳、精神保健福祉手帳等に記載されている障害の状況又は疾病

名のみに着目するのではなく、障害があるがゆえに日常生活を営むのに支障をきた

している状況等を含めて勘案する。具体的には、障害支援区分の認定を要しない支

給申請を行う障害者については、認定調査の調査項目に係る調査をもって障害の程

度を含めた心身の状況を把握するとともに、地域におけるサービス資源に限りがあ

り、利用希望者が定員枠を超えるような場合には、自立訓練（機能訓練・生活訓練）

に限り、待機期間のほか、認定調査の調査項目のうち訓練等給付費に関連する項目

の調査結果をスコア化し、暫定支給決定の優先順位を考慮する際の参考指標として

用いるものとする。（障害児については第三を参照のこと。）  

なお、「その他の心身の状況」を勘案する場合とは、当該障害者が医療機関におけ

る入院治療が必要なために、障害福祉サービスで対処することが適当でない場合等

を想定している。  

② 介護を行う者の状況  



 

 

 

 

介護を行う者（障害児にあっては保護者）の有無、年齢、心身の状況及び就労状

況等を勘案して、介護給付費等の支給を決定する。  

特に、短期入所については、その介護を行う者の疾病その他の理由により、居宅

（家庭）において介護を受けることが一時的に困難となったことが、支援の要件と

なっているところである。このため、短期入所に係る介護給付費の支給を決定する

際には、介護を行う者の疾病その他の状況が一時的なものか、継続的なものなのか

を勘案して、支給期間を決定することになる。ただし、障害者本人の心身の状況等

から市町村が特に必要と認める場合には、介護を行う者の状況にかかわらず、障害

者本人の理由により短期入所に係る介護給付費の支給を行うことは可能である。  

また、障害児に係る居宅介護においては、従来より、重度の障害のため日常生活

を営むのに著しく支障がある障害児本人に着目するだけでなく、障害児の属する家

庭を対象として、便宜を供与してきたところである。  

なお、当該事項は、介護を行う者がいる場合に居宅介護等の介護給付費の支給を

行わないという趣旨ではなく、介護給付費の支給決定に当たっては、介護を行う者

の状況に配慮した上で行っていただくよう留意されたい。 

③  介護給付費等の受給状況及び介護給付費等以外の保健医療サービス又は福祉サー

ビス等の利用状況  

市町村は、申請されたサービス以外のサービスの利用状況を踏まえ、支給決定に

より当該障害者等が全体としてどのようなサービスを受けながら生活することにな

るのかを把握した上で支給決定を行う。例えば、居宅介護に係る支給申請の場合、

日中において支援を行うこととなる生活介護、自立訓練（機能訓練・生活訓練を含

み、宿泊型自立訓練を除く。）、就労移行支援及び就労継続支援（Ａ型・Ｂ型）（以

下「日中活動サービス」という。）や短期入所に係る受給の状況、地域生活支援事

業の利用状況等を勘案し、支給量の調整等を図ることが考えられる。  

また、介護保険制度に基づく給付との適用関係については、法第７条に規定して

いるところであるが、この取扱いは別に通知するところによる。  

④  障害福祉サービスの利用に関する意向の具体的内容当該障害者等が受けようとす

るサービスの内容、利用目的等、具体的にどのような利用の意向があるのかを勘案

して介護給付費等の支給決定を行う。その際、社会参加の意欲を含め、本人がどの

ような生活をしていきたいのかを十分考慮する必要がある。  

特に、指定障害福祉サービス基準附則第７条に規定する地域移行支援型ホームに

おける指定共同生活援助等の利用については、地域移行支援型ホームを行う事業者

が当該事業を開始した日において精神科病院に１年以上入院している精神障害者で



 

 

 

 

あって、当該病院等が地域への退院支援を徹底してもなお、直接、地域に出ること

を不安に感じる者が、当該サービスの利用を自ら希望する場合にのみ利用が可能で

ある。ただし、退院する際は病院の敷地外である地域生活に移行することが原則で

あり、地域移行支援型ホームの利用は、やむを得ない事情を考慮して例外的に認め

られるものであることに留意すること。  

⑤ 置かれている環境  

当該障害者等が居住する住宅の構造（例えば、障害に対応した住宅改修の状況）、

立地や生活環境（例えば、事業所・施設や医療機関までの距離や交通手段）等を勘

案する。  

⑥ 当該申請に係る障害福祉サービスの提供体制の整備の状況  

介護給付費等の支給決定を行うに当たっては、実際に当該障害者等が当該障害福

祉サービスを利用できる見込みがあることが必要であることから、本事項を勘案す

ることとする。利用の見込みは、障害者等から利用予定事業者・施設を聴取するほ

か、障害者等からの求めに応じ、指定障害福祉サービス事業者等との連絡調整を行

うこと等により判断することとなる。  

また、地域における必要なサービス提供体制が確保されていない段階においては、

障害者等が、それぞれその障害支援区分又は障害の種類及び程度等に応じてサービ

スを利用できるよう調整するために、本事項を勘案することが必要となる場合も想

定される。  

⑵ 地域相談支援  

① 障害の種類及び程度その他の心身の状況  

地域相談支援を利用しようとする障害者については、障害支援区分の認定は要さ

ず、障害の種類及び程度を勘案する。その際、当該障害者の身体障害者手帳や療育

手帳、精神保健福祉手帳等に記載されている障害の状況又は疾病名のみに着目する

のではなく、障害があるがゆえに日常生活を営むのに支障をきたしている状況等を

含めて勘案する。具体的には、障害支援区分の認定を要しない支給申請を行う障害

者と同様に、認定調査の調査項目に係る調査をもって障害の程度を含めた心身の状

況を把握する。  

②  地域相談支援給付費等の受給状況及び地域相談支援給付費等以外の保健医療サー

ビス又は福祉サービス等の利用状況市町村は、申請されたサービス以外のサービス

の利用状況を踏まえ、地域相談支援給付決定により当該障害者が全体としてどのよ

うなサービスを受けながら生活することになるのかを把握した上で地域相談支援給

付決定を行う。  



 

 

 

 

③ 地域相談支援の利用に関する意向の具体的内容  

当該障害者が受けようとする地域相談支援の内容、利用目的等、具体的にどのよ

うな利用の意向があるのかを勘案して地域相談支援給付決定を行う。特に、地域移

行支援については、地域生活への移行に向けた意欲を含め、本人がどのような生活

をしていきたいのかを十分考慮する必要がある。  

④ 置かれている環境  

地域移行支援に係る地域相談支援給付決定を行うに当たっては、当該障害者の入

院又は入所等している期間、家族関係や地域生活への移行後における生活環境（例

えば、事業所・施設や医療機関までの距離や交通手段）等を勘案する。地域定着支

援に係る地域相談支援給付決定を行うに当たっては、家族等の同居の有無、同居し

ている家族等の年齢、心身の状況及び就労状況、同居している家族等による当該障

害者への緊急時等において必要となる支援の見込み等を勘案して、地域相談支援給

付決定をする。  

⑤ 当該申請に係る地域相談支援の提供体制の整備の状況  

地域相談支援給付決定を行うに当たっては、実際に当該障害者が当該地域相談支

援を利用できる見込みがあることが必要であることから、障害福祉サービスと同様

に本事項を勘案することとする。  

２ 勘案事項の聴き取り・審査  

勘案事項の聴き取りは、まず申請者本人から市町村の職員が行うことが原則となる。

ただし、市町村は、認定調査の調査項目の聴き取りも含め、公正・中立な立場で業務を

実施できるものと認められる指定一般相談支援事業者、指定特定相談支援事業者等に限

り委託することができるものとする。また、本人からだけでは十分な聴き取りが困難で

ある場合、本人の状態をよく知っている者（家族のほか、事業所、施設、精神科病院、

救護施設等（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指

定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第 27 

号)第１条第３号に規定する救護施設等をいう。）、刑事施設等（同条第４号に規定する刑

事施設等をいう。）、保護観察所又は地域生活定着支援センター等の担当者を含む。）から

も聴き取りを行うなど、その適切な把握に努めることが必要である。  

３ サービス等利用計画案の提出  

市町村は、障害福祉サービスの申請若しくは変更の申請に係る障害者若しくは障害児

の保護者又は地域相談支援の申請に係る障害者に対し、指定特定相談支援事業者が作成

するサービス等利用計画案の提出を求める。ただし、当該申請者が、介護保険制度のサ

ービスを利用する場合については、居宅サービス計画又は介護予防サービス計画（ケア



 

 

 

 

プラン）の作成対象者となるため、障害福祉サービス固有のものと認められる行動援護、

同行援護、自立訓練（生活訓練）、就労移行支援、就労継続支援等の利用を希望する場合

であって、市町村がサービス等利用計画案の作成が必要と認める場合に求めるものとす

る。  

市町村からサービス等利用計画案の提出を求められた申請者は、指定特定相談支援事

業者が作成したサービス等利用計画案を提出する。  

なお、市町村からサービス等利用計画案の提出を求められた申請者は、身近な地域に

指定特定相談支援事業者がない場合又は指定特定相談支援事業者以外の者が作成するサ

ービス等利用計画案の提出を希望する場合には、指定特定相談支援事業者が作成する計

画案に代えて当該事業者以外の者が作成するサービス等利用計画案を提出できる。ただ

し、地域移行支援型ホーム（従前の地域移行型ホームを含む。以下同じ。）における指定

共同生活援助等の申請者に係るサービス等利用計画案については、指定特定相談支援事

業者（当該地域移行支援型ホームと同一敷地内にある病院の開設者、管理者その他の関

係者と特別な関係にないものに限る。）が作成したものに限る（既に指定特定相談支援事

業者以外の者が作成したサービス等利用計画を有する申請者については、当該計画の有

効期間内においてはこの限りでない。）。その際、市町村は、指定特定相談支援事業者に

対し、当該地域移行支援型ホームにおける指定共同生活援助等の利用とは別に、当該申

請者が地域で生活することが可能となるような支援策が考えられる場合にはそれを申請

者に提示するように努め、必要な助言、指導を行うこと。  

市町村は、これらのサービス等利用計画案の提出があった場合には、勘案事項及び当

該サービス等利用計画案を勘案して支給決定又は地域相談支援給付決定を行う。  

４ 同時に支給決定又は地域相談支援給付決定ができるサービスの組合せ  

⑴ 併給調整関係  

個々の障害者等のニーズや地域におけるサービス提供基盤は多様であること、さら

に、利用実績払い（日額報酬）を導入したことに伴い、報酬の重複なく、様々なサー

ビスを組み合わせることが可能となったことから、原則として、併給できないサービ

スの組み合わせは特定せず、報酬が重複しない利用形態であるならば、障害者等の自

立を効果的に支援する観点から、市町村が支給決定又は地域相談支援給付決定時にそ

の必要性について適切に判断し、特に必要と認める場合は併給を妨げないものとする。  

具体例を挙げると次のとおりである。  

①  重度訪問介護は、従前の日常生活支援の取扱いと同様に、身体介護や家事援助等

の援助が断続的に行われることを総合的に評価して設定しており、同一の事業者が

これに加えて身体介護及び家事援助等の居宅介護サービス費を算定することはでき



 

 

 

 

ない。ただし、当該者にサービスを提供している事業所が利用者の希望する時間帯

にサービスを提供することが困難である場合であって、他の事業者が身体介護等を

提供する場合にあっては、この限りでない。  

②  障害者支援施設又はのぞみの園において施設入所支援を受ける障害者については、

施設入所支援以外の日中活動に係る施設障害福祉サービスについては併せて支給決

定を行うこととなるが、当該日中活動に係る施設障害福祉サービス以外の障害福祉

サービス（居宅介護等）については、原則として利用することはできない。ただし、

障害者支援施設又はのぞみの園に入所する者が一時帰宅する場合は、通常、受け入

れ体制が確保されていることが想定されるが、市町村が特に必要と認める場合にお

いては、施設入所に係る報酬が全く算定されない期間中に限り、居宅介護、重度訪

問介護、同行援護及び行動援護について支給決定を行うことは可能である。  

なお、障害者支援施設又はのぞみの園の入所者に係る日中活動サービスについて

は、既に、施設入所支援と併せて支給決定を受けていることから、改めて支給決定

を受けることなく、一時帰宅中に当該日中活動サービスを利用することは可能であ

る。  

また、障害者支援施設又はのぞみの園において施設入所支援を受ける者が、共同

生活援助を体験的に利用する場合には、その間、共同生活援助の利用が可能となる

とともに、併せてその期間中の日中活動サービスの利用も可能である。  

さらに、障害者支援施設又はのぞみの園において施設入所支援を受ける者は、地

域移行支援における障害福祉サービスの体験的な利用支援及び体験的な宿泊支援の

利用も可能である。  

 共同生活援助を行う住居に入居する者（体験的な利用を行う者を含む。）は、入居中

は、居宅介護及び重度訪問介護を利用することはできない（指定障害福祉サービス基

準附則第 18 条の２第１項及び第２項の適用を受ける入居者を除く。）。  

  指定障害福祉サ

ービス基準附則

第 18 条の２第

１項の適用を受

ける入居者  

指定障害福祉サ

ービス基準附則

第 18 条の２第

２項の適用を受

ける入居者  

居宅介護  ○  ○(居宅における

身体介護が中心

である場合の 

み)  



 

 

 

 

重度訪問

介護  

○  ×  

ただし、入居者が一時帰宅する場合においては、通常、受け入れ体制が確保され

ていることが想定されるが、市町村が特に必要と認める場合においては、共同生活

援助を行う住居の利用に係る報酬が全く算定されない期間中に限り、居宅介護又は

重度訪問介護について支給決定を行うことは可能である（障害支援区分等が利用要

件に該当している場合に限る。また、指定障害福祉サービス基準附則第 18 条の２

第１項及び第２項の適用を受ける入居者で居宅介護又は重度訪問介護の支給決定を

受けている者は、居宅介護又は重度訪問介護について改めての支給決定は不要であ

る。）。  

なお、共同生活援助を行う住居の入居者が慢性疾患等の障害者であって、医師の

指示により、定期的に通院を必要とする者である場合に限り、居宅介護における通

院等介助や通院等乗降介助を利用することができる。  

また、共同生活援助を行う住居のうち、日中サービス支援型指定共同生活援助に

ついては、常時の支援体制を確保し、昼夜を通じて共同生活援助のサービスが提供

されるものであるが、当該利用者であっても、本人の意向等を勘案した上で日中活

動に係る障害福祉サービスを併せて支給決定することが可能である。  

そのほか、共同生活援助を行う住居の入居者が既に別途日中活動サービスに係る

支給決定を受けている場合は、改めて支給決定を受けることなく、一時帰宅中に利

用することは可能である。  

④ 障害者支援施設、のぞみの園又は共同生活援助を行う住居に入所（入居）する者

は、入所（入居）中は原則として短期入所を利用することはできない。ただし、入

所（入居）者が、一時帰宅中において、短期入所が必要な事情が生じた場合には、

通常、これらの入所施設又は共同生活援助を行う住居に戻って必要な支援を受ける

ことが想定されるが、一時帰宅中の施設入所支援等の報酬（帰宅時支援加算は含ま

ない。）が算定されない期間においては、帰宅先における介護者の一時的な事情によ

り必要な介護を受けることが困難で、かつ、帰宅先と入所施設又は共同生活援助を

行う住居とが遠隔地であるため直ちに入所施設又は共同生活援助を行う住居に戻る

ことも困難である場合等、市町村が特に必要と認める場合は、支給決定を行うこと

は可能である。  

⑤ 日中活動サービスについては、その効果的な支援を図る観点から、通常、同一種

類のサービスを継続して利用することが一般的であると考えられるが、障害者の効



 

 

 

 

果的な支援を行う上で市町村が特に必要と認める場合には、複数の日中活動サービ

スを組み合わせて支給決定を行うことは可能である。  

なお、複数の日中活動サービスの支給決定を受けている場合でも、日中活動サー

ビスに係る報酬は一日単位で算定されることから、同一日に複数の日中活動サービ

スを利用することはできない（同一日に同一サービスを異なる事業所で利用した場

合を含め、同一日においては、一の事業所以外は報酬を算定できない。）。ただし、

市町村が日中活動サービスの利用と併せて宿泊型自立訓練が特に必要と認めた場合

を除く。  

⑥ 重度障害者等包括支援は、障害福祉サービスを包括的に提供するものであるので、

他の障害福祉サービスとの併給はできない。  

⑦ 就労定着支援は、障害者が新たに雇用された通常の事業所での就労の継続を図る

ため、企業、障害福祉サービス事業者、医療機関等との連絡調整を行うとともに、

雇用に伴い生じる日常生活又は社会生活を営む上での各般の問題に関する相談、指

導及び助言等の支援を行うものであり、自立生活援助の支援内容を包含するため、

自立生活援助との併給はできない。  

また、就労定着支援を利用する障害者は、一般企業に６月以上就労が継続してい

る障害者であるため、自立訓練（生活訓練）との併給はできない。  

⑧ 自立生活援助は、障害者が自立した地域生活を営む上での各般の問題に対し、居

宅への訪問や随時の相談対応等により当該障害者の状況を把握し、必要な情報提供

や助言、連絡調整等の支援を行うものであり、地域定着支援の支援内容を包含する

ため、地域定着支援との併給はできない。  

⑵ サービス等利用計画の導入と障害福祉サービスの利用の組合せについて  

① 基本的考え方  

平成 24 年４月以降、以下の利用の組み合わせについては、現行制度の基本的な

考え方（職住分離や地域移行）は維持しつつ、指定特定相談支援事業者によるサー

ビス等利用計画を作成する手続を経た上で、利用の組み合わせが必要な場合には、

市町村の判断で認めることができることとする。  

・ 就労継続支援Ｂ型と施設入所支援との利用の組み合わせ  

・ 生活介護と施設入所支援との利用の組み合わせ  

② 対象者  

平成 24 年４月以降、就労継続支援Ｂ型と施設入所支援との利用の組み合わせ

を希望する者又は生活介護と施設入所支援との利用の組み合わせを希望する者で

あって、障害支援区分が４（50 歳以上の者は３）より低い者  



 

 

 

 

ア 法の施行時の身体・知的の旧法施設（通所施設も含む。）の利用者（特定旧法

受給者）  

イ 法施行後に旧法施設に入所し、継続して入所している者  

ウ 平成 24 年４月の改正児童福祉法の施行の際に障害児施設（指定医療機関を

含む）に入所している者エ 新規の入所希望者  

なお、エの者に係る生活介護と施設入所支援との利用の組み合わせについては、

これらのサービスがいずれも介護給付であることから、障害支援区分１以上の者

を対象とする。なお、通所による生活介護の利用要件（障害支援区分３（50 歳以

上の者は２）以上）は変更しないことに留意すること。  

③  組合せを認める手続市町村は、本人の意向を踏まえ、以下の判断の視点及び手

続を踏まえて判断するものとする。なお、支給決定の更新の際も同様とする。  

ア 判断の視点  

(ｱ) 生活介護と施設入所支援との組み合わせ  

地域における障害福祉サービスの提供体制の状況その他やむを得ない事情に

より、通所によって介護等を受けることが困難なもの  

(ｲ) 就労継続支援Ｂ型と施設入所支援の組み合わせ  

･ 入所させながら訓練等を実施することが必要かつ効果的であると認められ

るもの  

・ 地域における障害福祉サービスの提供体制の状況その他やむを得ない事情

により、通所によって訓練等を受けることが困難なもの  

イ 手続  

(ｱ) 市町村における全体方針の検討  

市町村の協議会（法第 89条の３第１項に規定する協議会をいう。以下同

じ。）において、地域における障害福祉サービスの提供体制等を踏まえた上で、

当該市町村における施設入所支援と生活介護（障害支援区分４（50 歳以上の

者は３）より低い者）又は就労継続支援Ｂ型の利用の組み合わせに対する対

応方針等について定めるとともに、市町村の協議会に一定期間ごとに本組み

合わせの対象者の数や状況報告を行い、地域の社会資源の開発等につなげる

よう努めることが望ましい。  

なお、地域において必要なサービスが提供できる等の理由により、仮に新

規入所者の利用の組み合わせを原則として認めない場合であっても、旧法施

設入所者等（②のアからウまで）については、引き続き、施設入所支援との

組み合わせを可能とする。  



 

 

 

 

(ｲ) 個別の利用者に関する手続  

市町村は、支給決定に当たっては、指定特定相談支援事業者が上記の判断

の視点等を踏まえて当該組合せが適当であるか否かを検討して作成したサー

ビス等利用計画案を勘案して、当該組合せが適当であると認める場合に支給

決定を行う。  

市町村は、当該支給決定に当たって、必要に応じて市町村審査会に諮るこ

とが望ましい。  

なお、支給決定後において、指定特定相談支援事業者は、市町村において

利用者の心身の状況等を勘案して柔軟かつ適切に設定した期間（ただし、少

なくとも年１回）ごとに、継続サービス利用支援（モニタリング）を実施し、

組合せが適当であるか否かについて検討を行い、見直しが必要な場合にはサ

ービスの組合せの変更等に係る申請を利用者に勧奨するものとする。  

ウ 手続の適用時期  

(ｱ) 平成 24 年３月末時点での施設入所者（②のアからウまで）当該者について

は、原則、支給決定の更新時にサービス等利用計画の作成を求めた上で、

引き続き、当該組み合わせを認めて差し支えないこととする。  

なお、平成 24 年４月の改正児童福祉法の施行の際に障害児施設に入所し

ている者（②のウ）については、当該施行日においてはサービス等利用計画

の作成を求めることを要しないが、支給決定の更新時においては、特に優先

的にサービス等利用計画作成の対象とすること。  

(ｲ) 平成 24 年４月以降の新規利用者（②のエ）  

上記手続を経たものに限り認めることとする。  

５ 支給決定基準等の作成  

⑴ 障害福祉サービス  

市町村は、勘案事項を踏まえつつ、介護給付費等の支給決定を公平かつ適正に行う

ため、あらかじめ支給の要否や支給量の決定についての支給決定基準を定めておくこ

とが適当である。  

その際、国庫負担基準は、あくまで国が市町村の給付費の支弁額に対して国庫負担

する際の一人当たりの基準額であり、当該基準額が個々の利用者に対する支給量の上

限となるものではないことに留意すること。  

一方、個々の障害者の事情に応じ、支給決定基準と異なる支給決定（いわゆる「非

定型」の支給決定）を行う必要がある場合が想定されることから、市町村はあらかじ

め「非定型」の判断基準等を定めておくことが望ましい。  



 

 

 

 

なお、「非定型」の支給決定を行うに当たっては、支給決定案について市町村審査会

の意見を聴いた上で個別に適切な支給量を定めること。  

また、共同生活援助に係る支給申請を行う障害者のうち、障害者の日常生活及び社

会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、

設備及び運営に関する基準（平成 18 年厚生労働省令第 171 号。以下「指定障害福祉サ

ービス基準」という。）第 213 条の 12に規定する受託居宅介護サービスの提供を受け

ることを希望する障害者に対する受託居宅介護サービスの支給量の決定に係る支給決

定基準（以下「受託居宅介護サービスの支給決定基準」という。）は、以下により定め

ておくことが適当である。  

ア 受託居宅介護サービスの支給決定基準の基本的な考え方  

受託居宅介護サービスの支給決定基準については、障害支援区分ごとにイに

掲げる市町村が支給決定を行うに当たって参酌すべき受託居宅介護サービスの

支給標準時間（分/月）（以下「支給標準時間」という。）に基づき設定するもの

とし、当該支給標準時間の範囲内で定めることを基本とする。  

イ 支給標準時間  

【区分２】   150 分/月  

【区分３】   600 分/月  

【区分４】  900 分/月  

【区分５】 1,300 分/月  

【区分６】 1,900 分/月ウ 

「非定型」の判断基準  

以下の（ア）又は（イ）に掲げる場合であって、アにより定めた支給決定基

準の支給量の範囲内では必要な受託居宅介護サービスの支給量が確保されない

と認められる場合には、当該支給決定基準を超える支給決定を行うこととして

差し支えないこと。  

この場合、支給決定に当たって、市町村審査会の意見を聴いた上で個別に適切

な支給量を定めることが望ましいこと。なお、（イ）に掲げる場合であって、指

定特定相談支援事業者以外の者がサービス等利用計画案を作成した場合につい

ては、支給決定に当たって、市町村審査会の意見を聴くものとする。  

（ア）当該支給申請を行う者が利用する外部サービス利用型指定共同生活援助事

業所（指定障害福祉サービス基準第 213 条の 14第 1 項に規定する外部サー

ビス利用型指定共同生活援助事業所をいう。）に当該支給申請を行う者以外

に受託居宅介護サービスの提供を受けている、若しくは、希望する利用者が



 

 

 

 

いない場合又は受託居宅介護サービスを受けている、若しくは、希望する利

用者のすべてが障害支援区分２以下である場合  

（イ）障害支援区分４以上であって、指定特定相談支援事業者等が作成した

サービス等利用計画案を勘案した上で、支給決定基準を超えた支給決定

が必要であると市町村が認めた場合  

⑵ 地域相談支援  

地域相談支援についても、介護給付費等の支給決定の場合と同様に、障害者の心身

の状況や置かれている環境等の勘案事項を基礎に支給の要否等についてあらかじめ地

域相談支援給付決定の基準を定めておくことが適当である。  

第五 介護給付費等に係る支給決定及び地域相談支援給付決定  

１ 介護給付費等に係る支給決定  

⑴ 障害支援区分の認定を要する支給申請に係る介護給付費又は訓練等給付費の支給決

定  

障害支援区分の認定を要する支給申請を行う障害者に対して、介護給付費又は訓練

等給付費の支給決定をする場合は、申請者について認定した障害支援区分（障害児に

ついては障害の種類及び程度）等が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援

するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要

する費用の額の算定に関する基準（平成 18 年厚生労働省告示第 523 号。以下「報酬

告示」という。）別表介護給付費等単位数表の規定に基づき、当該障害福祉サービスの

所定単位数が算定される場合（解釈運用に当たっては、平成 18 年 10 月 31 日障発

第 1031001 号当職通知「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法

律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額

の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」（以下「報酬解釈通知」

という。）に定める各障害福祉サービスの対象者を参照すること。）に該当することを

確認するとともに、申請者に係るその他の勘案事項及びサービス等利用計画案を十分

に踏まえること。また、その際には、必要に応じて法第 22 条第２項の規定に基づき

市町村審査会、身体障害者更生相談所等の意見を聴くものとする。  

⑵ 障害支援区分の認定を要しない支給申請に係る訓練等給付費の支給決定  

障害支援区分の認定を要しない支給申請を行う障害者に対して、訓練等給付費の支

給決定をする場合の留意事項は、申請者の障害の種類及び程度その他の状況が、報酬

告示別表介護給付費等単位数表の規定に基づき、当該障害福祉サービスの所定単位数

が算定される場合（解釈運用に当たっては、報酬解釈通知に定める各障害福祉サービ

スの対象者を参照すること。）に該当することを確認するほか、基本的には⑴の場合と



 

 

 

 

同様であるが、一部のサービスを除き、一定期間の訓練を行うサービスであることを

踏まえ、障害者本人の希望を尊重しつつ、より適切なサービスの利用を図る観点から、

利用を希望する障害福祉サービスについて、当該サービスの継続利用についての利用

者の最終的な意向を確認した上で、当該サービスの利用が適切か否かの客観的な判断

を行うための期間（以下「暫定支給決定期間」という。）を設定した支給決定（以下

「暫定支給決定」という。）を行うものとする。  

なお、就労定着支援については、生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続

支援（以下「就労移行支援等」という。）を利用した後、通常の事業所に新たに雇用さ

れた障害者であって、就労を継続している期間が６月を経過した障害者が利用するも

のであるため、暫定支給決定を行わずに支給決定を行うものとする。また、障害者の

職場への定着を促進するため、一般就労を目指して就労移行支援等の利用を希望する

障害者には、あらかじめ一般就労後の就労定着支援の利用を推奨することが望ましい。  

① 暫定支給決定の対象サービス  

市町村は、障害者から自立訓練（機能訓練、生活訓練、宿泊型自立訓練）、就労移

行支援又は就労継続支援Ａ型（雇用契約を締結しない場合を含む。）の支給申請があ

ったときは、勘案事項やサービス等利用計画案を踏まえて暫定支給決定を行うもの

とする。  

就労継続支援Ｂ型については、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが

困難となった者等であり、他事業への転換が困難な者であることから、暫定支給

決定を要しないものとするが、報酬解釈通知に定める当該サービスの対象者に留

意の上、一般就労又は就労移行支援若しくは就労継続支援Ａ型の利用が可能な者

に対し、安易に就労継続支援Ｂ型の支給決定を行うことがないよう留意されたい。

なお、暫定支給決定の対象サービスに係る支給申請のあった障害者について、既

に暫定支給決定期間中に行うアセスメントと同等と認められるアセスメントが行

われており、改めて暫定支給決定によるアセスメントを要しないものと市町村が

認めるときは、暫定支給決定は行わなくても差し支えないものとする。  

② 暫定支給決定期間  

暫定支給決定期間については、２か月以内の範囲で市町村が個別のケースに応じ

て利用者のアセスメントに必要な期間を勘案して設定すること。  

③ 暫定支給決定時における市町村、サービス提供事業者及び指定特定相談支援事業

者の対応  



 

 

 

 

市町村は、暫定支給決定をした場合には、サービス提供事業者と連携調整の上、

次の手順により、当該支給決定障害者のサービス利用の継続に対する適否等を適切

に判断するものとする。  

ア サービス提供事業者は、暫定支給決定を受けた利用者と利用契約をしたときは、

利用者のアセスメントを通じて、暫定支給決定期間に係る適切な個別支援計画を

作成し、当該計画に基づき支援を実施する。  

その際、利用者の障害特性、適性等を十分に踏まえた個別支援計画の作成が可

能となるよう、利用者の家族や関係機関と十分連携すること。  

イ サービス提供事業者は、暫定支給決定期間内に実施した利用者のアセスメント

内容並びに個別支援計画、当該計画に基づく支援実績及びその評価結果をとりま

とめ、市町村が定める日までに市町村及び当該利用者に指定計画相談支援を提供

する指定特定相談支援事業者に提出する。  

ウ 暫定支給決定期間経過後、利用者が引き続きサービスの継続を希望する場合、

市町村は、サービス提供事業者から提出のあった②の書類や当該指定特定相談支

援事業者のモニタリング結果を踏まえ（必要に応じて聴き取りを行う。）、サービ

スを継続することによる改善（維持を含む。以下同じ。）効果が見込まれるか否か

を判断し、改善効果が見込まれないと判断した場合には、市町村、サービス提供

事業者、当該指定特定相談支援事業者及び利用者（必要に応じて家族や関係機関

等関係者の参加を求める。）による連絡調整会議を開催し、利用者にその旨を説明

するとともに、今後のサービス利用について調整を行う。  

エ ウにおいて市町村がサービスを継続することによる改善効果が見込まれると判

断した場合は、個別支援計画に基づく本来的な訓練に移行する。  

なお、市町村は、当該判断に基づく支給決定を行うに当たっては、改めて指

定特定相談支援事業者が作成するサービス等利用計画案の提出を求める必要は

ない。  

 本来的な訓練に当たっては、事業者は、暫定支給決定期間中のアセスメント結果

等に基づき、規則第６条の６及び第６条の８に規定する標準利用期間（暫定支給決

定期間を含む。）の範囲内で、適切なサービス提供期間を設定し、これを踏まえて作

成した個別支援計画を利用者へ交付する。  

２ 地域相談支援給付決定  

申請に係る地域相談支援給付決定をする場合の留意事項は、以下の点に留意するほか、

申請者に係るその他の勘案事項及びサービス等利用計画案を十分に踏まえること。  



 

 

 

 

また、その際には、必要に応じて法第 51 条の７第２項の規定に基づき市町村審査会、

身体障害者更生相談所等の意見を聴くものとする。  

⑴ 地域移行支援  

申請者が地域相談支援基準第１条第２号から第４号までに規定する施設等に入所し

ている障害者又は精神科病院に入院している精神障害者であることを確認する。  

刑事施設又は少年院（以下「矯正施設」という。）に収容されている障害者について

は、保護観察所、地域生活定着支援センターが行う支援との重複を避け、役割分担を

明確にする観点等から、特別調整の対象となった障害者（「高齢又は障害により特に自

立が困難な矯正施設収容中の者の社会復帰に向けた保護、生活環境の調整等について

（通達）」（平成 21年４月 17日法務省保観第 244 号。法務省矯正局長、保護局長連名

通知）に基づき、特別調整対象者に選定された障害者をいう。）のうち、矯正施設から

退所するまでの間に障害福祉サービスの体験利用や体験宿泊など矯正施設在所中に当

該施設外で行う支援の提供が可能であると見込まれるなど指定一般相談支援事業者に

よる効果的な支援が期待される障害者を対象とする。  

⑵ 地域定着支援  

① 居宅において単身であるため緊急時の支援が見込めない状況にある者  

②  居宅において家族と同居している障害者であっても、当該家族等が障害、疾病等

のため、障害者に対し、当該家族等による緊急時の支援が見込めない状況にある者。  

なお、障害者支援施設等や精神科病院から退所・退院した者の他、家族との同居

から一人暮らしに移行した者や地域生活が不安定な者等も含む。  

第六 支給決定又は地域相談支援給付決定時に定める事項  

１ 支給決定又は地域相談支援給付決定事項  

市町村は、申請のあった障害福祉サービス又は地域相談支援の種類に応じ、申請者か

らの具体的な利用意向の聴き取り等により、更にサービス内容を特定して支給決定又は

地域相談支援給付決定を行うとともに、特定された障害福祉サービス又は地域相談支援

の種類（区分）及び内容ごとに支給量又は地域相談支援給付量及び支給決定又は地域相

談支援給付決定の有効期間を定める。  

⑴ 支給量及び地域相談支援給付量  

支給量及び地域相談支援給付量を定める単位期間については、１か月とし、支給量

を定める単位については、サービスの種類ごとに次の単位で定める。  

・ 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護・・・時間（30 分単位）  

※ 家事援助において、最初の 30 分以降は 15 分を単位とする。  

・ 重度障害者等包括支援・・・単位／月  



 

 

 

 

・ 上記以外の障害福祉サービス及び地域相談支援・・・日／月  

また、具体的な支給量及び地域相談支援給付量については、障害福祉サービス及び

地域相談支援の種類ごとに、支給決定又は地域相談支援給付決定を行おうとする者の

勘案事項を踏まえて、次の考え方により、適切な量を定めるものとする。なお、複数

のサービスを組み合わせて支給決定又は地域相談支援給付決定をする場合（併給が認

められないサービスを除く。）は、複数のサービスを合わせた支給量が適切な量となる

よう留意する必要がある。  

① 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護  

あらかじめ定めた支給決定基準に照らしつつ、障害支援区分その他の勘案事項を

踏まえて支給量を定める。  

②  短期入所、自立訓練（生活訓練）と併せて短期滞在加算（心身の状況の悪化防止

など、緊急の必要性が認められる場合）を算定する場合の当該短期滞在加算の支給

量一月当たりの利用必要（見込み）日数を支給量として定める。  

③ 重度障害者等包括支援  

一月の支給量を一月のサービス利用に要する包括報酬の単位数として定めること

から、サービス等利用計画案等を踏まえ、一月ごとの支給量を定める。  

④ 生活介護、自立訓練（機能訓練・生活訓練）、就労移行支援、就労継続支援  

ア  平成 18 年４月から利用実績払い（日額報酬）を導入したことに伴い、通

所による指定施設支援の量について、原則として、各月の日数から８日を控

除した日数（以下「原則の日数」という。）を限度として利用することを決

定しているものとみなしてきたところであるが、平成 18 年 10 月以降の法

移行後においても、日中活動サービスについては、引き続き、原則として一

人の障害者が一月に利用できる日数（支給量）は、「原則の日数」を上限と

することを基本とする。ただし、次の場合には、「原則の日数」を超える支

給量を定めることが可能なものとする。  

（ア） 日中活動サービスの事業運営上の理由から、「原則の日数」を超える支援が

必要となる場合は、都道府県に届け出ることにより、当該施設が特定する３

か月以上１年以内の期間において、利用日数の合計が「原則の日数」の総和

の範囲内であれば利用することができるものとする。  

（イ）（ア）に該当しない場合であっても、心身の状態が不安定である、介護者が

不在で特に支援の必要があるなど、利用者の状態等にかんがみ、市町村が

必要と判断した場合には、「原則の日数」を超えて利用することができるも

のとする。  



 

 

 

 

イ 指定障害者支援施設又はのぞみの園において、施設入所支援と併せて日中活動

サービスを利用する場合の当該日中活動サービスの量については、土日に係る支

援について、施設入所支援の報酬の中で評価していることから、通所による日中

活動サービスと同様、「原則の日数」を上限とする。  

ウ このほか、日中活動サービスの利用日数に係る取扱いについては、「日中活動

サービス等を利用する場合の利用日数の取扱いに係る事務処理について」（障障

発第 0928001 号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知）に

よるものとする。  

⑤ 療養介護、施設入所支援、宿泊型自立訓練、就労定着支援、自立生活援助、共同

生活援助及び地域相談支援  

支給決定又は地域相談支援給付決定の有効期間中における各月における暦日数を

支給量又は地域相談支援給付量として定める。  

ただし、共同生活援助において体験的な利用を行う場合、各月における暦日数を

上限として、必要な日数を定めるものとする。  

共同生活援助に係る支給申請を行う障害者のうち受託居宅介護サービスの提供を

受けることを希望する障害者に対しては、障害支援区分ごとにあらかじめ定めた受

託居宅介護サービスの支給決定基準に照らしつつ、障害の種類その他の勘案事項を

踏まえて支給量を定める。  

⑵ 支給決定又は地域相談支援給付決定の有効期間  

介護給付費等に係る支給決定又は地域相談支援給付決定の有効期間は、障害支援区

分や介護を行う者の状況等の支給決定又は地域相談支援給付決定を行った際に勘案し

た事項が変化することがあるため、市町村が障害者等の状況を的確に把握し、提供さ

れているサービスの適合性を確認するとともに、適切な障害支援区分や支給量に見直

しを行うため、市町村が定めるものである。その決定に当たっては、支給決定又は地

域相談支援給付決定に際し勘案した状況がどの程度継続するかという観点から検討す

ることとなるが、支給決定又は地域相談支援給付決定の有効期間を定める趣旨からあ

まりに長い期間とすることは適切でないため、規則第 15 条及び第 

34 条の 42 に規定する期間を超えてはならないこととしている。  

このため、支給決定期間又は地域相談支援給付決定期間の終了に際しては、改めて

介護給付費等の支給決定又は地域相談支援給付決定を受けることにより継続してサー

ビスを受けることが可能である（ただし、自立訓練等期限の定めのある訓練等給付に

係る障害福祉サービス等については第８の２を参照のこと。）。  



 

 

 

 

なお、規則第 15 条及び第 34 条の 42 に規定する期間はあくまで上限であるから、

支給決定又は地域相談支援給付決定に当たっては、個々の状況に応じて適切な期間

とするよう留意されたい。  

２ 支給決定又は地域相談支援給付決定に併せて決定等する事項  

⑴ 障害福祉サービス受給者証等への記載  

市町村は、支給決定に際し、当該障害福祉サービスに係る報酬の算定上あらかじめ

市町村において決定、確認等が必要な事項、利用者負担上限月額その他必要な事項に

ついて、併せて決定等を行い、障害福祉サービス受給者証に記載すること。市町村は、

地域相談支援給付決定に際し、地域相談支援に係る報酬の算定上あらかじめ市町村に

おいて決定が必要な事項その他必要な事項について、併せて決定等を行い、地域相談

支援受給者証に記載すること。  

なお、障害福祉サービス受給者証及び地域相談支援受給者証については、規則第 14

条及び第 34 条の 41 において記載事項を規定しているが、様式については、市町村が

ある程度柔軟に対応できるよう規則に規定しなかったものである。したがって、市町

村において適切な様式を作成し、交付することとして差し支えないが、必要な内容が

適切に記載されるとともに、支給決定障害者等から提示を受ける指定障害福祉サービ

ス事業者等が容易に記載内容を確認できるようにする観点から、別に提示する様式例

を参考とされたい。  

⑵ 継続サービス利用支援（モニタリング）の期間  

      指定特定相談支援事業者は支給決定障害者が障害福祉サービス又は地域相談支援を利

用するに当たってサービス等利用計画が適切であるかにつき、障害福祉サービス又は地

域相談支援の利用状況を検証することとされている。  

      継続サービス利用支援（モニタリング）の期間については、規則第６条の 16におい

て標準期間が示されており、市町村が当該期間及び利用者の心身の状況等を勘案しなが

ら設定することとしている。  

       市町村においては、利用している障害福祉サービス又は地域相談支援の種類のみをも

って、モニタリングの実施期間として一律に設定することのないよう相談支援専門員

の提案を踏まえつつ利用者ごとに柔軟かつ適切な期間を設定するようにすること。  

第七 支給決定の変更  

市町村は、変更の申請又は職権により、支給決定障害者等につき必要があると認めるとき

は、支給決定の有効期間内において支給量の変更を行うことができる。支給決定の変更に当

たっては、次のことに留意すること。なお、運用上、地域相談支援給付決定の変更は想定さ

れないことに留意すること。  



 

 

 

 

１ 障害支援区分の変更認定  

市町村は、支給量の変更の決定を行うに当たり、必要があると認めるときは、障害支

援区分の変更の認定を行うことができる。実際に変更の認定手続を行うか否かは、個別

具体のケースに応じて市町村が必要性を判断することとなるが、基本的には、支給決定

障害者が心身の状況の変化を申し立てており、相当と認められることが判断の目安とし

て考えられる。支給決定障害者が心身の状況の変化を申し立てている場合でも、現に認

定されている障害支援区分等を勘案し、変更申請があった支給量が支給決定されると見

込まれる場合には、必ずしも障害支援区分の変更の認定は必要ない。  

障害支援区分の変更の認定の有効期間は、新たな認定と同様に設定し、現に認定され

ていた障害支援区分の有効期間の残存期間ではないこと。  

なお、既に障害支援区分の認定及び支給決定を受けて介護給付費又は訓練等給付費に

係る障害福祉サービスを利用している者から、異なる種類（区分）の介護給付費又は訓

練等給付費に係る障害福祉サービスの利用に係る支給申請があった場合も、同様の考え

方により、必要に応じて変更の認定を行う。  

２ 変更の決定  

支給決定の変更を行う場合には、支給決定時と同様、勘案事項を勘案し、当該市町村

の支給決定基準等に照らして変更の要否又は変更後の支給量を決定する。  

① 変更年月日（変更内容の適用年月日）  

支給量は一月を単位として定めるため、変更後の支給量は、原則として変更を決定

した日の属する月の翌月の初日から適用するものとする。  

② 有効期間  

変更後の支給量が適用される期間（有効期間）は、変更前の支給量に係る支給決定

の有効期間の末日までとする（支給決定の有効期間は変更されない。）。  

第八 支給決定又は地域相談支援給付決定の更新  

支給決定又は地域相談支援給付決定の有効期間が終了する場合において、支給決定障害

者等が引き続き当該障害福祉サービス又は地域相談支援の利用を希望するときは、市町村

は、支給決定障害者等からの支給申請に基づき、勘案事項等を勘案した結果、サービスの

利用継続の必要性が認められれば、改めて支給決定又は地域相談支援給付決定をすること

ができる（この支給決定又は地域相談支援給付決定を以下「支給決定又は地域相談支援給

付決定の更新」という。）。  

支給決定又は地域相談支援給付決定の更新に当たっては、次のことに留意すること。  

１ 障害支援区分との関係  



 

 

 

 

障害支援区分の認定を要する支給申請を行う障害者に対する介護給付費又は訓練等給

付費に係る支給決定については、障害支援区分の認定が必要であることから、支給決定

の更新に当たっては、障害支援区分の有効期間の範囲内で行うか、改めて障害支援区分

の認定をする必要がある。  

⑴   障害支援区分の認定を要しない場合障害支援区分の有効期間が３年である障害者

に対し、居宅介護の支給決定を１年の有効期間で行っている場合など、認定されて

いる障害支援区分の有効期間の範囲内で支給決定の更新をすることができるときは、

障害支援区分の有効期間の範囲内かつ当該障害福祉サービスについて設定できる支

給決定の有効期間の範囲内で支給決定の更新を行う。  

⑵ 障害支援区分の認定の更新を行う場合  

① 障害支援区分の有効期間と支給決定の有効期間の終期が同じ場合  

障害支援区分の有効期間と同期間で支給決定を行っている場合など、障害支援区分

の有効期間と支給決定の有効期間の終期が同じ場合は、支給決定の更新に際し、当

初の支給決定時と同様の手続により改めて障害支援区分の認定を行うものとする

（当該認定を以下「障害支援区分の更新認定」という。）。  

この場合の障害支援区分の更新認定の有効期間の開始日は、原則として、更新前

の障害支援区分の有効期間の満了日の翌日とする。  

② 障害支援区分の有効期間と支給決定の有効期間の終期が異なる場合  

障害支援区分の更新認定を要する場合は、障害支援区分の有効期間の終期と支給

決定の有効期間の終期が一致しているのが通常と考えられるが、障害支援区分の有

効期間の範囲内で支給決定し、又は支給決定の更新をした結果、障害支援区分の有

効期間の残存期間があり、当該残存期間が支給決定の更新を行おうとする有効期間

よりも著しく短い場合（概ね３か月以下を目安とする。）は、障害支援区分の更新認

定をできるものとする。  

この場合の障害支援区分の更新認定の有効期間の開始日は、原則として、更新後

の支給決定の有効期間の開始日と合わせるものとする。  

２ 支給決定又は地域相談支援給付決定の更新に係る利用期間の取扱い  

自立訓練等期限の定めがある訓練等給付費に係る障害福祉サービスなど、次に掲げる

支給決定又は地域相談支援給付決定の更新に際しては、標準利用期間を念頭に置くほか、

利用継続の必要性について十分な評価検討を行う必要がある。なお、訓練等給付費の支

給要否決定又は地域相談支援給付費の給付要否決定を行う際の認定調査の調査項目に係

る調査内容（参考指標としてのスコアを含む。）については、有効期間を特に設定してい

ないが、障害支援区分との均衡を考慮して、最長３年間の範囲内で、支給決定又は地域



 

 

 

 

相談支援給付決定の更新に際し、障害者の心身の状況等に応じて適宜見直しをすること

が考えられる。  

⑴ 訓練等給付費等に係る障害福祉サービス等  

① 標準利用期間が設定されているサービス  

自立訓練等の標準利用期間が設定されているサービスについては、サービスの長

期化を回避するため、標準利用期間を定めるとともに、規則第 15 条において支給

決定期間を１年間（就労移行支援において、あん摩マッサージ指圧師、はり師又は

きゅう師の資格取得を目的とする養成施設を利用する場合は、３年間又は５年間）

までとしている。この支給決定期間では、十分な成果が得られず、かつ、引き続き

サービスを提供することによる改善効果が具体的に見込まれる場合には、各サービ

スごとに定められた標準利用期間の範囲内で、１年ごとに支給決定期間の更新が可

能である。  

なお、標準利用期間を超えて、さらにサービスの利用が必要な場合については、

市町村審査会の個別審査を経て、必要性が認められた場合に限り、最大１年間の更

新が可能である（原則１回）。ただし、就労定着支援については３年間の標準利用期

間を超えて更新することはできない。  

② 宿泊型自立訓練  

宿泊型自立訓練は、従前の制度における知的障害者通勤寮や精神障害者生活訓練施

設等の機能を踏まえ、日中、一般就労や障害福祉サービスを利用している者等を対象

として、一定期間、夜間の居住の場を提供し、帰宅後に生活能力等の維持・向上のた

めの訓練を行うとともに、地域移行に向けた関係機関との連絡調整等を行い、積極的

な地域移行の促進を図るものとして類型化している。  

このため、標準利用期間は、原則２年間（長期間入院していた又はこれに類する事

由のある障害者にあっては、３年間）とし、市町村は、サービスの利用開始から１年

ごとに利用継続の必要性について確認し、支給決定の更新を行う。この場合の「長期

間入院していた又はこれに類する事由のある障害者」とは、長期間、指定障害者支援

施設等の入所施設に入所又は精神科病院等に入院していた者はもとより、長期間のひ

きこもり等により社会生活の経験が乏しいと認められる者や発達障害のある者など２

年間の利用期間では十分な成果が得られないと認められる者等についても含むものと

する。  

なお、標準利用期間を超える支給決定の更新を行おうとする場合には、市町村審査

会の意見を聴くものとする。  

③ 精神障害者退院支援施設  



 

 

 

 

精神障害者退院支援施設は、長期入院患者が、日中、自立訓練（生活訓練）又は就

労移行支援を利用することを通じて、地域生活へと移行していく過程での選択肢の一

つであり、地域移行の途上という位置づけであることから、利用者に対し、当該自立

訓練（生活訓練）又は就労移行支援の標準的利用期間である２年間又は３年間を超え

てサービスを提供してはならないことを原則としている。  

④ 就労継続支援  

就労継続支援事業の対象者は、Ａ型及びＢ型ともに「通常の事業所に雇用されるこ

とが困難な障害者」とされていることから、支給決定の更新の段階で、協議会や障害

者雇用支援合同会議等において、それまでの利用実績、サービス管理責任者による評

価等を踏まえ、一般就労や他の事業の利用の可能性を検討し、更新の要否を判断する。 

⑤ 共同生活援助における地域移行支援型ホーム  

地域移行支援型ホームは、地域への移行のための通過的な居住の場としての機能を

有するものであることから、地域移行型ホーム事業者は、利用者に対し、２年間を超

えてサービスを提供してはならないことを原則としている。  

したがって、入居から２年間を超える支給決定の更新の申請があった場合には、市

町村審査会の意見を聴き、真に必要やむを得ない場合に限って必要最小限の有効期間

で支給決定の更新を行うとともに、できるだけ早期に本来的な地域への移行ができる

よう必要な調整を行うものとする。  

⑥ 共同生活援助におけるサテライト型住居の利用  

共同生活援助（日中サービス支援型指定共同生活援助を除く。）におけるサテライト

型住居は、地域において単身等で生活をしたいという明確な目的意識を持った障害者

の利用期間の長期化を回避する観点から、当該サテライト型住居に入居してから原則

として３年の間に一般住宅等へ移行できるよう、他の障害福祉サービス事業者等との

十分な連携を図りつつ、計画的な支援を行うものとしている。  

ただし、入居から３年間を超える支給決定の更新の申請があった場合には、市町村

審査会の意見を聴き、引き続き、サテライト型住居を利用することにより単身生活へ

の移行が見込まれる場合等については支給決定を更新し、サテライト型住居において

共同生活援助の提供を行うことが可能である。なお、サテライト型住居の利用継続の

必要性が認められない場合であっても、支給決定を更新し、サテライト型 

住居以外の共同生活住居において共同生活援助の提供を行うことは可能であること。  

⑵ 地域相談支援  

① 地域移行支援  



 

 

 

 

地域移行支援は、長期にわたり漫然と支援を継続するのではなく、一定の期間の中

で目標を立てた上で効果的に支援を行うことが望ましいサービスであるため、規則第

34 条の 42 第１項において給付決定期間を６ヶ月間までとしている。  

この期間では、十分な成果が得られず、かつ、引き続き地域移行支援を提供するこ

とによる地域生活への移行が具体的に見込まれる場合には、６ヶ月間の範囲内で給付

決定期間の更新が可能である。  

なお、更なる更新については、市町村審査会の個別審査を経てその必要性を判断す

ることが望ましい。  

② 地域定着支援  

地域定着支援は、規則第 34 条の 42 第２項において給付決定期間を 1 年間までと

している。  

対象者や同居する家族等の心身の状況や生活状況、緊急時支援の実績等を踏まえ、引き続き

地域生活を継続していくための緊急時等の支援体制が必要と見込まれる場合には、１年間の

範囲内で給付決定期間の更新が可能である（更なる更新についても、必要性が認められる場

合については更新可）。  
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医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(通知) 

 

 

医師、歯科医師、看護師等の免許を有さない者による医業(歯科医業を含む。以下同じ。)

は、医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条その他の関係法規

によって禁止されている。ここにいう「医業」とは、当該行為を行うに当たり、医師の医

学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそ

れのある行為(医行為)を、反復継続する意思をもって行うことであると解している。 

 

ある行為が医行為であるか否かについては、個々の行為の態様に応じ個別具体的に判断

する必要がある。しかし、近年の疾病構造の変化、国民の間の医療に関する知識の向上、

医学・医療機器の進歩、医療・介護サービスの提供の在り方の変化などを背景に、高齢者

介護や障害者介護の現場等において、医師、看護師等の免許を有さない者が業として行う

ことを禁止されている「医行為」の範囲が不必要に拡大解釈されているとの声も聞かれる

ところである。 

このため、医療機関以外の高齢者介護・障害者介護の現場等において判断に疑義が生じ

ることの多い行為であって原則として医行為ではないと考えられるものを別紙の通り列挙

したので、医師、看護師等の医療に関する免許を有しない者が行うことが適切か否か判断

する際の参考とされたい。 

なお、当然のこととして、これらの行為についても、高齢者介護や障害者介護の現場等

において安全に行われるべきものであることを申し添える。 

 

 

 

 

 



 

 

(別紙) 

 

１ 水銀体温計・電子体温計により腋下で体温を計測すること、及び耳式電子体温計によ

り外耳道で体温を測定すること 

 

２ 自動血圧測定器により血圧を測定すること 

 

３ 新生児以外の者であって入院治療の必要がないものに対して、動脈血酸素飽和度を測

定するため、パルスオキシメータを装着すること 

 

４ 軽微な切り傷、擦り傷、やけど等について、専門的な判断や技術を必要としない処置

をすること(汚物で汚れたガーゼの交換を含む。) 

 

５ 患者の状態が以下の３条件を満たしていることを医師、歯科医師又は看護職員が確認

し、これらの免許を有しない者による医薬品の使用の介助ができることを本人又は家族

に伝えている場合に、事前の本人又は家族の具体的な依頼に基づき、医師の処方を受け、

あらかじめ薬袋等により患者ごとに区分し授与された医薬品について、医師又は歯科医

師の処方及び薬剤師の服薬指導の上、看護職員の保健指導・助言を遵守した医薬品の使

用を介助すること。具体的には、皮膚への軟膏の塗布(褥瘡の処置を除く。)、皮膚への湿

布の貼付、点眼薬の点眼、一包化された内用薬の内服(舌下錠の使用も含む)、肛門からの

坐薬挿入又は鼻腔粘膜への薬剤噴霧を介助すること。 

① 患者が入院・入所して治療する必要がなく容態が安定していること 

② 副作用の危険性や投薬量の調整等のため、医師又は看護職員による連続的な容態の

経過観察が必要である場合ではないこと 

③ 内用薬については誤嚥の可能性、坐薬については肛門からの出血の可能性など、当

該医薬品の使用の方法そのものについて専門的な配慮が必要な場合ではないこと 

 

注１ 以下に掲げる行為も、原則として、医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助

産師看護師法第31条の規制の対象とする必要がないものであると考えられる。 

① 爪そのものに異常がなく、爪の周囲の皮膚にも化膿や炎症がなく、かつ、糖尿病等の

疾患に伴う専門的な管理が必要でない場合に、その爪を爪切りで切ること及び爪ヤスリ

でやすりがけすること 

② 重度の歯周病等がない場合の日常的な口腔内の刷掃・清拭において、歯ブラシや綿棒

又は巻き綿子などを用いて、歯、口腔粘膜、舌に付着している汚れを取り除き、清潔に

すること 

③ 耳垢を除去すること(耳垢塞栓の除去を除く) 



 

 

④ ストマ装具のパウチにたまった排泄物を捨てること。(肌に接着したパウチの取り替え

を除く。) 

⑤ 自己導尿を補助するため、カテーテルの準備、体位の保持などを行うこと 

⑥ 市販のディスポーザブルグリセリン浣腸器(※)を用いて浣腸すること 

※ 挿入部の長さが５から６センチメートル程度以内、グリセリン濃度50％、成人用の場

合で40グラム程度以下、６歳から12歳未満の小児用の場合で20グラム程度以下、１歳か

ら６歳未満の幼児用の場合で10グラム程度以下の容量のもの 

 

注２ 上記１から５まで及び注１に掲げる行為は、原則として医行為又は医師法第17条、

歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の規制の対象とする必要があるもの

でないと考えられるものであるが、病状が不安定であること等により専門的な管理が必

要な場合には、医行為であるとされる場合もあり得る。このため、介護サービス事業者

等はサービス担当者会議の開催時等に、必要に応じて、医師、歯科医師又は看護職員に

対して、そうした専門的な管理が必要な状態であるかどうか確認することが考えられる。

さらに、病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、医師、歯科医師又は看護職員に

連絡を行う等の必要な措置を速やかに講じる必要がある。 

また、上記１から３までに掲げる行為によって測定された数値を基に投薬の要否など

医学的な判断を行うことは医行為であり、事前に示された数値の範囲外の異常値が測定

された場合には医師、歯科医師又は看護職員に報告するべきものである。 

 

注３ 上記１から５まで及び注１に掲げる行為は原則として医行為又は医師法第31条、歯

科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の規制の対象とする必要があるもので

はないと考えられるものであるが、業として行う場合には実施者に対して一定の研修や

訓練が行われることが望ましいことは当然であり、介護サービス等の場で就労する者の

研修の必要性を否定するものではない。 

また、介護サービスの事業者等は、事業遂行上、安全にこれらの行為が行われるよう

監督することが求められる。 

 

注４ 今回の整理はあくまでも医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法等の解釈に関

するものであり、事故が起きた場合の刑法、民法等の法律の規定による刑事上・民事上

の責任は別途判断されるべきものである。 

 

注５ 上記１から５まで及び注１に掲げる行為について、看護職員による実施計画が立て

られている場合は、具体的な手技や方法をその計画に基づいて行うとともに、その結果

について報告、相談することにより密接な連携を図るべきである。上記５に掲げる医薬

品の使用の介助が福祉施設等において行われる場合には、看護職員によって実施される



 

 

ことが望ましく、また、その配置がある場合には、その指導の下で実施されるべきであ

る。 

 

注６ 上記４は、切り傷、擦り傷、やけど等に対する応急手当を行うことを否定するもの

ではない。 
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医政発 1201第４号 

令和４年 12月１日 

 

各都道府県知事 殿 

 

厚生労働省医政局長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

医師法第 17条、歯科医師法第 17条及び保健師助産師看護師法第 31条の解釈について

（その２） 

 

 

医師、歯科医師、看護師等の免許を有さない者による医業（歯科医業を含む。以下同じ。）

は、医師法第 17条、歯科医師法第 17条及び保健師助産師看護師法第 31条その他の関係法

規によって禁止されている。ここにいう「医業」とは、当該行為を行うに当たり、医師の

医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすお

それのある行為（医行為）を、反復継続する意思をもって行うことであると解している。 

ある行為が医行為であるか否かについては、個々の行為の態様に応じ個別具体的に判断

する必要があるが、介護現場等において医行為であるか否かについて判断に疑義が生じる

ことの多い行為であって原則として医行為でないと考えられるもの等については、これま

で、「医師法第 17条、歯科医師法第 17条及び保健師助産師看護師法第 31条の解釈につい

て（通知）」（平成 17年７月 26日付け医政発第 0726005号厚生労働省医政局長通知。以

下「平成 17年通知」という。）等においてお示ししてきたところである。 

今般、規制改革実施計画（令和２年７月 17日閣議決定）において、平成 17年通知に記

載のない行為のうち、介護現場で実施されることが多いと考えられる行為を中心に、医行

為ではないと考えられる行為を整理し、周知した上で、介護職員がそれらの行為を安心し

て行えるよう、ケアの提供体制について本人、家族、介護職員、看護職員、主治医等が事

前に合意するプロセスを明らかにすることとされた。 

これを踏まえ、医療機関以外の介護現場で実施されることが多いと考えられる行為であ

って、原則として医行為ではないと考えられるもの及び当該行為を介護職員が行うに当た

っての患者や家族、医療従事者等との合意形成や協力に関する事項について別紙のとおり

列挙したので、医師、看護師等の医療に関する免許を有しない者が行うことが適切か否か

判断する際や、ケアの提供体制について検討する際の参考とされたい。 

なお、本通知については、厚生労働省社会・援護局及び老健局と調整済みである。また、

当然のこととして、医行為に該当しない行為についても、高齢者介護の現場等において安

全に行われるべきものであり、また、行為の実施に当たっては、患者の状態を踏まえ、医

師、歯科医師又は看護職員と連携することや、必要に応じてマニュアルの作成や医療従事

者による研修を行うことが適当であることを申し添える。 
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（別紙） 

（在宅介護等の介護現場におけるインスリンの投与の準備・片付け関係） 

１ 在宅介護等の介護現場におけるインスリン注射の実施に当たって、あらかじめ医師か

ら指示されたタイミングでの実施の声かけ、見守り、未使用の注射器等の患者への手渡

し、使い終わった注射器の片付け（注射器の針を抜き、処分する行為を除く。）及び記

録を行うこと。 

２ 在宅介護等の介護現場におけるインスリン注射の実施に当たって、患者が血糖測定及

び血糖値の確認を行った後に、介護職員が、当該血糖値があらかじめ医師から指示され

たインスリン注射を実施する血糖値の範囲と合致しているかを確認すること。 

３ 在宅介護等の介護現場におけるインスリン注射の実施に当たって、患者が準備したイ

ンスリン注射器の目盛りが、あらかじめ医師から指示されたインスリンの単位数と合っ

ているかを読み取ること。 

 （血糖測定関係） 

４ 患者への持続血糖測定器のセンサーの貼付や当該測定器の測定値の読み取りといった、

血糖値の確認を行うこと。 

（経管栄養関係） 

５ 皮膚に発赤等がなく、身体へのテープの貼付に当たって専門的な管理を必要としない

患者について、既に患者の身体に留置されている経鼻胃管栄養チューブを留めているテ

ープが外れた場合や、汚染した場合に、あらかじめ明示された貼付位置に再度貼付を行

うこと。 

６ 経管栄養の準備（栄養等を注入する行為を除く。）及び片付け（栄養等の注入を停止

する行為を除く。）を行うこと。なお、以下の３点については医師又は看護職員が行う

こと。 

① 鼻からの経管栄養の場合に、既に留置されている栄養チューブが胃に挿入されてい

るかを確認すること。 

② 胃ろう・腸ろうによる経管栄養の場合に、び爛や肉芽など胃ろう・腸ろうの状態に

問題がないことを確認すること。 

③ 胃・腸の内容物をチューブから注射器でひいて、性状と量から胃や腸の状態を確認

し、注入内容と量を予定通りとするかどうかを判断すること。 

 （喀痰吸引関係） 

７ 吸引器に溜まった汚水の廃棄や吸引器に入れる水の補充、吸引チューブ内を洗浄する

目的で使用する水の補充を行うこと。 

（在宅酸素療法関係） 

８ 在宅酸素療法を実施しており、患者が援助を必要としている場合であって、患者が酸

素マスクや経鼻カニューレを装着していない状況下における、あらかじめ医師から指示

された酸素流量の設定、酸素を流入していない状況下における、酸素マスクや経鼻カニ

ューレの装着等の準備や、酸素離脱後の片付けを行うこと。ただし、酸素吸入の開始（流

入が開始している酸素マスクや経鼻カニューレの装着を含む。）や停止（吸入中の酸素

マスクや経鼻カニューレの除去を含む。）は医師、看護職員又は患者本人が行うこと。 

９ 在宅酸素療法を実施するに当たって、酸素供給装置の加湿瓶の蒸留水を交換する、機

器の拭き取りを行う等の機械の使用に係る環境の整備を行うこと。 
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10 在宅人工呼吸器を使用している患者の体位変換を行う場合に、医師又は看護職員の立

会いの下で、人工呼吸器の位置の変更を行うこと。 

（膀胱留置カテーテル関係） 

11 膀胱留置カテーテルの蓄尿バックからの尿廃棄（ＤＩＢキャップの開閉を含む。）を

行うこと。 

12 膀胱留置カテーテルの蓄尿バックの尿量及び尿の色の確認を行うこと。 

13 膀胱留置カテーテル等に接続されているチューブを留めているテープが外れた場合に、

あらかじめ明示された貼付位置に再度貼付を行うこと。 

14 専門的管理が必要無いことを医師又は看護職員が確認した場合のみ、膀胱留置カテー

テルを挿入している患者の陰部洗浄を行うこと。 

 （服薬等介助関係） 

15 患者の状態が以下の３条件を満たしていることを医師、歯科医師又は看護職員が確認

し、これらの免許を有しない者による医薬品の使用の介助ができることを本人又は家族

等に伝えている場合に、事前の本人又は家族等の具体的な依頼に基づき、医師の処方を

受け、あらかじめ薬袋等により患者ごとに区分し授与された医薬品について、医師又は

歯科医師の処方及び薬剤師の服薬指導の上、看護職員の保健指導・助言を遵守した医薬

品の使用を介助すること。具体的には、水虫や爪白癬にり患した爪への軟膏又は外用液

の塗布（褥瘡の処置を除く。）、吸入薬の吸入及び分包された液剤の内服を介助するこ

と。 

① 患者が入院・入所して治療する必要がなく容態が安定していること 

② 副作用の危険性や投薬量の調整等のため、医師又は看護職員による連続的な容態

の経過観察が必要である場合ではないこと 

③ 内用薬については誤嚥の可能性など、当該医薬品の使用の方法そのものについて

専門的な配慮が必要な場合ではないこと 

 （血圧等測定関係） 

16 新生児以外の者であって入院治療の必要ないものに対して、動脈血酸素飽和度を測定

するため、パルスオキシメーターを装着し、動脈血酸素飽和度を確認すること。 

17 半自動血圧測定器（ポンプ式を含む。）を用いて血圧を測定すること。 

（食事介助関係） 

18 食事（とろみ食を含む。）の介助を行うこと。 

 （その他関係） 

19 有床義歯（入れ歯）の着脱及び洗浄を行うこと。 

 

注１ 在宅酸素療法を実施するに当たって、酸素流入中の酸素マスクや経鼻カニューレが

ずれ、次のいずれかに該当する患者が一時的に酸素から離脱（流入量の減少を含む。）

したことが見込まれる場合に、当該酸素マスクや経鼻カニューレを元の位置に戻すこと

も、原則として、医師法第 17条、歯科医師法第 17条及び保健師助産師看護師法第 31条

の規制の対象とする必要がないものであると考えられる。 

・ 肢体不自由等により、自力で酸素マスクや経鼻カニューレを戻すことが困難であ

る患者 

・ 睡眠中や意識がない状態で、自力で酸素マスクや経鼻カニューレを戻すことが困

難である患者 
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注２ 前記１から 19まで及び注１に掲げる行為は、原則として医行為又は医師法第 17条、

歯科医師法第 17条及び保健師助産師看護師法第 31条の規制の対象とする必要があるも

のでないと考えられるものであるが、病状が不安定であること等により専門的な管理が

必要な場合には、医行為であるとされる場合もあり得る。このため、介護サービス事業

者等はサービス担当者会議の開催時等に、必要に応じて、医師、歯科医師又は看護職員

に対して、そうした専門的な管理が必要な状態であるかどうか確認することが考えられ

る。さらに、病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、医師、歯科医師又は看護職

員に連絡を行う等の必要な措置を速やかに講じる必要がある。 

また、前記１から４までに掲げる行為については、患者の血糖値や食事摂取量等が不

安定でないことが必要である。 

さらに、前記２、４、16及び 17に掲げる行為によって測定された数値を基に投薬の

要否など医学的な判断を行うことは医行為であり、事前に示された数値の範囲外の異常

値が測定された場合には医師、歯科医師又は看護職員に報告するべきものである。 

 

注３ 前記１から 19まで及び注１に掲げる行為は原則として医行為又は医師法第 17条、

歯科医師法第 17条及び保健師助産師看護師法第 31条の規制の対象とする必要があるも

のではないと考えられるものであるが、その実施に当たっては、当然ながら患者本人や

家族に対して分かりやすく、適切な説明を行うとともに、介護職員等の実施する行為に

ついて患者本人や家族が相談を行うことができる環境作りに努めることが望ましい。ま

た、必要に応じて、注２のサービス担当者会議の開催時等に医師、歯科医師又は看護職

員に相談する、必要に応じて書面等で指示を受ける、ケアの実施後に医師、歯科医師又

は看護職員に報告を行う等して適切に連携することが望ましい。 

 

注４ 前記１から 19まで及び注 1に掲げる行為は原則として医行為又は医師法第 17条、

歯科医師法第 17条及び保健師助産師看護師法第 31条の規制の対象とする必要があるも

のではないと考えられるものであるが、業として行う場合には実施者に対して一定の研

修や訓練が行われることが望ましいことは当然であり、介護サービス等の場で就労する

者の研修の必要性を否定するものではない。 

また、介護サービスの事業者等は、事業遂行上、安全にこれらの行為が行われるよう

監督することが求められる。 

 

注５ 今回の整理はあくまでも医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法等の解釈に関

するものであり、事故が起きた場合の刑法、民法等の法律の規定による刑事上・民事上

の責任は別途判断されるべきものである。 

 

注６ 前記１から 19まで及び注 1に掲げる行為について、看護職員による実施計画が立て

られている場合は、具体的な手技や方法をその計画に基づいて行うとともに、その結果

について報告、相談することにより密接な連携を図るべきである。前記 15に掲げる服薬

等の介助が福祉施設等において行われる場合には、看護職員によって実施されることが

望ましく、また、その配置がある場合には、その指導の下で実施されるべきである。 
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茨 障 第 3 9 9 7 号 

平成 26年 11 月 26 日 

指 定 自 立 訓 練 事 業 所 

指定就労移行支援事業所  管理者 様  

指定就労継続支援 A型事業所 

 

茨木市 健康福祉部      

 障害福祉課長  成田 康治 

 

訓練等給付事業に係る暫定支給決定の取り扱いについて 

 

平素は、本市障害者施策の推進にご理解とご協力を賜り厚くお礼申しあげます。 

 標記の件につきまして、本市におきましては、共同生活援助及び就労継続支援Ｂ型を除く訓

練等給付に係る障害福祉サービスは、障害者本人の希望を尊重し、より適切なサービス利用を

図る観点から、２か月以内の範囲で暫定支給決定を行っております。 

 この度、暫定支給決定の取り扱いについて、下記のとおり定めましたので、通知いたします。 

 

記 

 

１ 暫定支給決定の基本的な考え方 

 

 障害者本人の希望を尊重し、より適切なサービス利用を図る観点から、利用を希望する事業

について、①継続利用について利用者の最終的な意向確認、②利用が適切であるか客観的な判

断を行うための期間として、短期間の支給決定を行うもの。 

 

２ 暫定支給決定の対象サービス 

 

・自立訓練（機能訓練、生活訓練、宿泊型自立訓練） 

・就労移行支援 

・就労継続支援Ａ型 
 

 ただし、次の対象者は除きます。 
 

  ①基準該当自立訓練（機能訓練・生活訓練）の利用者 

  ②就労移行支援（養成施設）の利用者 

  ③同一の指定障害福祉サービス事業所において、過去に利用を希望するサービスを利用し 

   た事があり、あらためて当該事業所でのアセスメントを要しないと判断される利用者 

 

 



 

 

３ 暫定支給決定の方法 

 

（１）暫定支給決定期間 

 

 「２か月以内の範囲」で個別ケースに応じて設定する。 

 原則的には、支給決定日の属する月の翌月の末日（支給決定日が月の初日である場合は支給

開始日の属する月もしくはその翌月の末日）を暫定支給決定期間の満了日とする。 

 

（２）暫定支給決定期間の確認方法 

 

 暫定支給決定期間は、障害福祉サービス受給者証の（四）「訓練等給付費の支給決定内容」の

予備欄に、「支給決定期間のうち平成○年○月○日から平成○年○月○日までは暫定支給決定期

間とする。」と記載しておりますので、確認してください。 

 

（３）支給申請から本支給決定までの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 利用希望者が茨木市に支給申請を行う。 
 

②、③ 茨木市は利用意向の聴取及び認定調査項目の調査を行い、暫定支給決定を行う。 
 

④ 暫定支給決定を受けた利用者と利用契約を行い、受給者証記載事項その他必要な事項を 

 契約内容報告書により茨木市に報告する。 
 

⑤ 利用者のアセスメントを行い、利用者の家族や関係機関と十分連携を行った上で、利用 

者の障害特性、適性等を踏まえた暫定支給決定期間に係る個別支援計画を作成し、当該計 

画に基づき支援を実施する。 
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 ⑥ ⑤で作成した個別支援計画に基づき支援を実施した後、暫定支給決定期間が終了する 

  １４日前までに、下記ア～エの書類を作成し、茨木市に提出する。 

なお、利用者に計画相談支援を提供する指定特定相談支援事業者がある場合は、当該指 

定特定相談支援事業者にも提出する。 
 

ア 暫定支給決定期間の利用にかかる評価結果報告書（別紙１） 

  イ アセスメント票（※） 

  ウ 個別支援計画（※） 

  エ 個別支援計画に基づく支援実績及びその評価結果（※） 
 

※ イ～エについては、任意様式とする。 

 

 ⑦ 暫定支給決定期間経過後、利用者が引き続きサービスの継続を希望する場合、茨木市は、 

サービス提供事業者から提出のあった上記⑥の書類や当該指定特定相談支援事業者のモニ 

タリング結果等を踏まえ、サービスを継続する事による効果が見込まれるか否かを判断す 

る。 

 

 ⑧ 茨木市が、サービスを継続する事による効果が見込まれると判断する場合は、本支給決 

定期間が記載された障害福祉サービス受給者証を利用者に送付する。サービス提供事業者 

は障害福祉サービス受給者証を確認し、利用者と利用契約を行い、契約内容報告書により 

茨木市に報告する。 
 

※ 茨木市が、サービスを継続する事による改善効果が見込まれないと判断した場合は、 

茨木市、サービス提供事業者、当該指定特定相談支援事業者及び利用者（必要に応じて 

家族や関係機関等関係者の参加を求める。）による連絡調整会議を開催し、利用者にその 

旨を説明するとともに、今後のサービス利用についての調整を行う。 

 

（４）計画相談支援を提供する指定特定相談支援事業者の確認方法 
  

計画相談支援を提供する指定特定相談支援事業者は、障害福祉サービス受給者証の（五） 

「計画相談支援給付費の支給内容」に、支給期間、指定相談支援事業所名等を記載しており 

ますので、確認してください。（なお、この欄が空欄であれば、当該利用者に指定特定相談 

支援事業者はありませんので、（３）⑥で作成をした書類を指定特定相談支援事業者に提供 

する必要はありません。） 

 

（５）その他留意事項 
 

就労継続支援Ａ型のうち、期間の定めの無い雇用契約を締結する利用者については、まず 

暫定支給決定期間の雇用契約を締結し、期間終了後に改めて期間の定めのない雇用契約を締 

結する。（利用希望者と暫定支給決定の初日から期間の定めのない雇用契約を締結し、その後 

暫定支給決定の結果利用できなくなった場合、事業者は当該利用希望者に解雇予告手当を払 

う義務が生じるため） 



 

 

４ 暫定支給決定の特例 

 

障害者本人の希望を尊重し、より適切なサービス利用を図る観点から、２カ月以内の範囲で

暫定支給決定を行う事を原則とするが、次に該当する場合に限り、特例として暫定支給決定を

経ずに支給決定を行う事ができるものとする。 

 

（１）暫定支給決定を経ずに支給決定を行う事ができるサービス 

 

就労継続支援Ａ型を利用希望する者のうち、あらかじめ利用希望者の心身の状況、生活環 

境等についてアセスメントが行われており、期間の定めの無い雇用契約を締結する予定の者 

に限る。ただし、利用希望者が暫定支給決定を希望する場合を除く。 

 

（２）支給決定までの流れ及び必要書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 利用希望者のアセスメントを行う。 
 

② 利用希望者の家族や関係機関と十分連携を行った上で、利用希望者の障害特性、適性等 

を踏まえた暫定支給決定期間に係る個別支援計画を作成し、当該計画に基づき支援を実施 

する。また、利用希望者が茨木市に支給申請する際に、アセスメント票（任意様式）及び 

個別支援計画（任意様式）が必要となるため、利用希望者に交付する。 
 

 ③ 利用希望者は、支給申請する際に②で交付されたアセスメント票と個別支援計画を添え 

て、茨木市に支給申請を行う。 
 

 ④ ②で作成した個別支援計画に基づき支援を実施した後、次のア～ウの書類を作成し、茨 

木市に提出する。なお、利用希望者に計画相談支援を提供する指定特定相談支援事業者が 

ある場合は、当該指定特定相談支援事業者にも提出する。 

 

茨木市 

 

利用希望者 

 

就労継続支援Ａ型事業所 

 
 

①アセスメント 
②個別支援計画の 

作成・支援実施 

④評価結果まとめ・ 

報告書等の作成 

③支給申請・ 

アセスメント票及び個別支援計画の提出 

⑥暫定省略の 

可否判断 

 

⑦支給決定 

暫定支給決定を経ずに支給決定するまでの流れ 

⑤認定調査項目の調査・ 

 利用意向の聴取 



 

 

  ア 就労継続支援Ａ型に係るアセスメント報告書 （別紙２） 

  イ 採用通知書（写し）等の採用予定の確認できる書類（※） 

（雇用予定期間の明記されたものに限る） 

  ウ 個別支援計画に基づく支援実績及びその評価結果（※） 
 

   ※ イ及びウについては、任意様式とする。 

 

 ⑤ 利用希望者から支給申請を受付後、認定調査を行う。 
 

 ⑥、⑦ ③及び④で提出された書類を踏まえ（必要に応じて聴き取りを行う。）、すでに暫定 

支給決定期間中に行うアセスメントと同等と認められるアセスメントが行われており、 

改めて暫定支給決定によるアセスメントを要しないと判断するときは、暫定支給決定を 

経ずに支給決定を行う。 

 

※ 茨木市が、暫定支給決定期間中に行うアセスメントと同等と認められない場合や暫定 

 支給決定が必要と判断した場合は、原則どおり暫定支給決定を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

〔 お問い合わせ先 〕               
 

茨木市健康福祉部 障害福祉課 認定給付係     

直通電話 ０７２－６２０－１６３６       

Ｆ Ａ Ｘ ０７２－６２７－１６９２       

E-Mail  syogaifukushi@city.ibaraki.lg.jp   



 

障障発第 0402001号 

平成 19年４月２日 

一部改正 障障発第 0518001号 

平成 19年５月 18日 

一部改正 障障発第 0328002号 

平成 20年３月 28日 

一部改正 障障発第 0331006号 

平成 21年３月 31日 

一部改正 障障発 0928第 1号 

平成 23年９月 28日 

一部改正 障障発 0330第６号 

平成 24年３月 30日 

一部改正 障障発 0727第１号 

平成 24年７月 27日 

一部改正 障障発 0329第 7号 

平成 25年３月 29日 

一部改正 障障発 0331第３号 

平成 27年 3月 31日 

一部改正 障障発 0904第１号 

平成 27年 9月 4日 

一部改正 障障発 0331第 8号 

平成 29年３月 31日 

一部改正 障障発 0410第１号 

 平成 30年４月 10日 

一部改正 障企発 0507第３号 

障障発 0507第１号 

障精発 0507第６号 

令和元年５月７日 

一部改正 障障発０３３０第２号 

令和３年３月３０日 

最終改正 障障発０３２９第７号 

令和６年３月２９日 

 

 

 

 

別紙４



 

各  都道府県 障害保健福祉主幹部（局）長 殿 

 

 

厚生労働省社会・援護局  

障害保健福祉部障害福祉課長  

（ 公  印  省  略 ）   

 

 

就労移行支援事業、就労継続支援事業（Ａ型、Ｂ型）における 

留意事項について 

 

日頃より障害保健福祉行政に御協力いただき、感謝申し上げます。 

さて、今般、障害者の就労支援を推進するため、障害者自立支援法（平成 17年法律第 123

号。平成 25年 4月から障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律）に

より就労移行支援、就労継続支援（Ａ型、Ｂ型）を創設するとともに、現行の施設について

も工賃実績の報告などを求めることとしたところです。 

また、令和４年の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の改正

に伴い、令和６年４月１日より、一般就労中の障害者でも、就労系障害福祉サービスを一時

的に利用できることが法令上位置付けられたところです。 

つきましては、これらの事業の実施に当たって、下記の点に御留意いただきますようお願

い申し上げます。 

なお、本通知については、職業安定局及び人材開発統括官と協議済みであることを申し添

えます。 

 

記 

 

１ 適正な事業運営及びサービス利用等について 

（１）就労移行支援 

① 就労を希望する障害者のサービス利用について 

ア 適正な事業運営に向けての留意事項 

利用者の就職状況の把握について、市町村が支給決定を行った利用者が就職し

た場合、市町村が就職した状況を把握できるようにするため、都道府県等において

は、就労移行支援事業所に対し、当該事業所において利用者が就職した場合には支

給決定権者である市町村に適時に報告することを徹底させること。併せて、例えば、

重要事項説明書の退所理由に就職する場合を明記するなど、利用開始時に利用者

への説明も徹底するよう、就労移行支援事業所に対して周知すること。 



 

イ 適正なサービス利用等について 

支給決定について、就労移行支援の標準利用期間（２年間）を超えて支給決定の

更新を行う場合に、自治体によっては個別の対象者の状況を勘案せず、一律の取扱

いが行われている事例が見られることから、就労移行支援の利用等に際しては、引

き続き、市町村は個々の対象者の状況を勘案してサービスの利用を判断すること。 

また、就労移行支援は、複数回の利用が可能であるが、その利用等に際しても同

様に、個々の対象者の状況を勘案してサービスの利用を判断した上で支給決定を

行うこと。 

② 一般就労中の一時的な利用について 

ア 通常の事業所に雇用された後に労働時間を延長しようとする場合（労働時間延

長支援型） 

生活リズムの維持、雇用先の企業等と就労系障害福祉サービスの事業所との情

報共有、合理的配慮の内容等についての調整等を通じ、円滑な一般就労への移行を

目指すことを目的とする。 

a 対象者 

通常の事業所に雇用されている障害者であって、労働時間の延長の際に就労に

必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とするもの 

b 利用条件 

企業等での働き始めに、概ね週 10時間以上 20時間未満から段階的に労働時間

の延長を図ろうとする場合であって、以下の条件をいずれも満たした場合に利用

できるものとする。 

(a) 就労移行支援又は就労継続支援（以下「就労系福祉サービス」という。）

の一時的な利用の前に就労系福祉サービスを受けており、就職後も引き続き

同一の就労系福祉サービスの事業所において就労系福祉サービスの利用を必

要としている場合 

(b) 企業等から、就労系福祉サービスの一時的な利用のため、就労系福祉サー

ビスの事業所への通所が認められている場合 

(c) 勤務時間の延長を図るために就労系福祉サービスの一時的な利用が必要

であると市町村が認めた場合 

ｃ 支給決定に当たっての留意事項 

原則として、企業等に雇用される前に利用していた就労系福祉サービスの事

業所と同一の事業所を引き続き利用する意向を有する場合に支給決定を行うこ

と。 

また、b の(b)に関し、利用者に係るサービス等利用計画等において、段階的

に概ね週 10 時間以上 20 時間未満から勤務時間を増やすことが記載され、雇用

先の企業等も同意していることを確認すること。 



 

ｄ 利用期間 

支給決定期間は、１か月から６か月までの範囲内で月を単位として定めるこ

と。利用期間については、円滑な職場定着が図られるよう、個々の状況に応じ、

原則３か月から６か月以内の間とするが、延長が必要な場合は合計１年まで認

めることとする。 

イ 休職からの復職を目指す場合（復職支援型） 

復職に必要な生活リズムの確立、体力や集中力の回復、主治医や産業医との連携

等を通じ、円滑な職場復帰を目指すことを目的とする。 

a  対象者 

通常の事業所に雇用されている障害者であって、休職からの復職の際に就労

に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とするもの 

b 利用条件 

以下の条件をいずれも満たした場合に利用できるものとする。 

(a) 当該休職者を雇用する企業、地域における就労支援機関や医療機関等によ

る復職支援の実施が見込めない又は困難である場合 

(b) 休職中の障害者本人が復職を希望し、企業及び休職に係る診断をした主治

医が、就労系障害福祉サービスによる復職支援を受けることにより復職する

ことが適当と判断している場合 

(c) 休職中の障害者にとって、就労系障害福祉サービスを実施することにより、

より効果的に復職につなげることが可能であると市区町村が判断した場合 

ｃ 支給決定に当たっての留意事項 

bの(a)及び(b)の要件に該当するかについては、以下のⅰからⅲまでの書類の

提出により、確認を行うこと。 

ⅰ 雇用先企業からの資料 

当該企業による復職支援の実施が困難であり、休職中の障害者が就労系障

害福祉サービスによる復職支援を受けることにより復職することが適当と判

断していることを示す書類 

ⅱ 休職に係る診断をした主治医からの資料 

当該主治医の属する医療機関による復職支援の実施が困難であり、休職中

の障害者が就労系障害福祉サービスによる復職支援を受けることにより復職

することが適当と判断していることを示す書類 

ⅲ 相談支援事業所（申請者）からの資料 

 地域における就労支援機関である障害者職業センター等による復職支援の

利用が困難であることや、地域における医療機関による復職支援が見込めな

いことを示す書類（ただし、セルフプランの場合には、申請者が作成する同様

の書類。この場合、市町村は、地域における就労支援機関及び医療機関による



 

復職支援の実施状況等を調査した上で、支給決定の可否を判断すること。） 

 また、令和６年３月 31日以前に支給決定された場合については、令和６年

４月以降の受給者証の更新の際に、上記要件を満たしていることについて、同

様の書類の提出をもって確認した上で、支給決定を更新すること。 

d 利用期間 

支給決定期間は、１か月から６か月までの範囲内で月を単位として定めること。

利用期間については、企業の定める休職期間の終了までの期間（上限２年）とす

る。 

ウ 就労を希望する障害者が概ね 10時間未満の所定労働時間で一般就労へ移行した

場合（就労移行支援短時間型） 

a 対象者 

就労移行支援の利用を経て、企業等での所定労働時間が概ね週 10時間未満で

あることを目安として一般就労し、就労移行支援事業所で引き続き訓練を受けな

がら働くことが、勤務時間や労働日数を増やすことにつながる場合や、新たな職

種への就職を希望しており、就労移行支援の利用が必要であると判断された者 

b 利用条件・支給決定に当たっての留意事項 

市町村が、上記支給決定を行うに当たっては、以下の 3点を踏まえることとす

る。 

(a) 就労移行支援を利用することにより、勤務時間や労働日数を増やすこと、又

は新たな職種へ就職することにつながるか否か。 

(b) 働きながら就労移行支援を利用することが利用者の加重な負担にならない

か。 

(c) 他のサービスや支援機関ではなく、就労移行支援を利用することが適当で

あるか否か。 

ｃ 利用期間 

就労移行支援の標準利用期間（２年間）とし、最大で３年間の支給決定するこ

とができる。 

 

 

 

（２）就労継続支援Ａ型 

① 通常の事業所に雇用されることが困難な障害者のサービス利用について 

 ア 適正な事業運営に向けての留意事項 

(ｱ)  新規指定時の取扱いについて 

就労継続支援Ａ型事業者の新規指定時には、障害者の日常生活及び社会生活を

総合的に支援するための法律施行規則（平成 18年厚生労働省令第 19号）第 34条



 

の 17に掲げる事項を記載した申請書類を提出させることとなっているが、就労の

機会の提供に当たり、収益性の低い仕事しか提供していないとの指摘がなされて

いることから、生産活動に係る事業の収入（就労支援事業収益）から生産活動に係

る事業に必要な経費（就労支援事業活動経費）を控除した額により利用者に対する

最低賃金を支払うことができる事業計画となっていることを指定申請時の事業計

画書により必ず確認した上で、指定の可否を判断すること。 

なお、都道府県等だけでは、指定の可否を判断できない場合、自立支援協議会そ

の他都道府県等が必要と認めた者の意見を聴取の上、判断すること。 

(ｲ) 経営改善計画書の作成等について 

（計画書の作成） 

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定

障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について」（平成 18

年 12月６日障発第 1206001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知。以

下「指定基準解釈通知」という。）第 11 の３の（４）に係る取扱いについては、

実地指導又は就労支援事業別事業活動明細書等を提出させることにより実態を把

握し、都道府県、指定都市又は中核市（以下「都道府県等」という。）は、指定基

準第 192条第２項を満たさない場合（※）、別紙様式２－１及び別紙様式２－２を

参考にして経営改善計画書等を提出させるとともに、必要に応じて社会福祉法人

会計基準又は就労支援事業会計基準に基づく会計書類等を提出させ、原則１年間

の経営改善のための猶予期間とする。 

ただし、事業所が生産設備による大型の設備投資を行った場合には、直ちに、経

営改善計画の提出を求めるのではなく、都道府県等は事業所の状況を正確に把握

し、生産活動収支等を勘案して経営改善計画の提出の可否を判断すること。 

経営改善計画書の提出に至った指定就労継続支援Ａ型事業所数について、毎年

３月末時点の状況を厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課へ提出い

ただくとともに、都道府県等は、経営改善計画書を提出した指定就労継続支援Ａ型

事業所に対し、当該経営改善計画書等を事業所のホームページに公表するように

促すこと。 

 

 

（計画書の更なる作成） 

事業者が経営改善計画書を作成した場合には、計画始期から１年経過した後に、

その実行状況と経営改善状況を確認することとする。計画終期において事業者が

指定基準を満たさない場合であっても、以下のいずれかに該当する場合は、更に１

年間（２年目）の経営改善計画を作成させることを認めることとする。 

・ 生産活動に係る事業の収入額が増加している又は生産活動に係る事業に必



 

要な経費が減少しており、今後、収益改善の見込みがあると都道府県等が認め

る場合 

・ 生産活動に係る事業の収入額が利用者に支払う賃金総額以上である場合 

・ 提出済みの経営改善計画に基づく改善の取組について、具体的に実施してお

り、今後経営改善の見込みがあると都道府県等が認めた場合 

更なる１年間の経営改善計画の作成、提出を行った事業所に対しては、工賃向上

計画支援等事業（「工賃向上計画支援等事業の実施について」（平成 24年４月 11

日付障発 0411第５号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知）に基づく工

賃向上計画支援等事業をいう。以下同じ。）の活用や経営改善計画書の提出をして

いない事業所の事例等も参考としつつ、経営改善に向けた指導だけでなく、必要な

支援も実施すること。 

こうした２年間の経営改善期間内で指定基準第 192 条第２項を満たさない場合

であっても、都道府県等が今後も経営の改善が見込まれると認める場合であって、

以下のいずれかの条件を満たす場合には追加で（３年目以降）更なる経営改善計画

書等を作成させることができる。この場合、都道府県等だけでは判断が難しい場合

は、自立支援協議会その他都道府県等が必要と認めた者の意見を聴取の上、判断す

ること。 

・ 経営改善計画期間中に生産活動に係る事業の収入額が増加している又は生

産活動に係る事業に必要な経費が減少しており、収益改善が認められる 

・ 利用者の平均労働時間が長くなっている 

・ 利用者に支払う賃金総額が増えている 

経営改善の見込みがない場合又は計画の結果、指定基準を満たさない場合には、

勧告・命令の措置を講じ、指定の取り消し又は停止を検討すること。 

また、収益改善のために利用者の退所や賃金の引き下げ等を不当に行うことが

就労継続支援Ａ型事業の趣旨に反するものであることに鑑み、都道府県等は、指定

就労継続支援Ａ型事業所が提出した経営改善計画書が上記の趣旨に照らして適正

でない場合、再提出を求めること。経営改善計画の実施後、収益改善の要因として

これに類するものが認められる場合も、同様の趣旨から、収益改善があったものと

認めないこと。 

さらに、指定基準第 192条第２項に違反しているが、経営の改善が見込まれると

認められるため、経営改善計画書の提出を求めたにもかかわらず、経営改善計画書

を作成しない場合や、当該計画書の記載内容に虚偽がある場合には、指定基準第

192条第２項に違反するものとして、勧告、命令の措置を講じ、指定の取り消し又

は停止を検討すること。 

 

（設立６月後の実地指導等） 



 

新規指定の半年後を目途に実地指導を実施し、生産活動が事業計画に沿った最

低賃金を支払うことのできる内容になっているのか等を確認することとし、指定

基準に違反する事項がある場合には、勧告、命令の措置を講じ、指定の取り消し又

は停止を検討すること。ただし、事業開始時には減価償却費が高額な場合等もある

ことから、都道府県等が、今後明らかに収益改善が見込まれると認める場合には、

経営改善計画書を提出させ、原則として、１年間の経営改善のための猶予期間とす

る。なお、２年目以降も経営改善計画書を作成させる場合には、既存事業所の取扱

いと同様とする。 

 

(ｳ) 公共職業安定所に求人申込みする場合の留意事項 

求人申込みが可能なのは就労継続支援Ａ型事業のうち、雇用契約を前提とした

利用者（雇用契約有。多機能型の雇用有部分を含む）を募集する場合のみであり、

主な留意事項は下記のとおりであること。 

なお、求人の申込みに当たっては、このほかにも記入に関する留意点があること

から、公共職業安定所とよく相談されたい。 

ａ初めて求人申込みをする際、事業所情報の「就労継続支援Ａ型事業所」欄の「就

労継続支援Ａ型事業所に該当」にチェックをつけるとともに、就労継続支援Ａ型

事業者である旨の証明（指定通知書等）を正副１部ずつ用意し、副本を提出する

こと。 

ｂ公共職業安定所の職業紹介により受け入れた者は、公共職業安定所に提出した

求人内容の就労継続支援Ａ型事業（雇用契約有）の利用（雇入）を希望している

ことから、その採用に当たっては、当該法人が運営する他の事業へ振り分けるこ

とはできないものであること。 

ｃ就労継続支援Ａ型事業を利用するに当たっては、原則として暫定支給決定を行う

こととされている。暫定支給決定がある場合、求人票の記載内容は暫定支給決定

期間中のものとなることから、暫定支給決定後の雇用条件については、求人票の

「求人に関する特記事項」欄に記載し、変更がない場合は同欄に変更がない旨記

載すること。 

なお、後述の②のアのとおり、既に暫定支給決定によるアセスメントと同等と

認められるアセスメントが行われているとして、市町村が例外的に暫定支給決

定によるアセスメントを行わなくても差し支えないと判断する場合があるため

留意すること。 

また、暫定支給決定期間中のアセスメント又はそれと同等のアセスメントの

結果による解雇の可能性について、求人申込み時に公共職業安定所に伝えると

ともに、採用前に障害者本人に伝えること。 

ｄ求人票の「求人に関する特記事項」欄に「利用料あり」又は「利用料なし」と記



 

載すること。 

ｅ就労継続支援Ａ型事業は、一定の要件を満たす場合、年齢を問わず利用が可能で

あるため、求人の申込みに当たっては、「定年制」欄には原則として「なし」、「年

齢」欄については原則として「不問」と記載すること。ただし、就労継続支援Ａ

型事業の利用に当たっては、自治体による支給決定が必要であるため、求人票の

「求人に関する特記事項欄」に「就労継続支援Ａ型事業所への応募に当たっては、

お住まいの自治体において、就労継続支援Ａ型事業所の利用について支給決定

を受ける必要があります」と記載すること。 

 

イ 適正なサービス利用等について 

a支給決定手続について 

就労継続支援Ａ型の利用に当たっては、当該サービスが一定期間の訓練を行う

サービスであることを踏まえ、就労継続支援Ａ型の利用が適切か否かの客観的な

判断を行うため、原則として、暫定支給決定を行うこととしている。 

本支給決定の判断に当たっては、就労継続支援の対象者が「通常の事業所に雇用

されることが困難な障害者」とされていることから、暫定支給決定期間中の利用実

績、サービス管理責任者による評価等も踏まえ、一般就労や就労移行支援などの他

の事業の利用の可能性を検討すること。 

なお、暫定支給決定については、既に暫定支給決定期間中に行うアセスメントと

同等と認められるアセスメントが行われており、改めて暫定支給決定によるアセ

スメントを要しないものと市町村が認めるときは、暫定支給決定は行わなくても

差し支えない。 

ただし、暫定支給決定の要否を検討することなく、一律に暫定支給決定を行わな

いということがないよう、公平公正な支給決定手続きを行う観点から、市町村が、

例外的に暫定支給決定によるアセスメントを行わなくても差し支えないとする取

扱いを行う場合は、地域の実情に応じて、以下のような場合に限定した運用とする

など、手続きの明確化・透明化を図ること。その際、管内の市町村で著しい違いが

生じることは適切ではないため、都道府県が積極的に関与することが重要である

こと。 

・ 就労継続支援Ａ型利用者が他の市町村に転居し、転居後の市町村においても

別の就労継続支援Ａ型を利用希望であり、転居前に利用していた事業所から

転居後に利用予定の事業所にアセスメント情報が十分に引き継がれている場

合 

・ 就労移行支援利用後に就労継続支援Ａ型を利用希望があり、当該就労移行支

援事業所から利用予定の就労継続支援Ａ型事業所にアセスメント情報が十分

に引き継がれている場合 



 

ｂ就労継続支援Ａ型計画の作成について 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障

害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準（平成 18年厚生労働

省令第 171号。以下「指定基準」という。）第 191条第３項の趣旨を踏まえ、指定

就労継続支援Ａ型事業者は、以下の内容を含めた就労継続支援Ａ型計画（指定基準

第 197条に規定する就労継続支援Ａ型計画をいう。以下同じ。）を作成する必要が

あるため、別紙様式１を参考に作成すること。 

・ 利用者の希望する業務内容、労働時間、賃金、一般就労の希望の有無等 

・ 利用者の希望する生活や課題等を踏まえた短期目標、長期目標 

・ 利用者の希望を実現するための具体的な支援方針・内容 

なお、就労継続支援Ａ型計画の記載内容が、一人一人の利用者の希望を踏まえず、

画一的なものとなっている場合や、記載内容に虚偽がある場合等には、指定基準第

191条第３項の趣旨に反していることから、勧告、命令の措置を講じ、指定の取り

消しや停止を検討すること。 

 

② 一般就労中の一時的な利用について 

 ア 通常の事業所に雇用された後に労働時間を延長しようとする場合（労働時間延

長支援型） 

 （１）②アと同様の取扱いとする。 

 イ 休職からの復職を目指す場合（復職支援型） 

   （１）②イと同様の取扱いとする。 

ウ 概ね 10時間未満の所定労働時間で一般就労へ移行した場合（就労継続支援短時

間型） 

a 対象者 

 企業等での所定労働時間が概ね週 10 時間未満であることを目安として、非常

勤のような形態で一般就労している利用者（通常の事業所に雇用されることが困

難な障害者） 

b 利用条件 

以下の条件を満たした場合は、支給決定を行うことができる。 

(a) 一般就労先の企業等が他の事業所等に通うことを認めている場合 

(b) 当該利用者が日中活動サービスを受ける必要があると市町村が認めた場

合 

なお、概ね週 10時間未満であることを目安としているのは、障害者雇用促

進法の改正により、週所定労働時間が週 10 時間以上 20 時間未満の精神障害

者、重度身体障害者及び重度知的障害者について、事業主が雇用した場合に、

雇用率において算定できるようになることを踏まえたものである。 



 

c 支給決定に当たっての留意事項 

フリーランスや個人事業主といった雇用以外の形態で就労している障害者に

ついても、同様に「通常の事業所に雇用されることが困難な障害者」と認められ、

当該利用者が日中活動サービスを受ける必要があると市町村が認めた場合は、

支給決定を行うことができる。 

各市町村は利用者の状態によって、その必要性について精査した上で、決定し

なければならない。 

d 利用期間 

特段の定めなし。 

 

（３）就労継続支援Ｂ型 

① 通常の事業所に雇用されることが困難な障害者のサービス利用について 

 ア 適正な事業運営に向けての留意事項 

(ｱ) 支給決定手続について 

就労継続支援Ｂ型については、留意事項通知において、サービスの利用対象者を

定めているところであり、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難と

なった障害者など、留意事項通知に定める要件に該当しない障害者については、就

労移行支援事業者等によるアセスメントにより、就労面の課題等を把握した上で

就労継続支援Ｂ型を利用することとしている。 

当該アセスメントは、就労継続支援Ｂ型の新規利用者に対する長期的な支援を

行っていく上で、一般就労への移行の可能性も視野に入れた障害者のニーズを把

握するために実施するものである。 

その一方で、障害者のこうした可能性を考慮せず、就労継続支援Ｂ型の利用を前

提として形式的なアセスメントを実施している事例や、アセスメントを実施した

にもかかわらず、アセスメントの結果が利用する事業所に引き継がれていない事

例など、アセスメントの趣旨が理解されていない取扱いが見られるところである。 

ついては、就労継続支援Ｂ型の利用を希望する障害者に対して、当該障害者のニ

ーズや能力、可能性を踏まえた支援が提供されるよう、適切にアセスメントを実施

すること。 

なお、当該アセスメントについては、一般就労に関する支援ノウハウを有している

就労移行支援事業所等において実施することとされているが、就労移行支援事業

所でアセスメントを行うことが障害者の負担となる場合は、アセスメントを円滑

に実施するため、施設外支援を利用することにより、アセスメント対象者が通所し

やすい場所（利用者が在籍している特別支援学校内など）で実施することが可能で

ある。 

 



 

イ 適正なサービス利用等について 

(ｱ) 支給決定手続について 

就労継続支援Ｂ型については、留意事項通知において、サービスの利用対象者を

定めているところであり、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難と

なった障害者など、留意事項通知に定める要件に該当しない障害者については、就

労移行支援事業者等によるアセスメントにより、就労面の課題等を把握した上で

就労継続支援Ｂ型を利用することとしている。 

当該アセスメントは、就労継続支援Ｂ型の新規利用者に対する長期的な支援を

行っていく上で、一般就労への移行の可能性も視野に入れた障害者のニーズを把

握するために実施するものである。 

その一方で、障害者のこうした可能性を考慮せず、就労継続支援Ｂ型の利用を前

提として形式的なアセスメントを実施している事例や、アセスメントを実施した

にもかかわらず、アセスメントの結果が利用する事業所に引き継がれていない事

例など、アセスメントの趣旨が理解されていない取扱いが見られるところである。 

ついては、就労継続支援Ｂ型の利用を希望する障害者に対して、当該障害者のニ

ーズや能力、可能性を踏まえた支援が提供されるよう、適切にアセスメントを実施

すること。 

なお、当該アセスメントについては、一般就労に関する支援ノウハウを有してい

る就労移行支援事業所等において実施することとされているが、就労移行支援事

業所でアセスメントを行うことが障害者の負担となる場合は、アセスメントを円

滑に実施するため、施設外支援を利用することにより、アセスメント対象者が通所

しやすい場所（利用者が在籍している特別支援学校内など）で実施することが可能

である。 

 

② 一般就労中の一時的な利用について 

ア 通常の事業所に雇用された後に労働時間を延長しようとする場合（労働時間延

長支援型）） 

 （１）②アと同様の取扱いとする。 

 イ 休職からの復職を目指す場合（復職支援型）） 

   （１）②イと同様の取扱いとする。 

ウ 概ね 10時間未満の所定労働時間で一般就労へ移行した場合（就労継続支援短時

間型） 

（２）②ウと同様の取扱いとする。 

 

（４）各種雇用関係助成金との関係について 

事業所が実施する各事業で受入先事業所が受けられる各種雇用関係助成金等との関



 

係は下記のとおりである。 

ただし、助成金等にはこの他にも支給要件があることから、その申請に当たっては各

助成金等の支給要件を確認すること。 

なお、障害者を施設職員として雇用する場合は、下記によらず、雇用の形態により一

般の事業所と同様に雇用関係助成金の申請が可能であるので留意すること。また、職場

適応援助者助成金のうち企業在籍型職場適応援助者助成金を受けようとする場合、事

業所に企業在籍型職場適応援助者を配置するに当たっては、各事業の人員配置（最低）

基準に定める人員とは別に配置することが必要である。なお、当該事業所に雇用される

者が人員配置（最低）基準を満たしていることを前提として、各事業におけるサービス

提供の職務に従事しない時間帯において、その者が企業在籍型職場適応援助者の業務

に従事することができる。 

① 就労移行支援事業、就労継続支援Ｂ型事業、就労継続支援Ａ型事業（雇用契約無）

を実施する事業所において、自らの事業所の利用者に対する支援を実施する場合 

障害者雇用関係助成金の受給は不可。雇用関係助成金は、労働者が常用雇用される

ことや、雇用されている労働者の数や割合に応じて支給されるものであることから、

利用者を雇用しない就労移行支援事業、就労継続支援Ｂ型事業、就労継続支援Ａ型事

業（雇用契約無）の利用者については、受給の対象とはならないものである。 

② 就労継続支援Ａ型事業（雇用契約有）を実施する事業所において、自らの事業所の

障害者に対する支援を実施する場合 

ア 障害者雇用調整金・報奨金、特例給付金 

受給可能。 

イ トライアル雇用助成金（障害者トライアルコース）及びトライアル雇用助成金

（障害者短時間トライアルコース）（以下「トライアル雇用助成金（障害者トライ

アルコース）等」という。） 

受給不可。本助成金は、適性や業務遂行可能性を見極め、求職者及び求人者の相

互理解を促進すること等を通じて、障害者の一般雇用への早期就職の実現や雇用

機会の創出を図ることを目的としており、就労継続支援 A 型事業での就労は一般

雇用とは区別して考えることとされていることから受給の対象とはならないもの

であること。 

ウ 職場適応訓練費 

受給可能。ただし、当該訓練の実施の可否は、職場適応訓練実施要領及び職業訓

練受講指示要領の規定に従い個別に判断される。 

 

エ 障害者雇用納付金制度に基づく助成金 

（ア）障害者作業施設設置等助成金、障害者福祉施設設置等助成金 

受給不可。就労継続支援Ａ型事業の内容に鑑み、同事業の本来業務であること



 

から、受給の対象とはならない。 

（イ）重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金 

個別判断。当該事業所の経営基盤や対象障害者の雇用条件等が当該助成金の

趣旨に合致するものであるか否かによって個別に判断される。なお、本助成金に

よって設置する施設等については、社会福祉施設等施設整備費の国庫補助対象

外であること。 

（ウ）重度障害者等通勤対策助成金（通勤援助者委嘱助成金を除く。） 

受給可能。ただし、通勤用バス運転従事者の委嘱助成金については、送迎加算

に関する届出書を提出している事業所は受給不可。 

（エ）障害者介助等助成金、重度障害者等通勤対策助成金のうち通勤援助者の委嘱助

成金 

受給不可。就労継続支援Ａ型事業の内容に鑑み、同事業の本来業務であること

から、受給の対象とはならないものであること。 

（オ）職場適応援助者助成金のうち企業在籍型職場適応援助者助成金 

受給不可。就労継続支援Ａ型事業の内容に鑑み、同事業の本来 

業務であることから、受給の対象とはならないものであること。 

（カ）障害者能力開発助成金 

受給不可。就労継続支援Ａ型事業の内容に鑑み、同事業の本来業務であること

から、受給の対象とはならないものであること。 

   （キ）障害者相談援助助成金 

事業を実施する法人が、一定の要件を満たす事業者として労働局により認定

を受け、支援の対象となる他の事業主に対して相談援助事業を行う場合は、受給

可能。 

オ 特定求職者雇用開発助成金（特定就職困難者コース及び発達障害者・難治性疾患

患者雇用開発コース） 

受給可能。一般就労中の一時的な利用として雇用している利用者については、雇

入れ当初において、継続して雇用することが確実であると認められないことから、

受給の対象とはならない。 

また、就労移行支援事業及び就労継続支援Ｂ型事業の利用者が、当該サービスを

提供した事業所と同一法人内の就労継続支援Ａ型事業の実施事業所に雇用される

場合には、雇用予約に当たるものと考えられるため、原則、受給の対象とはならな

い。 

 

カ キャリアアップ助成金（障害者正社員化コース） 

受給不可。就労継続支援Ａ型事業の内容に鑑み、同事業の本来業務であることか

ら、受給の対象とはならない。 



 

③ 事業所が、他の事業所の障害者に対する支援を実施する場合 

職場適応援助者助成金のうち訪問型職場適応援助者助成金について 

事業を実施する法人が、訪問型職場適応援助者を配置して、他の事業主に雇用され

ている障害者を支援させる場合は、受給可能。ただし、同事業所に訪問型職場適応援

助者を配置するに当たっては、各事業の人員配置（最低）基準に定める人員とは別に

配置することが必要である。なお、当該事業所に雇用される者が人員配置（最低）基

準を満たしていることを前提として、各事業におけるサービス提供の職務に従事し

ない時間帯において、その者が訪問型職場適応援助者の業務に従事することができ

る。 

④ 障害者の多様なニーズに対応した委託訓練（以下｢委託訓練｣という。）との関係に

ついて 

ア 就労移行支援事業、就労継続支援Ａ型事業（雇用契約無）、及び就労継続支援Ｂ

型事業（以下｢就労系事業｣という。）の利用者が、当該就労系事業を実施する者以

外の委託訓練実施機関において、職業訓練を受講する場合 

当該受講に関して、上記就労系事業を実施する者が一定の支援を実施すること

により、施設外支援の対象となること。また、受講日以外における就労系事業の利

用も訓練等給付費の対象となること。 

イ 就労系事業の利用者が、当該就労系事業を実施する者自らが受託する委託訓練

を受講する場合 

当該利用者が委託訓練を受講している期間中は、当該委託訓練を受講していな

い日であっても、訓練等給付の対象とならないこと。 

ただし、当該就労系事業を実施する者が実施する委託訓練が、当該就労系事業に

係る事業所以外の事業所で行われている場合など、当該就労系事業と委託訓練に

重複が認められない場合には、委託訓練の受講日以外における就労系事業の利用

は訓練等給付費の対象となること。 

⑤ 就労移行支援事業、就労継続支援Ａ型事業及び就労継続支援Ｂ型事業（以下、「就

労系サービス」という。）の利用者が一般就労へ移行し、訪問型職場適応援助者や企

業在籍型職場適応援助者による職場適応援助を利用する場合の留意事項は、以下の

とおりである。 

ア 就労系サービスの利用者が一般就労に移行した場合における職場適応援助につ

いては、一般就労先が他の事業主の事業所である場合、訪問型職場適応援助者が支

援対象障害者を送り出した法人等に所属する者であるか、それ以外の法人等に所

属する者であるかにかかわらず、職場適応援助者助成金の対象となりうるとされ

ている。 

また、一般就労先が、事業主を同一とする別事業所である場合、支援対象障害者

を送り出した法人等に所属する者が、企業在籍型職場適応援助者として職場適応



 

援助を実施することも想定されるが、この場合、要件を満たせば職場適応援助者助

成金の対象となりうる。 

イ アの支援対象となるのは、一般就労に移行した者（職場適応援助者助成金のうち

訪問型職場適応援助者助成金については、２か月以内に雇い入れられることが確

実な者も含む。）であり、施設外支援の基準を満たさないこと（トライアル雇用中

に職場適応援助を受ける場合も同じ。）。 

ウ なお、就労系サービス利用者が地域障害者職業センターの職場適応援助者（配置

型職場適応援助者）による職場適応援助を受ける場合についても、イと同様の取扱

いとなること。 

 

２ 報酬請求に関する事項について 

留意事項通知の第二の１の（４）の指定障害福祉サービス事業所等とは別の場所で行わ

れる支援に係る所定単位数の算定については次のとおりである。 

（１）施設外支援について 

① 施設外支援については、次のアからエまでの要件をいずれも満たす場合に限り、１

年間（毎年４月１日に始まり翌年３月 31 日をもって終わる１年間とする。）に 180

日間を限度として算定する。なお、この場合の｢180日間｣とは、利用者が実際に利用

した日数の合計数となることに留意すること。 

ア 施設外支援の内容が、当該指定障害福祉サービス事業所等の運営規程に位置付

けられていること。 

イ 施設外支援の内容が、事前に個別支援計画に位置付けられ、１か月ごとに当該個

別支援計画の内容について必要な見直しが行われているとともに、当該支援によ

り、就労能力や工賃（賃金）の向上及び一般就労への移行が認められること。この

ため、指定権者においては、就労能力や工賃（賃金）の向上及び一般就労への移行

に資するかどうか実地調査においてよく確認すること。 

ウ 利用者又は実習受入事業者等から、当該施設外支援の提供期間中の利用者の状

況について聞き取ることにより、日報が作成されていること。 

エ 施設外支援の提供期間中における緊急時の対応ができること。 

 

② 障害者トライアル雇用等 

利用者がサービスを利用している事業所以外の事業所において、トライアル雇

用助成金（障害者トライアルコース）等を活用して障害者トライアル雇用又は障害

者短時間トライアル雇用（以下「障害者トライアル雇用等」という。）を実施する

場合、下記の要件を満たせば、施設外支援の対象となること。ただし、障害者トラ

イアル雇用等は、適性や業務遂行可能性を見極め、求職者及び求人者の相互理解を

促進することで障害者の早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的とす



 

る制度であり、一部の例外を除き職業紹介時点において継続雇用する労働者（一般

被保険者等であって、１年を超える期間の雇用が見込まれる者をいう。）でないこ

とを要件としているため、就労継続支援Ａ型事業（雇用契約有）を利用している者

は、原則として障害者トライアル雇用等の対象とはならないことに留意すること。 

ア ①のア、ウ、エの要件を満たすこと。 

イ 施設外のサービス提供を含めた個別支援計画を３か月毎に作成（施設外サービ

ス提供時は１か月毎）し、かつ見直しを行うことで、就労能力や工賃の向上及びト

ライアル雇用終了後の一般就労への移行に資すると認められること。 

③ 施設外支援の特例について 

施設外支援については、そのサービス提供期間の上限を年間 180日と定めてい

るところであるが、下記の要件を満たす場合、当該期間を超えて提供することが

可能であること。 

ア 対象者が職場適応訓練を受講する場合であって、上記の要件を満たしかつ当該

訓練が訓練受講者の就労支援に資すると認められる場合に限り、当該訓練終了日

まで施設外支援の延長が可能であること。 

イ トライアル雇用助成金（障害者短時間トライアルコース）であって、個別支援計

画の見直しにおいて、延長の必要性が認められた場合であること。 

④ 施設外支援の留意事項 

ア 同日に施設外支援及び通常の施設利用を行った場合、施設外支援の実施日とし

て扱うこと。 

イ トライアル雇用助成金（障害者トライアルコース）については、施設外支援の対

象となる要件として個別支援計画の作成及び３か月毎の見直しを行うこととして

いるが、その取扱いについて以下のとおり行うこと。 

（ア）個別支援計画の作成及び見直しにおいては、事業所、本人及び関係者が参加の

上、協議を行い、必要に応じて公共職業安定所及び受入企業から意見聴取を行い、

市町村が必要な内容について判断すること。 

（イ）個別支援計画の見直しは、都度、実施結果を把握し、延長の必要性や実施内容

の見直し等を協議すること。 

（例：トライアル雇用助成金（障害者短時間トライアルコース）の実施期間を

10か月間とした場合、施設外支援開始時に 10か月間全体の到達目標を踏まえ

た上で３か月目までの個別支援計画を作成し、３か月目にその間の実施結果を

見た上で延長の必要性等について協議を行い、延長と判断した場合、個別支援

計画を更新し、６か月目までのものを作成する。以降６か月目、９か月目にお

いても同様に行う。） 

 

（２）企業から請け負った作業を当該企業内で行う支援（以下｢施設外就労｣という。）につ



 

いて 

 ① 施設外就労（企業内就労）については、次のアからオまでの要件をいずれも満た

す場合に限り、算定する。 

ア 施設外就労の総数については、利用定員を超えないこと。なお、事業所内での就労

継続支援Ｂ型事業の延長として施設外就労を行う形態ではなく、施設外就労を基本とする形

態で就労継続支援Ｂ型事業を行う場合であっても、本体施設には、管理者及びサービ

ス管理責任者の配置が必要であること。 

イ 施設外就労については、当該施設外就労を行う日の利用者数に対して報酬算定

上必要とされる人数（常勤換算方法による。）の職員を配置する。事業所について

は、施設外就労を行う者を除いた前年度の平均利用者数に対して報酬算定上必要

とされる人数（常勤換算方法による。）の職員を配置すること。なお、サービス管

理責任者については、施設外就労を行う者の個別支援計画の作成に係る業務も担

うことから、施設外就労を行う者を含めた前年度の平均利用者数に対して配置す

ること。 

ウ 施設外就労の提供が、当該指定障害福祉サービス事業所等の運営規定に位置づ

けられていること。 

エ 施設外就労を含めた個別支援計画が事前に作成され、就労能力や工賃（賃金）の

向上及び一般就労への移行に資すると認められること。このため、指定権者におい

ては、就労能力や工賃（賃金）の向上及び一般就労への移行に資するかどうか実地

調査においてよく確認すること。 

オ 緊急時の対応ができること。 

② 施設外就労により就労している者と同数の者を主たる事業所の利用者として、新

たに受入れることが可能であること。 

③ 報酬の適用単価については、主たる事業所の利用定員に基づく報酬単価を適用す

ること。 

④ その他 

ア 施設外就労先の企業とは、請負作業に関する契約を締結すること。なお、契約締

結の際には、以下のことに留意すること。 

（ア）請負契約の中で、作業の完成についての財政上及び法律上のすべての責任は事

業所を運営する法人が負うものであることが明確にされていること。 

（イ）施設外就労先から事業所を運営する法人に支払われる報酬は、完成された作業

の内容に応じて算定されるものであること。 

（ウ）施設外就労先の企業から作業に要する機械、設備等を借り入れる場合には、賃

貸借契約又は使用賃借契約が締結されていること。また、施設外就労先の企業か

ら作業に要する材料等の供給を受ける場合には、代金の支払い等の必要な事項

について明確な定めを置くこと。 



 

イ 請け負った作業についての利用者に対する必要な指導等は、施設外就労先の企

業ではなく、事業所が行うこと。 

（ア）事業所は請け負った作業を施設外就労先の企業から独立して行い、利用者に対

する指導等については事業所が自ら行うこと。 

（イ）事業所が請け負った作業について、利用者と施設外就労先の企業の従業員が共

同で処理していないこと。 

ウ 利用者と事業所との関係は、事業所の施設内で行われる作業の場合と同様であ

ること。 

エ 施設の運営規程に施設外就労について明記し、当該就労について規則を設ける

とともに、対象者は事前に個別支援計画に規定すること。また、訓練目標に対する

達成度の評価等を行った結果、必要と認められる場合には、施設外就労の目標その

他個別支援計画の内容の見直しを行うこと。 

オ 実績の報告については、報酬請求に当たり、事業所からの毎月の報告を不要とす

るが、事業所には施設外就労の実績記録書類を作成・保存し、地方公共団体の判断

で利用者の訓練状況等の実態把握が必要な場合には、事業所に確認すること。 

カ 施設外就労に随行する支援員の業務 

施設外就労に随行する支援員は、就労先企業等の協力を得て、以下の業務を行う。 

（ア）事業の対象となる障害者の作業程度、意向、能力等の状況把握 

（イ）施設外就労先の企業における作業の実施に向けての調整 

（ウ）作業指導等、対象者が施設外就労を行うために必要な支援 

（エ）施設外就労についてのノウハウの蓄積及び提供 

（オ）施設外就労先の企業や対象者の家族との連携 

（カ）その他上記以外に必要な業務 

キ 関係機関との連携 

都道府県及び実施施設は、この事業の実施について、都道府県労働局、地域障

害者職業センター、公共職業安定所、委託企業等の関係機関と連携を密にし、事

業が円滑に行われるように努めるものとする。 

 

（３） 在宅において利用する場合の支援について 

① 就労移行支援事業所又は就労継続支援事業所において、在宅でのサービス利用を

希望する者であって、在宅でのサービス利用による支援効果が認められると市町村

が判断した利用者（以下「在宅利用者」という。）に対して就労移行支援又は就労継

続支援を提供するに当たり、次のアからキまでの要件のいずれにも該当する場合に

限り、報酬を算定する。 

なお、在宅で就労移行支援又は就労継続支援を提供する場合には、運営規程におい

て、在宅で実施する訓練内容及び支援内容を明記しておくとともに、在宅で実施した



 

訓練内容及び支援内容並びに訓練状況及び支援状況を指定権者から求められた場合

には提出できるようにしておくこと。その際、訓練状況（在宅利用者が実際に訓練し

ている状況）及び支援状況（在宅利用者に訓練課題に係る説明や質疑への対応、健康

管理や求職活動に係る助言等）については、本人の同意を得るなど適切な手続きを経

た上で、音声データ、動画ファイル又は静止画像等をセキュリティーが施された状態

で保存し、指定権者から求められた場合には個人情報に配慮した上で、提出できるよ

うにしておくことが望ましい。 

ア 通常の事業所に雇用されることが困難な障害者につき、就労の機会を提供する

とともに生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上

のために必要な訓練その他の必要な支援が行われるとともに、常に在宅利用者が

行う作業活動、訓練等のメニューが確保されていること。 

イ 在宅利用者の支援に当たり、１日２回は連絡、助言又は進捗状況の確認等のその

他の支援が行われ、日報が作成されていること。また、作業活動、訓練等の内容又

は在宅利用者の希望等に応じ、１日２回を超えた対応も行うこと。 

ウ 緊急時の対応ができること。 

エ 在宅利用者が作業活動、訓練等を行う上で疑義が生じた際の照会等に対し、随時、

訪問や連絡による必要な支援が提供できる体制を確保すること。 

オ 事業所職員による訪問、在宅利用者による通所又は電話・パソコン等のＩＣＴ機

器の活用により、評価等を 1週間につき１回は行うこと。 

カ 在宅利用者については、原則として月の利用日数のうち１日は事業所職員によ

る訪問又は在宅利用者による通所により、在宅利用者の居宅又は事業所内におい

て訓練目標に対する達成度の評価等を行うこと。 

キ オが通所により行われ、あわせてカの評価等も行われた場合、カによる通所に置

き換えて差し支えない。 

② その他留意点 

ア 在宅と通所に支援を組み合わせることも可能であること。 

イ 利用者が希望する場合には、サテライトオフィスでのサービス利用等在宅での

サービス利用と類似する形態による支援を行うことも可能だが、その際にも①の

アからキまでの要件をすべて満たす必要があること。 

 

３ 賃金実績報告について 

  賃金実績については、下記の内容に留意し、報告すること。 

（１）賃金の範囲 

   ここでいう賃金とは、賃金、給与、手当、賞与その他名称を問わず、事業者が利用者

に支払うすべてのものをいう。 

なお、賃金は、原則として、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必



 

要な経費（利用者に支払う賃金を除く。）を控除した額に相当する金額を支払うことに

留意すること。 

 

（２）賃金実績の報告内容（事業所から各都道府県（指定都市にあっては都道府県及び指定

都市、中核市にあっては都道府県及び中核市）への報告） 

前年度の賃金実績の平均額（時間当たりの賃金（以下「時間額」という。）、１日当た

りの賃金（以下「日額」という。）、１月当たりの賃金（以下「月額」という。）から選

択） 

なお、時間額及び日額で報告のあった事業所については、国への報告は時間額及び月

額であるため、各月の各日毎または各日の各時間毎の賃金支払対象延べ人数や開所日

数及び時間等も併せて報告を受けること。 

 

（３）事業所毎の平均賃金の算定方法（事業所から各都道府県（指定都市にあっては都道府

県及び指定都市、中核市にあっては都道府県及び中核市）への報告） 

本算定結果は、障害福祉サービス等の情報公表制度（以下「ＷＡＭＮＥＴ」という。）

において、事業者情報として幅広く公表されるものであることから、利用者の利用状況

にばらつきがある場合など、事業所の利用実態を考慮し、下記の算定方法から選択して

報告すること。 

  ① 平均賃金月額を算定して報告する場合 

ア 報告対象年度各月の賃金支払対象者の総数を算出 

（例：50 人定員で、賃金支払い対象者が、4 月 45 人、5 月 50人、6 月 48 人、7 

月 50 人、8 月 50 人、9 月 50 人、10 月 49 人、11 月 50 人、12 月 45 人、1 月

47 人、2 月 50 人、3 月 50 人の場合は、 

45+50+48+50+50+50+49+50+45+47+50+50=584人となる。） 

 イ 報告対象年度に支払った賃金総額を算出 

ウ イ÷アにより１人当たり平均月額賃金額を算出 

  ② 平均賃金日額を算定して報告する場合 

ア 各月の各日毎の賃金支払対象者の延べ人数を各月毎に算出 

イ 上記により算出した全ての月の延べ人数を合計 

ウ 対象年度に支払った賃金総額を算出 

エ ウ÷イにより１人当たり平均賃金日額を算出 

  ③ 平均賃金時間額を算定して報告する場合 

ア 各日の各時間毎の賃金支払対象者の延べ人数を各日毎に算出 

イ 上記により算出した全ての日の延べ人数を合計 

ウ 対象年度に支払った賃金総額を算出 

エ ウ÷イにより１人当たり平均賃金時間額を算出 



 

 

（４）各都道府県の平均賃金額の算定方法（各都道府県から当課への報告） 

平均賃金額は月額及び時間額とし、上記(３)①により算定したものを都道府県の平均

額とする。 

 

（５）申請時期及び申請先 

① 各事業者は、毎年４月に、都道府県に対し前年度の賃金実績を報告すること。 

② 都道府県は、上記①により報告された賃金実績を、毎年６月末日までに当課に対し

報告すること。 

 

（６）賃金実績の公表方法 

   都道府県は、提出された賃金実績及び都道府県全体又は圏域全体の平均賃金額を、広

報紙、ホームページ、ＷＡＭＮＥＴ等により幅広く公表すること。 

 

４ 工賃実績報告について 

  工賃実績については、下記の内容に留意し、報告すること。 

（１）工賃の範囲 

ここでいう工賃とは、工賃、給与、手当、賞与その他名称を問わず、事業者が利用者

に支払うすべてのものをいう。 

なお、工賃は、原則として、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必

要な経費（利用者に支払う工賃を除く。）を控除した額に相当する金額を支払うことに

留意すること。 

 

（２）工賃実績の報告内容（事業所から各都道府県（指定都市にあっては都道府県及び指定

都市、中核市にあっては都道府県及び中核市）への報告） 

   前年度の工賃実績の平均月額 

 

（３）事業所毎の平均工賃の算定方法（事業所から各都道府県（指定都市にあっては都道府

県及び指定都市、中核市にあっては都道府県及び中核市）への報告） 

本算定結果は、ＷＡＭＮＥＴにおいて、事業者情報として幅広く公表されるものであ

る。令和６年度報酬改定において、その計算方法を以下のとおり見直したことから、報

告に当たっては留意すること。 

【平均工賃月額の算定方法】 

ア 前年度における工賃支払総額を算出 

（例：工賃支払い額が、4 月 50 万円、 5 月 60 万円 、 6 月 40 万円、 7 月 

60 万円、 8月 90 万円、 9 月 50 万円、 10 月 50 万円、 11 月 60 万円、 12 



 

月 40 万円、 1 月 60 万円、 2 月 90 万円、 3 月 50 万円の場合は、 

50+60+40+60+90+50+ 50+60+40+60+90+50=700万円となる。） 

 

イ 前年度における開所日１日当たりの平均利用者数を算出 

（例：前年度の延べ利用者数が 4000人、前年度の年間開所日数 200      

日の場合は、4000人÷200 日＝20人となる。） 

   ウ ア÷イ÷12月により、１人当たり平均工賃月額を算出 

 

（４）各都道府県の平均工賃額の算定方法（各都道府県から当課への報告） 

   平均工賃額は月額とし、上記(３)①により算定したものを都道府県の平均額とする。 

 

（５）申請時期及び申請先 

  ① 各事業者は、毎年４月に、都道府県に対し前年度の工賃実績を報告すること。 

② 都道府県は、上記①により報告された工賃実績を、毎年６月末日までに当課に対

し報告すること。 

 

（６）工賃実績の公表方法 

   都道府県は、提出された工賃実績及び都道府県全体又は圏域全体の平均工賃額を、広

報紙、ホームページ、ＷＡＭＮＥＴ等により幅広く公表すること。 

 

別紙様式１ （略） 

別紙様式２－１ （略） 

別紙様式２－２ （略） 



別紙５ 

茨 障 第 3348 号 

令和７年 11 月 28 日 

 

指定就労選択支援事業所 管理者 様  

 

茨木市 福祉部      

 障害福祉課長  井上 寛之 

 

就労選択支援について（通知） 

 

平素は、本市障害者施策の推進にご理解とご協力を賜り厚くお礼申しあげます。 

 令和７年 10 月１日から指定障害福祉サービス「就労選択支援」の運用が開始されま

した。 

就労選択支援の運用開始にあたりまして、下記のとおり定めましたので、通知いたし

ます。 

 

記 

 

１ 就労選択支援の基本的な考え方 

 就労選択支援は、障害者本人が就労先・働き方についてより良い選択ができるよ

う、就労アセスメントの手法を活用して、本人の希望、就労能力や適性等に合った選

択を支援するものである。  

就労選択支援を適切に活用することにより、本人の希望や就労能力等に応じて、就

労に必要な知識及び能力の向上に資する就労系障害福祉サービスや障害福祉サービス

以外の就労支援制度、一般就労への移行といった就労に関する機会が適切に提供され

るよう留意すること。利用者が予め見学・体験等により特定の事業所へ通所すること

を希望していたとしても、安易に追認する事業ではない点には特に注意されたい。 

 制度の趣旨を踏まえ、中立性を確保し、客観的な視点から利用者のアセスメントを実

施し、情報提供を行い、意思決定を支援するなど適正に事業を実施すること。 

 

２ 対象者 

以下のサービス利用者を対象とする。

 
【出典】「就労選択支援実施マニュアル」（厚生労働省） 

 

３ 支給決定期間 

原則１か月とする。 



４ 就労選択支援利用の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 利用希望者が茨木市に支給申請を行う。 

② 茨木市は利用意向の聴取及び認定調査項目等の調査を行い、支給決定を行う。 

③ 就労選択支援事業者は、支給決定を受けた利用者と利用契約の上、サービス提供を

行う。 

※１ 多機関連携によるケース会議について 

  多機関連携によるケース会議においては、アセスメントや支援方針の検討におい

て偏りが出ないよう複数の視点を取り入れ、アセスメントの質と中立性の担保を図

るため、３者以上（本人、就労選択支援事業者、その他関係機関等）の参加とする

こと。なお、就労選択支援の利用終了後に本人が通所を希望している障害福祉サー

ビス事業者に対する多機関連携会議への参加依頼は想定しているものではないが、

就労選択支援事業者が個別の事情に応じて当該事業者の参加を必要と判断した場合

には、当該事業者を含めて４者以上の参加とすること。 

  また、利用者が指定特定相談支援事業を利用している場合、就労選択支援事業者は、

指定特定相談支援事業者に対する多機関連携会議への参加依頼を行うこと。 

※２ 結果報告について 

多機関連携によるケース会議で把握した本人の意向、関係機関の見解等を踏まえ

てアセスメント結果を作成し、速やかに下記ア～エの書類を作成し、茨木市に提出

すること。 

ア 就労選択支援事業評価結果報告書 

イ 就労支援のためのアセスメントシート（独立行政法人 高齢・障害・求職者 

雇用支援機構） 

  ウ サービス提供実績記録表の写し 

  エ 多機関連携によるケース会議録の写し 

 

【参考】 独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構（JEED） 

「就労支援のためのアセスメントシート」 

https://www.nivr.jeed.go.jp/research/kyouzai/kyouzai79.html 

 

  

〔問い合わせ先〕               

茨木市福祉部 障害福祉課 

認定給付 1・２グループ 

電話 072-620-1636（直通）       

E-Mail  syogaifukushi@city.ibaraki.lg.jp  


